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Ⅰ．はじめに 

 

情報技術の進歩や規制緩和が進展するなか、経済・社会は一段とグローバル化し、ま

た一方で少子高齢化が急速に進行するなど、国民生活を取り巻く状況は大きく変化して

いる。消費者契約上のトラブルや商品の安全性を巡る問題も多様化・複雑化しており、

消費者が生活を営む上で信頼性の高い情報の重要性は益々高まっている。 

国民生活センターは、平成１５年１０月、「独立行政法人国民生活センター法」に基づ

いて特殊法人から独立行政法人に移行し、新たなスタートを切った。独立行政法人国民

生活センター（以下、当センター）は、消費生活相談をはじめとした様々な情報を全国

の消費生活センターなどから収集し、消費者被害の未然防止・拡大防止のために分析・

提供している。また、消費生活相談や商品テスト、教育研修、生活に関する調査研究を

実施し、一人一人の消費者が安心した生活が送れるよう、その結果を様々なメディアを

通じて積極的に情報提供を行うなど、消費者支援に努めている。平成１６年６月に公布・

施行された「消費者基本法」では、消費者政策における中核的な機関としての役割が明

記され、今後より一層の活躍が期待されている。 

本報告書の対象期間である平成１６年度は、５ヵ年（平成１５年度～１９年度）の中

期計画の２年度目である。平成１６年度は、全国の苦情相談件数が約２００万件近くに

達するとみられるなど、消費者を巡る環境が依然として厳しく、架空・不当請求を始め

とした消費者トラブルも多発した年である。こうしたなか、当センターは、消費者被害

の未然防止・拡大防止のため、業務運営の効率化を図りつつ、新規の業務も含め、各業

務を積極的に展開してきた。新業務として、「三位一体の改革」に伴うＰＩＯ－ＮＥＴシ

ステム運営の国からの全面移管、「相談カード直接作成システム」の一斉導入、個人情報

保護法の完全施行に向けた取り組み、政府と一体となった架空・不当請求対策などに精

力的に対応するとともに、ＮＰＯとの交流促進と「くらしの情報交流プラザ」の開設な

どを推進した。本報告書では、これらの業務実績とその成果を取りまとめた。 
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Ⅱ．独立行政法人国民生活センターの概要 

 

１．目的 

 

独立行政法人国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合

的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的とする（独

立行政法人国民生活センター法  第３条）。 

 

２．業務の範囲 

 

（１）国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供する。 

（２）国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供する。 

（３）前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生

活に関する情報を提供する。 

（４）国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行う。 

（５）国民生活に関する情報を収集する。 

（６）前各号の業務に附帯する業務を行う。 

 

３．根拠法 

 

独立行政法人国民生活センター法（平成１４年１２月４日  法律第１２３号） 

 

４．主務大臣 

 

内閣総理大臣 

 

５．法人の沿革 

 

昭和３７年  ６月１日  特殊法人国民生活研究所として設立 

昭和４５年１０月１日  特殊法人国民生活センターに改組 

平成１５年１０月１日  独立行政法人国民生活センター設立 

※国民生活センターのあゆみについては別添資料０１を参照 

 

６．所在地 

 

相模原  〒２２９－００２９  神奈川県相模原市弥栄３－１－１ 

電話（０４２）７５８－３１６１（総合案内） 

東  京  〒１０８－８６０２  東京都港区高輪３－１３－２２ 

電話（０３）３４４３－６２１１（総合案内） 

 

７．資本金 

 

約９１億６千６百万円  ※全額政府出資 

 

８．役員の状況 

 

理事長      糠谷真平（平成１５年１０月１日就任） 

理  事      川本  敏（           〃           ） 

田中正人（           〃           ） 



藤村  勝（           〃           ） 

監  事      木村義人（           〃           ） 

（非常勤）    山下通延（           〃           ） 

 

９．職員の状況 

 

常勤職員数１１６名（平成１７年３月３１日現在） 

 

１０．法人の組織 

 

下図の通り（平成１７年３月３１日現在）。 

 

情

相

長 事 
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Ⅲ．中期計画・年度計画及び業務の実績等に関する報告 

 

１．独立行政法人国民生活センター中期計画の一部変更について 

 

政府が推進する「三位一体改革」に伴い、今後、ＰＩＯ－ＮＥＴの運営経費である

内閣府の「生活情報体制整備等交付金」を廃止した上で、当センターの予算として移

管し、同時にＰＩＯ－ＮＥＴ事業の運営についても一括して当センターが実施してい

くこととなった。予算・事業運営を移管する主な理由は以下の通り： 

①迅速、的確な消費者被害の収集、提供のため一層の電子化・効率化が急務なこと 

②消費者基本法（別添資料０２）において新たに国及び当センターの役割が規定さ

れたことを踏まえた対応が必要なこと 

③国と地方の役割分担に応じた事務事業及び国庫補助負担金の抜本的な見直しが求

められていること 

この移管に伴い、平成１５年１０月１日付で認可された独立行政法人当センター中

期計画（以下「中期計画」）の一部（消費生活情報の収集部分）を変更する必要性が生

じた。そのため、必要な変更を加えた中期計画（案）について独立行政法人通則法第

３０条第３項に基づき、平成１７年２月２８日開催の第４回内閣府独立行政法人評価

委員会国民生活センター分科会及び、同年３月１７日開催の第１５回内閣府独立行政

法人評価委員会に諮って了承を得た上で、内閣総理大臣への認可申請を行い、同年３

月２９日付で認可された（中期計画の変更内容については別添資料０３を参照）。 

 

２．平成１６年度独立行政法人国民生活センター年度計画の届け出について 

 

センターは独立行政法人通則法第１０３号の第３１条の規定に基づき、平成１６年

度の業務運営に関する計画である「平成１６年度独立行政法人国民生活センター年度

計画（以下「平成１６年度計画」）」を作成し、平成１６年３月３０日に内閣総理大臣

に届け出た（別添資料０４参照）。 

平成１６年度計画は、平成１５年１０月１日から平成１６年３月３１日までの半年

間で実施した業務の実績を踏まえ、以下の様な新たな事項を盛り込んだ： 

 

（１）ＰＩＯ－ＮＥＴの運営に係る事項 

①大規模データベースの構築・運営等に関する最新の技術情報等の収集を行う。 

②相談カード入力項目に関する改善の検討を行う。 

③パソコンを用いて相談カードの直接作成を行うシステムの導入を検討する。 

④「電子版キーワードマニュアル」を作成する。 
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（２）個人情報の取扱いに関する苦情相談に係る事項 

①センター及び地方センターに寄せられた個人情報保護法に関する相談情報を収

集するため、個人情報保護法相談データベース（仮称）を構築する。 

②個人情報の保護に関する法律の制定や同法第７条に基づく基本方針の策定を受

けて、円滑かつ的確な苦情処理を確保するため、国民からの個人情報に関する

相談専用電話を設置するなど苦情相談機能の充実強化を図る。 

③地方センターの個人情報の取扱いに関する相談に適切に対応するための相談処

理マニュアルを作成する。 

 

（３）苦情処理・紛争解決に関する総合的窓口機能の整備に係る事項 

①政府内におけるＡＤＲ機関の連携等に関する検討の動向等を踏まえ、消費者ト

ラブルに係る総合的窓口としての機能整備について検討を行う。 

 

（４）地方センターへの情報提供に係る事項 

①地方センターへ提供する情報の内容、迅速に情報提供するための手段及び情報

漏洩防止策について検討する。 

 

（５）消費者団体、事業者団体、ＮＰＯ等との情報交換に係る事項 

①消費者団体やＮＰＯが活動や交流のために、利用できる場所となる「くらしの

情報交流プラザ（仮称）」を平成１６年度前半に開設する。 

 

（６）研修に係る事項 

①相模原市と共催で公開講座を１コース実施する。 

②学生及び小学校、中学校、高等学校の教員を対象とした研修を２コース実施す

る。 

 

平成１６年度は、継続的事項に加え、新たに盛り込んだ事項を考慮しつつ、計画の

的確な遂行を図った。 
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Ⅳ．法人の長等による業務運営状況について 

 

１．理事長のリーダーシップについて 

 

理事長は、国民生活センターの全業務を統括し、センターが消費者基本法に定めら

れている消費者問題に関する中核的な機関として積極的な役割を果たすべく、定例役

員会（毎週火曜日開催）を主宰して重要事項について方針を取りまとめるとともに個々

の情報提供の内容等を決定し、中期計画に基づき業務を精力的に推進した。平成１６

年度においては、４月に組織の改革を行うとともに、消費者苦情相談が急増を続け消

費者問題が複雑化・深刻化するなか、年度業務計画に即し各業務の推進を指揮した。

特に、ＰＩＯ-ＮＥＴシステム運営の国からの全面移管、個人情報保護法の全面施行に

伴うデータベース作成にあたっての関係方面との調整、消費者トラブルメール箱の拡

充と情報提供の強化、ＮＰＯ等との交流促進等において、率先して業務の遂行にあた

った。また、業務の積極的・効果的な推進のために、職員の意識改革を進め、業績手

当制度の導入の検討等を推進し人材の適正活用に努め、センターとしての総合力の発

揮に尽力した。 

 

２．理事による業務運営状況について 

 

理事は、担当の業務を確実に実施するため理事長を的確に補佐し、業務の推進を図

った。 

川本理事は、総務企画部（総合調整、企画、評価等）、経理管理部、相談調査部を所

掌し、担当業務を積極的に推進した。特に、年度計画の着実な遂行、個人情報保護業

務の開始等のため各部業務の総合調整を積極的に図るとともに、ＰＩＯ-ＮＥＴシステ

ム移行等の予算確保、センター予算の効率的執行等に努め、また、苦情相談及びそれ

に基づく情報提供・調査分析等を指導し、消費者被害の拡大防止・未然防止に尽力し

た。 

田中理事は、情報分析部、広報交流部を所掌し、担当業務を積極的に推進した。特

に、ＰＩＯ-ＮＥＴシステムの円滑な移管や、ＮＰＯとの交流の基盤となる「くらしの

交流プラザ」の開設を推進するとともに毎月の記者説明会をリードし、また、ホーム

ページの充実、「たしかな目」等の定期刊行物の分かりやすい編集を通じた国民への情

報提供等に指導力を発揮し、消費者問題の啓発等に尽力した。 

藤村理事は、総務企画部（人事・労務・福利厚生）、商品テスト部、教育研修部を所

掌し、担当業務を積極的に推進した。特に、職員の業績評価制度の検討、人材の活用・

人材の育成等を主導するとともに、商品テストを着実に推進して製品関連の事故防止

等に尽力し、また、効果的な教育研修、消費生活相談員資格制度の運営を通じて消費

者行政担当者や消費生活専門相談員等の養成と資質向上に貢献した。 

 

３．監事による業務運営状況の把握等について 

 

木村監事及び山下監事は、会計監査・業務監査を的確に遂行し、業務の適正な遂行

に貢献するとともに、効果的な内部監査の枠組み作りを促進した。また、定例役員会

に常時出席し、理事長・理事等と積極的に意見交換を行い業務の適正な執行を促進し

た。 
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Ⅴ．平成１６年度における業務実績について 

 

以下に、平成１６年度計画にて示した各種業務の実績を示す。 

 

１．業務運営の効率化 

 

業務運営の効率化については①退職手当を除く一般管理費の削減②業務経費の有効

かつ効率的な執行③業務の効率化を図るための最適化計画検討・策定の３つを主軸に

取り組んでいる。 

一般管理費については、事務所の総合管理業務の仕様見直しや備品・消耗品の購入

見直しなどにより削減を図った。その結果、効率化率を織り込んだ平成１６年度予算

額（対１５年度予算額の△４．０％）よりさらに△２．９％減となった。 

業務経費の有効かつ効率的な執行についても、電子計算機システムの構成見直しや

業務の外部委託等を行った結果、中期計画で定められた効率化率△１．０％等を織り

込んだ平成１６年度業務経費予算額から更に△４．２％の削減となった。 

業務の効率化を図るための最適化計画検討・策定については、当該計画の検討・策

定を行う「最適化計画検討委員会」を設置の上、基本方針や個別具体的な項目につ

いての議論を行い、平成１７年度央の策定に向け地固めを行った。 

 

なお、センター業務の重要事項についてその意見をもとめ、効果的な業務遂行に

資するために設置（平成１５年１０月）した「特別顧問会議※」を上・下半期末に

１回ずつ開催し、各顧問からの意見を踏まえつつ、業務運営を行った。 

※特別顧問会議は、学識経験を有する７人以内で構成し、センター業務の重要事項

について審議を行い、センターの理事長に助言することを目的としている。 

委員構成は以下の通り： 

有馬真喜子（ジャーナリスト） 

鶴田俊正（専修大学名誉教授） 

神田敏子（全国消費者団体連絡会事務局長） 

堀部政男（中央大学大学院 法務研究科 教授） 

宮部義一（三菱樹脂株式会社顧問） 

山岡義典（日本ＮＰＯセンター副代表理事） 

吉岡初子（主婦連合会会長）※平成１７年４月逝去 

各会議の概要は以下の通り： 

 

第２回特別顧問会議（平成１６年９月２２日（水）開催） 

主な議題：最近の国民生活センターの活動状況について 

・平成１５年度下期の業務実績について 

・平成１６年度における業務展開について 

意見交換 

 

第３回特別顧問会議（平成１７年３月７日（月）開催） 

主な議題：最近の国民生活センターの活動状況について 

・平成１６年度の業務実績について 

・平成１７年度における業務展開について 

意見交換 

 

各会議での主な議事内容要旨については、別添資料０５を参照。 
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（１）一般管理費の執行 

 

－年度計画内容－ 

一般管理費については、経費の効率的な執行に努める。 

 

◎業務の概要 

 

中期目標で定められた中期目標の最終年度（平成１９年度）における一般管理

費（退職手当を除く。）の総額を、特殊法人時の最終年度（平成１４年度）に対し

て１３％削減するために経費の効率的な執行に努める。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度の一般管理費予算額（人件費を除く）は、平成１５年度予算額（特

殊法人分を含めた平年度化ベース、以下同じ）２７４，８１０千円に対して、中

期計画で定めた効率化率３．６９％等を織り込んで△１１，１９９千円（△４．

１％）の２６３，６１１千円となっている。 

平成１６年度決算額（契約済繰越額含む。）は２６０，００１千円となり、平成

１６年度予算額からさらに△３，６１０千円（△１．４％）の削減となった。 

具体的には、平成１６年度においては、仕様の見直等により総合管理業務に係る

経費を３，４９４千円削減（別添資料０６参照）したほか、以下のような削減を

図った： 

１）図書費については、利用頻度の少ない定期購読誌等の見直しを図ることに

より、平成１５年度決算額に対し４０８千円の削減を図った。 

２）消耗品費については、今まで以上に広く見積を徴収する業者を増やすなど

して調達コストの削減を図るとともに、また、業務の支障のない範囲で購

入の抑制をしたことにより、平成１５年度決算額に対し１，４６６千円の

削減を図った。 

３）備品費については、保有備品の利活用の徹底を図ることにより、購入を抑

制し、平成１５年度決算額に対して４，１８２千円の削減を図った。 

 

平成１６年度の人件費予算額（退職手当を除く）は、平成１５年度予算額１，

２９１，１７３千円に対して、中期計画で定めた効率化率２．４４％等を織り込

んで、△５１，１０６千円（△４．０％）の１，２４０，０６７千円となってい

る。 

平成１６年度決算額は１，２００，６８４千円となり、平成１６年度予算額か

らさらに△３９，３８３千円（△３．２％）の減額となった。 

 

（参考）一般管理費予算の概況 

 

一般管理費予算の内訳 

（単位：千円） 
 

区    分 
平成１５年度 

① 

平成１６年度 

② 
増減額 

③＝②－① 

増減比

（％） 

③／① 

一般管理費 

（退職手当を除く。） 

物件費 

人件費 

１，５６５，９８３

２７４，８１０

１，２９１，１７３

１，５０３，６７８

２６３，６１１

１，２４０，０６７

△６２，３０５ 

 

△１１，１９９ 

△５１，１０６ 

△４．０

△４．１

△４．０
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平成１６年度予算額と決算額 

（単位：千円） 
 

区    分 
予  算  額 

① 

決  算  額 

② 
増減額 

③＝②－① 

増減比

（％） 

③／① 

一般管理費 

（退職手当を除く。） 

物件費 

人件費 

１，５０３，６７８

２６３，６１１

１，２４０，０６７

１，４６０，６８６

２６０，００１

１，２００，６８４

△４２，９９２ 

 

△３，６１０ 

△３９，３８３ 

△２．９

△１．４

△３．２

（注）物件費の決算額には、契約済繰越額１４，２５１千円を含む。 

 

（２）業務経費の執行 

 

－年度計画内容－ 

業務経費については、国民に対して提供するサービスその他の質の向上の目的を

達成するため、有効かつ効率的な執行に努める。 

 

◎業務の概要 

 

中期目標で定められた毎年度１％の経費の効率化を図るとともに、業務の質の

向上の目的を達成するため有効かつ効率的な執行に努める。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度の業務経費予算額は、平成１５年度予算額（特殊法人分を含めた

平年度化ベース）１，０２３，９７３千円に、中期計画で定められた効率化率△

１．０％等を織り込んだ既定分１，００９，６７８千円（対前年度比△１．４％）

と、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号）の施行に伴い、

個人情報に関する苦情相談の収集及び苦情相談マニュアルの作成を行うための特

別経費８２，２４９千円を合わせた、１，０９１，９２７千円となっている。 

平成１６年度決算額（契約済繰越額を含む）は１，０００，５４２千円となり、

平成１６年度予算額に対し△９１，３８５千円（△８．４％）となった。このう

ち、個人情報に関する経費を除く既定分は、平成１６年度予算額１，００９，６

７８千円に対して△４２，７１０千円（△４．２％）の９６６，９６８千円とな

っている。 

なお、経費の執行管理については、年度計画に対する業務の進捗状況と経費の

執行状況について四半期ごとにヒアリングを行い、年度計画を着実に実行するた

めに、優先順位の見直し等、適宜調整を行った。具体的には、以下のような削減

を図った： 

１）電子計算機のシステム維持に係る借料について、ネットワーク環境の見直

し等により、借料の削減（△５，３４５千円、平年度削減額△１０，５２

７千円）を図った。 

２）平成１５年度まで市民活動の情報を収集するため生活情報モニターネット

ワーカーを委嘱していたが、平成１６年度はこの事業を廃止（△２，６１

１千円）し、「くらしの情報交流プラザ」の開設・運営に係る経費へ振り替

えた。 

３）地方で開催する研修運営業務の一部を外部委託することにより、６７１千

円の削減を図った。 

４）国内の消費者問題の動向や当センターの活動内容を海外向けに発信するた
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めのニュースレターについて、作成行程の大幅な見直し等により外注費を

△４０８千円削減し、一方、削減した費用の一部を年間４回発行から６回

発行とするための費用に充当し、海外への情報提供機会を増やした。 

 

（参考）業務経費予算の概況 

 

業務経費予算の内訳 

（単位：千円） 

 

区    分 
平成１５年度 

① 

平成１６年度 

② 
増減額 

③＝②－① 

増減比

（％） 

③／① 

支出予算額 

既定分 

個人情報関係 

１，０２３，９７３

１，０２３，９７３

－

１，０９１，９２７

１，００９，６７８

８２，２４９

６７，９５４ 

△１４，２９５ 

皆増 

６．６％

△１．４％

皆増

 

平成１６年度予算額と決算額 

（単位：千円） 
 

区    分 
予  算  額 

① 

決  算  額 

② 
増減額 

③＝②－① 

増減比（％）

③／① 

支出予算額 

既定分 

個人情報関係 

１，０９１，９２７

１，００９，６７８

８２，２４９

１，０００，５４２

９６６，９６８

３３，５７４

△９１，３８５ 

△４２，７１０ 

△４８，６７５ 

△８．４％

△４．２％

△５９．２％

（注）決算額には、契約済繰越額３９，２１３千円を含む。 

 

（３）新たな体制の下で業務の効率化を図るための具体的方策検討 

 

－年度計画内容－ 

組織再編を実施し、新たな体制の下で業務の効率化を図るための具体的方策を検

討する。 

 

◎業務の概要 

 

「業務の効率化を図るための具体的方策」とは、最適化計画の策定を意味して

おり、独立行政法人制度導入の大きな目的である「組織、業務の合理化・効率化」

達成に資するための重要な案件として位置付けられている。 

最適化計画策定に関連して、平成１５年度下期に「組織改編に関する検討委員

会」を設け、適切な組織体制作りについて検討を重ね、平成１６年４月に情報分

析部を含む組織再編を行った（別添資料０８を参照）。この組織再編により、従来

各部署で運用していた情報システムの一元化を図り、最適化計画の中心となる「Ｉ

Ｔの積極的な活用」を図っている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

最適化計画の策定にあたっては、早期に策定を実現するために「最適化計画検

討委員会」を設置し、関係各部連携の下、検討を開始した。 

「最適化計画検討委員会」は、平成１６年度内に２回開催し、以下の検討を

行った： 

１）第１回最適化計画検討委員会概要（平成１６年９月３０日開催） 
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当センターの最適化計画（案）策定にあたり、その基本となるＩＴ化に対

応した業務改革について情報収集、意見交換を行った。 

 

２）第２回最適化計画検討委員会概要（平成１７年３月３１日開催） 

第１回最適化計画検討委員会での議論とその後の確認作業を踏まえ、基

本方針、ＩＴ化に対応した業務改革、情報セキュリティ対策、関係機関と

の連携協力用システムなど、最適化計画（案）の骨子について議論を行っ

た。 

 

検討内容の詳細については、別添資料０９を参照。 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

 

（１）消費生活情報の収集 

 

１）ＰＩＯ－ＮＥＴの運営 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴについては、苦情相談情報を迅速に収集し、消費者への情報提供

の迅速化の達成と運営の効率化の観点から中期計画では以下の事項を掲げている： 

ⅰ．現行のホストコンピュータシステムの見直しに着手する 

ⅱ．相談カード体系及び入力方法等の改善を図ることにより、相談受付から

ＰＩＯ－ＮＥＴ登録までの１件当たり平均所要日数を、１５％以上短縮

する 

そして平成１６年度では、中期計画達成のため、以下の事項を実施すること

とした： 

ⅰ．ホストコンピュータシステムの見直しに着手する 

①大規模データベースの構築・運営等に関する最新の技術情報等の収集 

②ホストシステム見直しの基本前提となる苦情相談件数大幅増への対応方

法等の検討の開始 

ⅱ．相談受付から登録までの１件当り平均所要日数を１５％以上短縮する 

①相談カード入力項目に関する改善の検討 

②パソコンを用いた「消費生活相談カード直接作成システム（以下「直接

作成システム」）の導入に関する検討 

③「電子版キーワードマニュアル」の作成 

しかし、平成１６年度計画策定後に、内閣府より「平成１７年度から生活情

報体制整備等交付金を廃止し、これに伴って平成１７年度から地方消費生活セ

ンターに設置された端末の一元的運用を含むＰＩＯ－ＮＥＴシステム運営を国

民生活センターに全面移管することと、地方センターにおける手書きによる相

談カード記入からパソコンによる直接入力への移行（直接作成システム）の早

期導入」についての緊急の検討要請があった。 

要請事項の実現性を検討した結果、平成１６年度年度計画中の「直接作成シ

ステム」の導入を一気に行うことにより内閣府の要請に応えるとともに、他の

年度計画遂行については、ＰＩＯ－ＮＥＴ運営の全面移管を前提とした多くの

事前対応業務との整合性を図る中で、出来る限り実施する方向で業務を推進す

ることとした。 

また、ホストコンピュータシステムの見直しに関する事項については、この

ような状況の中で可能な限り実施することとしたが、「大規模データベースの構

築・運営等に関する最新の技術情報等の収集」については、国内の先端的コンピ

ュータメーカー等から、最新の技術動向を把握するための相当数の資料を収集
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した。 

一方、「苦情相談件数の大幅増への対応方法の検討」については、平成１７年

度の年度計画において、再開を含めて検討することとした。 

 

［現行のホストコンピュータシステムの見直しに着手する］に関連する事項 

 

ⅰ．大規模データベースの構築・運営等に関する最新の技術情報等の収集 

 

－年度計画内容－ 

大規模データベースの構築・運営等に関する最新の技術情報等の収集を行う。

 

◎業務の概要 

 

近年の苦情相談件数の大幅な増加は、ＰＩＯ－ＮＥＴの根幹をなすホスト

コンピュータの処理能力やハードディスク容量等、システムの基本仕様に大

きな影響を与える（全国消費生活情報ネットワーク・システム。システムの

概要については別添資料１０を参照）。予算規模とも密接に関連することにな

る。ホストコンピュータシステムの見直しにあたっては、できるだけ低いコ

ストで可能な限り高性能な処理能力を持つシステムの構築を念頭に置く必要

がある。 

このため、ＰＩＯ－ＮＥＴのような大規模データベースの構築・運営等に

関する最新の技術情報等の収集を行う。 

平成１６年度におけるＰＩＯ－ＮＥＴ相談情報データ登録月別件数は、下

表の通り： 

 

年月 登録件数（件） 

平成１６年  ４月 １５１，２０２

５月 １２５，３８５

６月 １６７，０３８

７月 １４４，６７８

８月 １９７，０７３

９月 １６１，１６３

１０月 １３３，２９４

１１月 １７５，９３８

１２月 １４０，６６０

平成１７年  １月 １９６，１５４

２月 １８７，１６２

３月 ２３５，３４４

平成１６年度 上期 ９４６，５３９

平成１６年度 下期 １，０６８，５５２

平成１６年度 総計 ２，０１５，０９１

 

（備考）・うち、平成１６年度における危害・

危険データの登録件数は、８，５５

８件（危害：６，１２８件、危険：

２，４３０件） 

・平成１５年度  総計  １，３０６，４１５ 
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◎年度計画実施状況 

 

国内のコンピュータ製造事業者、及び情報システム事業者計７社に対し、現

行ＰＩＯ－ＮＥＴの基本仕様を示した上で、当該システムと同等以上のデータ

ベースシステム構築に必要な最新の技術情報の任意提供（無償提供が前提）を

求め、提供された資料に関する説明を求めた。 

提供された資料を基に、「大規模データベースの構築・運営等に関する最新技術

の動向等」をまとめた（別添資料１１を参照）。 

当初は、提供資料を基に、資料提供各社に対して詳細なヒアリングを実施

し、ＰＩＯ－ＮＥＴの継続的運用を前提とした次世代システムの規模と必要

な仕様、また移行に必要な必須条件、さらには今後の運用形態を含めた提案

等を得た上で、次年度以降に専門家等も含めた委員会形式による検討を行う

ための基礎資料とする予定であったが、平成１６年度年度計画策定後に「平

成１７年度からのＰＩＯ－ＮＥＴ運用の国からの全面移管」方針が国から示

されたため、平成１６年度はこの「全面移管」の準備に急遽対応することと

なり、業務体制をこれに大幅にシフトすることになった。このため、本件は、

可能な限り情報収集を行い、今後更に情報収集を継続することとした。 

 

ⅱ．ホストシステム見直しのための検討 

 

－年度計画内容－ 

ホストシステム見直しの基本的前提として、苦情相談件数の大幅増への対応

方法等について、有識者へのヒアリング等を含めた検討を開始する。 

 

◎業務の概要 

 

高水準の苦情相談件数が今後も続くことが想定される中で、単に苦情相談件

数増を受け入れていくのか、あるいは、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の収集方法に統計

的手法を用いることも視野に入れて再検討できないか等について、既存の消費

生活センターの相談受付体制が限界に達しつつあることも踏まえつつ、次世代

システムの規模や仕様等（予算面を含む）の検討を行うためにも、その対応方

法等について、検討を開始する。 

 

◎年度計画実施状況 

 

ここ数年の苦情相談件数の急激な増加のため、相談カード作成に係る消費

生活相談員の負担増に対する早急な対応を求める意見・要望が平成１５年度

全国消費生活センター所長会議（平成１５年４月２４日）において相当数の

所長より提起された。当センターでは、これらの意見・要望等を踏まえ、平

成１５年度中に、都道府県・政令指定都市の消費生活センターに対して相談

カード作成の実態調査を行い、「相談カード作成に係る消費生活相談員の負担

軽減策」をまとめ、平成１６年度の全国消費生活センター所長会議（平成１

６年４月２２日）においてこれを提案し、原則的に了承を得た。 

そして、これを踏まえて軽減策の実施を進めることとした（後述）。 

またそれと同時に、苦情相談件数の大幅な増加に対する抜本的対応方法の

検討も必要という観点から、本件を平成１６年度の年度計画に盛り込んだが、

前述の通り平成１６年度年度計画策定後に「平成１７年度からのＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ運用の国からの全面移管」方針が国から示されたため、平成１６年度は

この「全面移管」の準備に急遽対応することとなり、業務体制をこれに大幅
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にシフトすることになったため、本件については、可能な限りの情報収集を

行い、平成１７年度の年度計画において検討することとした。 

 

［相談受付から登録までの所要日数短縮（１５％減）］に関連する事項 

 

ⅲ．相談カード入力項目に関する改善の検討 

 

－年度計画内容－ 

相談カード入力項目に関する改善の検討を行う。 

 

◎業務の概要 

 

負担軽減策のなかのひとつが、「相談カード項目のうちの「記載すべき項目」
の見直し」であり、その概要は以下の通りである： 

 
「相談カード項目別重要度調査」から、相談処理、中央省庁からの資料

作成依頼、当センターの情報提供事業、それぞれについての項目別重要度
が明らかになった。 
そこで、この結果から相談カード項目を以下のように区分①～③））し、

これをもとに改めてＰＩＯ－ＮＥＴ情報としての「記載すべき項目」を確
定させ、「記載すべき項目」に該当しない項目については、その項目の記載
の有無を地方センターの自主性にゆだねることとする。 

 
【相談カード項目の区分】 
①相談処理上記入が必要な項目 
②中央省庁が必要としている項目 
③当センターの情報提供に必要な項目 

 
○必ず記載すべき項目（記載すべき情報があるときは必ず記載しなけ

ればならない） 

原則として、「相談カード項目別重要度調査結果」により、消費

生活年報等におけるＰＩＯ－ＮＥＴデータの時系列項目の取扱い、

危害情報に係る関連項目の取扱いに留意しつつ、記載すべき項目

を決定する。 
 
○地方センターの自主性にゆだねる項目 

上記以外の項目については項目の記載を義務付けず、記載の有

無については（その項目を相談カードから除外して取り扱うこと

も含めて）地方センターの自主性にゆだねる。 

 

○実施時期：平成１７年度から 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度の全国消費生活センター所長会議で了承を得た主旨に基づき、

内部でさらに検討を行い、検討（案）を平成１６年９月１７日付文書で都道府

県・政令指定都市消費生活センターと消費者行政担当課に送付し、意見を聴取

した。その後、特に修正意見の表明もなされなかったので、平成１６年１０月

１９日付文書で記載すべき項目の見直し決定の通知を都道府県・政令指定都市

消費生活センターと消費者行政担当課に送付した。 

これらの取り組みにより、必要なホストシステムの改造を実施した上で、

平成１７年度より実施できる体制を整えた。 
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相談カード見直しによる変更点については別添資料１２を参照。 

本件については、平成１５年度に相談カード見直しに係る調査を行い、平

成１６年度に見直しについて各消費生活センターからの意見を聴取した上で

検討したものであり、平成１７年度からの運用開始を踏まえ、今後その成果

を検証していく。 

 

ⅳ．相談カード直接作成システム導入に関する検討 

 

－年度計画内容－ 

パソコンを用いて相談カードの直接作成を行うシステムの導入を検討する。

 

◎業務の概要 

 

負担軽減策のなかのひとつが、「パソコンを活用した「直接作成システム」

の導入」である。 

なお、この導入の有用性は次のようなものである： 

 

すでにパソコンを活用した相談カード作成システムを運用しているセン

ターの状況と、これらのシステムを当センターにおいて試用した結果、以

下のような有用性が確認された： 

 

①文章作成項目（件名、相談概要、相談処理結果概要）については、従

来の手書き方式よりも、文章の記述や推敲をはるかに効率的に行うこ

とができる。 

②入力と同時にデータ化されるので、当センターに伝送後それを利用す

る方法に比べ、センター内や地域内で、迅速かつ容易に情報を共有す

ることが可能となる。 

③カードのデータ化作業を外部で行う必要がなくなるので、その発注か

ら納入までの期間を短縮することができる。 

④相談員自らが形式的なエラーチェックを行うことができるようになる

（現状では、ＰＩＯ－ＮＥＴ端末操作者がエラーチェックを行い、エ

ラーがあった時には相談員に当該カードを差し戻して確認しなくては

ならないが、その行程を省くことができる）。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度年度計画策定時は、導入の有用性は確認されていたものの、

消費生活センターの相談員に対して、日常の相談業務を行う中でのパソコン

の操作を含む新たな入力方法に対する研修やそれを踏まえた習熟度を考慮し

て、段階的導入を念頭において導入方法や時期について検討を行う予定であ

ったが、国が平成１７年度からの当センターへのＰＩＯ－ＮＥＴ運営の全面

移管という方針を提示し、「直接作成システムの導入」がその前提条件となっ

た。 

このため、以下の事項を平成１６年度内に一括して実施した： 

 

①導入予定システム（東京都方式をベースとしたシステム、日立製作所製

のシステム）の両システムの導入を前提に詳細検討 

②検討結果を踏まえ、地方センターへの配備に向けたシステム改造。さら

に、個人情報相談データ入力にも対応するべく追加改造 
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③直接作成システム端末（ハードウェア等）の入札準備（国際競争入札） 

意見招請、入札公告、入札実施（平成１７年２月２８日） 

④直接作成システム配備台数の確定 

配備希望調査  （平成１６年１１月３０日） 

内閣府提示のＰＩＯ－ＮＥＴ端末等設置基準（平成１７年１月５日）

に基づき確定 

⑤研修 

直接作成システム管理担当者研修 

（平成１６年１１月３０日～１２月３日） 

直接作成システムインストラクター養成研修 

（平成１７年１月２６日～２８日） 

直接作成システム相談員研修 

（関東甲信越  平成１７年２月７日～９日） 

直接作成システム相談員研修 

（上記以外  平成１７年３月７日～９日） 

⑥配備先状況調査等事務連絡、配備先等からの問合せ対応 

 

上記事項の精力的な実施を経て、調達業者による平成１７年４月１日から

の配備実施に必要な作業を概ね完了させた（相談カード直接作成システム導

入に関する作業等の経緯については、別添資料１３を参照）。 

平成１７年度は、直接作成システムのスムーズな導入と安定的運用への支

援、及び配備先を含む消費生活センターからの多くの要望等へ（個別）対応

する。 

 

ⅴ．「電子版キーワードマニュアル」の作成 

 

－年度計画内容－ 

「電子版キーワードマニュアル」を作成する。 

 

◎業務の概要 

 

地方センターからは、キーワードマニュアルの追加送付の要望が多いが、従

前より使用している印刷物の在庫が少なくなったこともあり、今後の要望への

対応を考慮して、「消費生活相談カード記載要領  １９９７年度版」「ＰＩＯ－

ＮＥＴ分類・キーワードマニュアル  ２０００年度版」の電子版を作成する。 

 

◎年度計画実施状況 

 

計画通り、「消費生活相談カード記載要領  １９９７年度版」と「ＰＩＯ－

ＮＥＴ分類・キーワードマニュアル  ２０００年度版」の電子版マニュアル（Ｐ

ＤＦ版）を作成し、関係消費生活センターに配布した。 

電子版マニュアル（ＰＤＦ版）を作成したことにより、以下の効果が得ら

れた： 

①電子版マニュアルは、パソコン画面上で見たい項目をクリックすること

で瞬時にその項目を表示できる機能を有しており、地方センターにおけ

る相談業務の迅速化・効率化が図られる。 

したがって、その元データを「直接作成システム」に活用することに

より、パソコン上で相談カード作成作業を実施するための環境作りに大

きく寄与するものである（直接作成システムにその機能を実装済み）。 
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②従来から印刷・配布してきた紙媒体のものは、一定の数を印刷しないと

コスト高となるため、相談員の増員などがされた地方センターからのマ

ニュアル送付需要とのバランスを図るのに手間を要したが、電子版マニ

ュアルのために地方センターへの要望通りの配布が可能となり、さらに

ＣＤ１枚とコンパクトなため、発送費なども大幅に軽減された。 

③地方センターにおいても、各相談員等への個別配布が容易となるなど、

マニュアルのより有効な活用が可能となった。 

 

電子版マニュアル（ＰＤＦ版）配布先については、別添資料１４を参照。 

 

ⅵ．「消費生活相談データベース」のデータ更新 

 

－年度計画内容－ 

「消費生活相談データベース」について、１週間に１回以上のデータ更新を

実施する。 

 

◎業務の概要 

 

「消費生活相談データベース」は、ＰＩＯ－ＮＥＴに登録されたデータの

中で、統計的に処理が可能な部分を抽出、再編成したデータを元に作成され

ており、消費者自身から全国の消費生活センターに寄せられる相談情報をイ

ンターネットで入手できるシステムである。本システムは、平成１４年８月

２６日からサービスを開始しており、「どんな商品のトラブルがどのくらいあ

るのか」「ある商品の事故はどのくらい起きているのか」などの情報を消費者

に、原則２４時間提供することにより、被害の未然防止に資することを目的

としている。本システムでは、以下の３つの情報を提供している： 

①「検索・集計」………「商品・サービス」「相談内容」などの中から項目

を選択し、任意の検索・集計が可能。 

②「グラフコーナー」…訪問販売、アポイントメントセールスなど販売方法

別の年度別件数グラフが表示される。 

③「最近の話題から」…「架空請求」など、話題となっているテーマについ

ての傾向や事例が表示される。 

 

本システムは、ＰＩＯ－ＮＥＴのデータ更新（週２回）と同一間隔で、「消

費生活相談データベース」の更新を実施している。 

 

◎年度計画実施状況 

 

「消費生活相談データベース」は、毎週２回（水曜・金曜）の更新を原則

に実施した。平成１６年度における更新状況は以下の通り： 

 

月 回数 月 回数 

４月 ８回 １０月 １０回

５月 ９回 １１月 ８回

６月 ６回 １２月 ８回

７月 ９回 １月 ８回

８月 ９回 ２月 ８回

９月 ８回 ３月 ９回

平成１６年度合計１００回 
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上記のようにデータ更新をＰＩＯ－ＮＥＴと同等に行ったことにより、利用

回数は増大している。消費生活相談データベースの活用について、特にマスコ

ミ関係者から取材・問い合わせがある機会を捉えて、迅速な取材対応に資する

観点から、検索機能の使用方法について詳細に説明を行い、利用の拡大を図っ

た。 

 

２）消費者トラブルメール箱 

 

消費者トラブルメール箱については、平成１５年度の年度計画を通年化したもの

（年間３，５００件以上の情報収集と年４回の収集結果及びトラブルの概要公表）

を平成１６年度の年度計画として掲げ、いずれも達成している。さらに、収集した

情報をもとにした追跡調査を行い、事業者対応改善の随時要求や、業界団体、関係

官庁等への問題改善要望に繋げた。その結果、新品にもかかわらず不具合が生じた

ＤＶＤレコーダーについては、メーカーによる不具合のある該当機種の出荷停止と

在庫の引き上げといった対応がなされ、業者の勧誘方法に問題がある直収型固定電

話サービスのトラブルについては、総務省による事業者への改善指導がなされた等、

消費者利益増進に貢献した。 

 

ⅰ．「消費者トラブルメール箱」による情報収集 

 

－年度計画内容－ 

「消費者トラブルメール箱」について、３，５００件を上回る情報を収集す

る。 

 

◎業務の概要 

 

「消費者トラブルメール箱」は、消費者被害の実態をリアルタイムで把握

し、消費者被害の防止に役立てることを目的とし、平成１４年４月８日より

当センターのホームページ上に開設した。本システムを通じ、消費者からの

情報をメール形式で収集し、寄せられた情報を統計資料として整理、集計し

ホームページ上で知らせるとともに、必要に応じて確認・調査等を行ったり

して、消費者向けの情報提供の強化に活用されている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

毎月収集した個々の情報について商品分類および商品キーワードを付与し

集計し、その集計結果等を内部資料として活用するとともに、四半期ごとに

当センターのホームページに掲載した。平成１６年度の収集件数は５，９６

７件（１日１６件）で、前年度に比べ２，７１３件増加した。平成１４年度

の収集開始から３年間の商品・サービス分類別年度別受信件数は下表の通り： 

 

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度

 
件数

割合

％ 
件数

割合 

％ 
件数 

割合 

％ 

1 運輸･通信サービス 957 29.4 2,250 46.9 3,559 59.6

2 教養娯楽品 723 22.2 245 5.1 570 9.6

3 商品一般 146 4.5 345 7.2 346 5.8

4 教養･娯楽サービス 246 7.6 657 13.7 172 2.9
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5 金融･保険サービス 134 4.1 213 4.4 169 2.8

6 住居品 130 4.0 140 2.9 150 2.5

7 土地･建物･設備 95 2.9 100 2.1 132 2.2

8 車両･乗り物 124 3.8 99 2.1 113 1.9

9 食料品 126 3.9 126 2.6 108 1.8

10 他の役務 67 2.1 84 1.8 98 1.6

11 その他 506 15.5 535 11.2 550 9.2

計 3,254 100 4,794 100 5,967 100

 

内容としては、オンライン関連サービスなど運輸・通信サービスに関する

ものが３，５５９件ともっとも多く全体の約６割を占め、ついでパソコン、

携帯電話機など電子機器で教養娯楽品に関するもの５７０件が続いている。 

なお、社会的問題となっている「架空請求」関連の相談については、１位

の「運輸・通信サービス」に、と３位の「商品一般（商品を特定できない相

談）」にそれぞれ含まれており、その割合は双方合せて６割程度となっている

（平成１６年度における消費者トラブルメール箱月別受付件数については別

添資料１５を、平成１６年度消費者トラブルメール箱  商品・役務別受信件

数については別添資料１６を参照）。 

また、集計表の作成及び、個人情報保護法対応として、個人情報を自動的に

削除できるようにするために、システム改良を行った。 

消費者トラブルメール箱を通じて寄せられる情報は、一方的なメールによ

る限られた情報なので、真実相当性には一定の限界がある情報であるが、新

情報が寄せられた場合等において、同種苦情の有無を各地消費生活センター

に問合せ、至急に同種の情報を入手することによりＰＩＯ－ＮＥＴを充実さ

せることで有効に活用できると考えられる。このため、平成１７年度後期を

目途に、地方センターに対する「ＰＩＯ－ＮＥＴ通信」の電子媒体による提

供体制を検討する中で、「緊急情報提供（仮称）」等の事務連絡を行うことも

合わせて検討することとしている。 

 

ⅱ．「消費者トラブルメール箱」によって収集した情報の提供 

 

－年度計画内容－ 

「消費者トラブルメール箱」に寄せられた情報について、年度内に４回、収

集結果やトラブルの概要を公表する。 

 

◎業務の概要 

 

消費者トラブル等の現状を迅速に把握する機能（センサー機能）を強化す

るため、インターネットを利用した情報収集システム「消費者トラブルメー

ル箱」を当センターホームページの中に設置し、寄せられた情報を調査・分

析し、消費者被害の未然防止・拡大防止を図っている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

インターネット経由のためか、情報通信サービス関連の相談が多くを占め

ている。インターネット関連であることが多い架空・不当請求の蔓延や当シ

ステムの周知度が高まってきたことなどにより、平成１４年の受付開始より

受信件数は年々増加している。最近の傾向としては、新製品や新サービスに

かかる情報も多く寄せられている。 
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寄せられた情報については、平成１６年４月に過去１年間分の年間統計を

公表したほか、同じく４月及び７月、１０月、平成１７年１月に、それぞれ

過去３ヶ月分の収集結果、主な事案等をホームページ上に公表した（公表内

容については別添資料１７参照）。 

送信者の属性に大きな変化はなく、男性からの情報提供が７割以上を占め、

年齢は２０歳代から４０歳代、特に３０歳代が多かった。内容は、インター

ネット経由のためか、情報通信サービス関連の相談が多くを占めているが、

最近の傾向としては、新製品（ＤＶＤレコーダー、携帯型ゲーム等）や新サ

ービス（インターネットを利用したオンラインゲーム、電話サービスなど）

にかかる情報も多い。 

これらの情報をもとに事業者に事実確認等の追跡調査を行い、事業者対応

の改善を随時要求、事例によっては業界団体、関係官庁等にも要望を行った。 

また、商品テスト部の協力を得て、当該製品を実際に検証し、問題点を探る

などの試みも行った。 

事業者から何らかの改善策が寄せられた例は、下表の通りである： 

 

SNO 事例内容 事業者による改善策等の内容 

1 

ＤＶＤレコーダーが録画

中に音飛び（途中で音声

が途切れる）する件につ

いて 

メーカーが不具合のある該当機種の出荷停

止と在庫の引き上げを行った。また、ホー

ムページに音質を改善するためのソフトウ

エアの案内が掲載された。 

2 

携帯用ゲーム機に関する

不具合について 

メーカーのホームページのＱ＆Ａコーナー

にその不具合と対処方法の情報が掲載され

た。 

3 

直収型固定電話サービス

に関するトラブルについ

て 

特にトラブルの多い事業者に当センターか

ら事情を聴いた後、問題点の改善について

回答があったが、その後も情報が寄せられ

たため、当センターが総務省に情報提供、

総務省は改善策を講じるよう事業者を指導

した。 

4 
プリンタ複合機の不具合

について 

ホームページのＱ＆Ａコーナーに、対処方

法が掲載された。 

5 

公衆浴場施設内での問題

販売行為について 

当センターから所管の保健所に情報提供

し、その結果、当該浴場施設内での販売行

為は停止された。 

 

（２）国民への情報提供 

 

情報提供は主に新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じたものと、当センター

自らが運営、発行するホームページ、テレビ番組及び、定期刊行物を通じたものに

大別される。平成１６年度においても、これらの手段を活用し、積極的な情報提供

を行い、平成１６年度の年度計画に掲げた目標を全て達成することができた。 

特に報道機関を通じた情報提供については、話題性に富んだ２１テーマを公表。

その中には平成１７年４月より全面施行となった「個人情報保護法」関連のものも

３つ含まれており、個人情報重視の趨勢における消費者問題の啓発に資した。架空

請求問題についても、平成１５年度に引き続き積極的な情報提供を行い、政府と一

体となった取り組みの一翼を担った。 

また、行政や業界団体等への要望も実施している。例としては「無認可共済」に

ついてその問題性を指摘した結果保険業法が改正されて規制対象となったことや、
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日本ではまだ被害の出ていなかった「フィッシング」についていち早く情報提供し

たことで、関係省庁による対策協議会が立ち上げられ、被害発生原因を未然に抑え

るなど、問題の未然防止に貢献した。この他にも消費者からの相談を踏まえた要望

を実施している。 

ホームページを通じた情報提供においては、多彩かつタイムリーな情報を掲載す

るなどにより、ホームページへのアクセス件数が大幅に増加した。 

テレビ番組と各種定期刊行物についても、平成１５年度に実施した視聴者及び読

者向けの満足度アンケート結果を踏まえ、時節を捉えたテーマ選定など編集面での

様々な工夫が実り、満足度アンケートにおいていずれも好結果を得ることができた。 

なお、上記情報提供に加え、消費者取引や商品の安全性などに関連する話題、国

民生活センターや全国の消費生活センターに寄せられた相談の統計データ、国民生

活センターの業務内容など幅広い内容を収録した「消費生活年報２００４」を発行

し（平成１６年１０月）、最近の消費者問題の動向、統計データを調べるための情報

源として各方面で活用されている。 

 

１）報道機関等を通じた情報提供 

 

－年度計画内容－ 

ＰＩＯ－ＮＥＴの情報やセンターが処理した苦情相談を分析し、その結果を年度

内に２０テーマ以上提供する。また、これらの被害の未然防止や拡大防止の観点か

ら必要がある場合には、関係事業者（団体）及び関係行政機関への要望及び情報提

供を行う。 

 

◎業務の概要 

 

報道機関等を通じた情報提供のため、情報分析部ではＰＩＯ－ＮＥＴ（全国

消費生活情報ネットワーク・システム）を通じた情報収集を、相談調査部では

消費者からの直接相談並びに各地消費生活センターからの経由相談を通じた情

報収集を行い、問題性、緊急性の高い消費者問題を見極めつつ、内容を分析し、

消費者に分かりやすい形に編集した上で各種メディアを通じて幅広く提供して

いる。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度においては、以下２１のテーマによる情報提供（毎月開催され

る記者説明会並びにホームページを通じての公表）を行った： 

 

①商品先物取引に関する消費者相談の傾向と問題点 

－知識・経験・余裕資金のない人は手を出さない－ 

②飲み残し清涼飲料容器の破裂による事故！ 

－ペットボトルによる事故が増加－ 

③根拠法のない共済（いわゆる“無認可共済”）をめぐる現状等について 

④パケット通信における接続先の開示等を求める要望について 

⑤トラブルが多い指導付き学習教材 

－中途解約ができない！解約料が高い！－ 

⑥熱さまし用ジェル状冷却シートの使用に注意 

⑦中古車取引にかかわるトラブル－その対処法と未然防止のために－ 

⑧架空請求に関する現状及び関係機関への要望等について 

－電話をかけさせて架空請求する業者への対策強化－ 
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⑨２００３年度のＰＩＯ－ＮＥＴにみる消費生活相談、危害・危険情報 

⑩「まつ毛パーマ」による目の炎症や、かぶれ等の事故が増加！ 

⑪相談が相次ぐ『パソコン内職』 

－高額な商品等を購入させる内職の契約は避ける－ 

⑫家庭用電気治療器具に関する消費者被害にみる問題点 

－過剰な効能効果をうたうセールストークに注意－ 

⑬製造物責任法施行９年目の製品関連事故に係る消費生活相談の動向と訴訟

の概要 

⑭消費者契約法に関連する消費生活相談件数と裁判の概況－法施行後３年－ 

⑮出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について 

－支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し－ 

⑯個人情報を聞き出す「フィッシング」詐欺に要注意 

⑰増加する結婚相手紹介サービスのトラブル 

－中途解約ができるようになっても解約料には不満－ 

⑱消費生活相談にみる２００４年の１０大項目 

⑲旅行や飲食等が格安になるとうたう会員権のトラブル 

－複合サービス会員の二次被害が急増－ 

⑳クレジット会社の与信問題 

－個品割賦購入あっせん契約における過剰与信等について－ 

・個人情報流出事故に関する事業者調査結果 

－急がれる個人情報管理体制の強化－ 

 

各々のテーマ名と概要、要望及び効果等：は以下の通り： 

 

①商品先物取引に関する消費者相談の傾向と問題点 

－知識・経験・余裕資金のない人は手を出さない－ 

公表日：平成１６年４月１５日 

概  要：  商品先物取引に関する相談件数は、平成１４年度には７，００

０件以上にのぼり、１０年前の４倍に増加した。商品先物取引に

関する相談の平均契約金額は７００万円を超えており、消費者の

損失額はきわめて大きい。現在、商品取引所法の改正案が国会で

審議中であり、消費者保護のための規制強化が検討されている。 

相談は、とりわけ高齢者の割合の増加が目立っている。契約先

の多くは許可を受けた商品取引員だった。寄せられる相談の内容

としては、長時間勧誘や脅迫的勧誘などの勧誘に関する相談や、

無断で商品を売買したり取引の終了を拒否したりするなどの取引

に関する相談、先物取引に適さない人へ勧誘・契約するなど適合

性原則違反の相談がみられた。 

問題点として、リスクが十分理解されていないこと、勧誘方法

に問題があること、適合性原則が守られていないこと、消費者の

意思を無視した取引が行われていることなどがあげられる。勧誘

方法や取引の仕方は法によって規制されているが、規制違反と見

られる相談も少なくなかった。 

そこで、商品先物取引の相談について傾向と問題点、消費者へ

の注意点をまとめた。 

 

②飲み残し清涼飲料容器の破裂による事故！ 

－ペットボトルによる事故が増加－ 

公表日：平成１６年５月１０日 
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概  要：  当センター危害情報システムには、平成１０年度以降平成１５

年度までに、清涼飲料容器の破裂に関する事故情報が３４件寄せ

られている。平成１２年度以前はビンや缶入り飲料の破裂につい

ての情報が目立っていたが、平成１３年度以降、ペットボトル入

り飲料の破裂事故が寄せられ始めた。平成１３年度以降に寄せら

れた破裂事故２４件のうち、ペットボトルによるものは９件で、

容器内に飲料を飲み残した状態での事故であった。 

そこで、最近目立ってきたペットボトル入り飲料の事故情報を

中心に分析を行い、また、破裂事故が起こった場合にどのくらい

の危険性があるのかについてテストを実施した。 

 

③根拠法のない共済（いわゆる“無認可共済”）をめぐる現状等について 

公表日：平成１６年６月４日 

概  要：  共済は、根拠法のある共済（いわゆる認可共済、以下「認可共

済」）と根拠法のない共済（いわゆる無認可共済、以下「無認可共

済」）に分けることができる。 

近年、無認可共済は、安価な掛け金や加入の容易性などが消費

者ニーズと合致し、注目を集めている。しかし一方で、保険業法

は適用されないと解されており、個別の法律もない。保険や認可

共済と比較した場合、適切に共済金が支払われるのか、万一経営

破綻した際の加入者保護が図られるのか等、その信用性に不安を

感じる消費者も少なくないようである。 

こうした状況を反映し、当センターや各地の消費生活センター

には、無認可共済に係る相談が少数ながら寄せられている。相談

内容の多くは業者の信用性やマルチ商法的勧誘方法に対する問い

合わせである。 

そこで、今後問題が顕在化する前に何らかの方策を検討すべき

と考え、その現状の問題点や今後の課題等をまとめた。 

効果等：“無認可共済”の問題については、情報提供を実施したのに加え、

当センター関係者が数回にわたって金融審議会等に出席し意見表

明等を行った。その結果、無認可共済を規制する改正保険業法が

平成１７年通常国会にて可決、成立した（平成１７年４月２２日）。

これにより、業者は金融庁への登録、財務状況の情報開示や十分

な商品説明などが必要になるため、被害未然防止が図られること

となった。 

 

④パケット通信における接続先の開示等を求める要望について 

公表日：平成１６年６月４日 

概  要：  今や携帯電話は通話だけでなく、インターネット接続やメール

送受信機能（以下「通信機能」）も備えており、その利便性は大き

く向上している。しかし一方で、消費者トラブルも増加しており、

最近特に目立つのが、インターネット接続に係る料金トラブルで

ある。 

携帯電話の通信機能利用の際は、送受信したデータ量に応じて

課金する「パケット通信」が利用されている。そのため、携帯電

話会社は、利用者がどのサイトに接続したのか、どこにメールを

送ったのか等についてはパケット通信料の請求根拠とはならず、

開示する必要がないとしている。よって、利用明細書にはインタ

ーネット接続日時とデータ量以外は掲載されていない。 
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しかし、パケット通信料に係る相談の多くは「通常よりパケッ

ト通信料が高かったが、こんなに利用した覚えはない」といった

ものである。相談発生の原因は、携帯電話会社からの請求書や利

用明細書では、いつどのサイトにアクセスし、その結果パケット

通信料がいくら発生したのかが確認できず、高額なパケット通信

料の原因が不明確なところにある。 

さらに、最近登場した“クローン携帯”（*）により、第三者に

不正利用されたのではないかといった疑念を消費者は抱えている

（携帯電話会社は“クローン携帯”の存在を否定している）。 

＊正規に契約した携帯電話を不正に第三者が複製（クローン）し

た携帯電話のこと。 

そこで、事態改善のための要望並びに情報提供を行うため、問

題点等を取りまとめた。 

要望等：（社）電気通信事業者協会に、パケット通信時の接続先開示を同協

会加盟の関係事業者に要請することと、パケット通信の課金シス

テムについて周知徹底等を図るよう要望すると共に、総務省、内

閣府に情報提供した（平成１６年５月）。 

 

⑤トラブルが多い指導付き学習教材 

－中途解約ができない！解約料が高い！－ 

公表日：平成１６年７月７日 

概  要：  学習教材に係る相談は、訪問販売に関する相談の中でも、ここ

数年「ふとん類」や「新聞」、「浄水器」等に続き常に上位にある。

なかでも家庭教師や学習塾等の指導を受けるために必要であると

説明され購入した高額な学習教材（以下「指導付き学習教材」）の

相談は、「解約が認められない」、「解約料が高額である」など中途

解約をめぐるトラブルが目立っている。 

指導付き学習教材に係る相談は、恒常的に多数寄せられており、

販売員の説明に問題があるだけではなく、消費者に渡される契約

書等にも問題がある場合があり、中途解約をめぐるトラブルの解

決をさらに難しくしている現状がある。 

そこでトラブルが多い指導付き学習教材に係る相談の実態や問

題点を整理し、取りまとめた。 

要望等：役務付き学習教材の契約の場合、教材は特定商取引に関する法律

の関連商品に該当すれば中途解約が可能であるにもかかわらず教

材の解約が認められない等の相談が多数寄せられているため、消

費者取引の適正化について経済産業省、日本訪問販売協会に要望

した。また、日本クレジット産業協会、全国信販協会、日本図書

教材協会、全国都道府県教育委員会連合会、全国市町村教育委員

会連合会に情報提供した（平成１６年６月）。 

 

⑥熱さまし用ジェル状冷却シートの使用に注意 

公表日：平成１６年７月２９日（ＦＡＸ経由） 

概  要：  平成１６年４月下旬北海道内において、発熱した生後４ヶ月の

男児の額に、熱さまし用ジェル状冷却シート（以下「冷却シート」）

を貼り看護していた母親が、夕食の後片付けのためしばらく側を

離れたのちに戻ったところ、冷却シートが男児の口と鼻を塞ぎ、

窒息状態となった。救急車で病院に搬送後、人工呼吸管理をはじ

め、さまざまな治療を施し一命は取りとめたものの、低酸素性虚
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血性脳症が認められ、今後将来にわたり全介助が必要なほどの重

度な障害が残る可能性が極めて高い。 

当センターでは、事故同型品や参考品の粘着力に関するテスト

を実施するとともに、乳幼児の使用に関する注意表示についても

調べた。他にも同様な事故が起こる可能性を否定できないことか

ら、事故の再発防止のため事故の発生を広く周知し、消費者に注

意を呼びかけた。 

要望等：事業者（製造者）に対し、口と鼻が冷却シートで塞がれ、窒息す

る事故が起きないよう、対策を講じるよう要望した（平成１６年

７月）。 

効果等：本件は被害者の子どもが冷却シートという一見何の危険性も無い

商品が原因で重篤な障害に陥ったことから注目を集め、朝日、読

売といった全国紙が一斉に記事として取り上げたのと同時に、多

くのテレビ放映がなされた。これにより、同種の事故再発防止に

大きく貢献したと言える。 

 

⑦中古車取引にかかわるトラブル－その対処法と未然防止のために－ 

公表日：平成１６年８月４日 

概  要：  中古車は商品自体が千差万別で、価格も品質も一台ごとに異な

り、新車とはまるで違う商品特性を持っている。それだけに消費

者にとって商品の品質・機能の良しあしを判断することが難しく、

購入後のトラブルに結びつきやすい。消費生活センター等に寄せ

られた中古車に関するトラブルの相談件数は、平成１５年度に５，

５８２件と決して少なくないばかりか、自動車に関する相談件数

全体に占める割合もほぼ５割とその比率が高いのも特徴的である。 

そこで、当センターに寄せられた相談事例を分析し、代表的な

事例を紹介するとともに、消費者に対してトラブルへの対処法、

トラブルに巻き込まれないためのアドバイスを試みた。また、中

古車販売業者に対しても、顧客とトラブルが発生した際の対応の

向上や、トラブルが発生しないための方策について更なる取り組

みを促す目的で、情報提供を行った。 

要望等：日本中古車自動車販売協会連合会、日本自動車販売協会連合会、

日本自動車輸入組合、自動車公正取引協議会に情報提供した（平

成１６年７月）。 

 

⑧架空請求に関する現状及び関係機関への要望等について 

－電話をかけさせて架空請求する業者への対策強化－ 

公表日：平成１６年８月４日 

概  要：  架空請求に関する相談は当センターや各地の消費生活センター

に大量に寄せられており、平成１５年度は４６万件を上回る相談

件数となった。その勢いは弱まる気配をみせない。 

手口も巧妙化し、架空請求の書面には銀行口座を記入せずに連

絡先の電話番号のみを記載し、消費者から連絡を取らせようとす

る手法が大半を占めている。さらに、請求名目を明記していなか

ったり、存在しない法令や公的機関の名称を用いて請求したりと、

その手口は巧妙化・悪質化している。 

このような事態を踏まえ、当センターでは当分の間、ホームペ

ージ上にＰＩＯ－ＮＥＴに登録された架空請求の業者名及び当セ

ンターが受け付けた業者名を掲載し、消費者への情報提供を強化
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する。また、消費者被害の未然・拡大防止のため、改めて架空請

求の現状をまとめた。 

要望等：対策の強化等を総務省、（社）電気通信事業者協会に要望すると共

に、警察庁、内閣府に情報提供した（平成１６年８月）。警察庁に

は、架空請求業者の名称や住所等の情報の定期的な提供を開始し、

捜査の円滑な遂行に貢献した。また、ホームページに、架空請求

に関する相談件数が多い業者名リストを、記者説明会並びにホー

ムページを通じて開始した。このリストは、ＰＩＯ－ＮＥＴに登

録された情報並びに当センターの相談調査部にて受け付けた相談

情報を通じて得られたものをまとめたものであり、毎月１回更新

している。当該リスト公表により、消費者が架空請求を受取った

際に真偽を確かめることができるようになったため、被害減少に

貢献した。 

効果等：架空請求に関する相談件数が多い業者名リストの公表については、

各新聞に大きく取り上げられた。また、総務省、内閣府等が連携

し、ポスターを作製するなどして、消費者向により一層の注意喚

起が行われる結果に繋がった。情報提供後、本問題の深刻性に注

目した与野党の各調査会等にも数回出席し、そのつどの状況報告

をした。さらに、年間を通じて対処法等を求められるなどマスコ

ミからの取材は非常に多く、現在も続いている。 

 

⑨２００３年度のＰＩＯ－ＮＥＴにみる消費生活相談、危害・危険情報 

公表日：平成１６年８月４日 

概  要：  本資料は、平成１５年度にＰＩＯ－ＮＥＴを通じて収集した消

費生活相談情報と、当センターが全国の消費生活センターから収

集した危害・危険情報と協力病院等から収集した情報の概要を迅

速にまとめたものである（対象データは、平成１６年５月末日ま

でに当センターのホストコンピュータに登録された情報）。 

情報の詳細については、「消費生活年報２００４」（平成１６年

１０月発行）に掲載した。 

 

⑩「まつ毛パーマ」による目の炎症や、かぶれ等の事故が増加！ 

公表日：平成１６年９月３日 

概  要：  「まつ毛パーマ」により、目に炎症やまぶたにかぶれが生じた

等の危害情報が平成１１年度から増加し始め、平成１４年度にさ

らに増加している。なかには目の炎症により、治療に１ヶ月以上

かかった例もみられた。そこで、「まつ毛パーマ」による危害情報

を分析し、実際に使用されている「まつ毛パーマ液」の成分等に

ついて調べ、まつ毛に使用されているパーマ液を中心に問題点を

まとめた。 

要望等：被害の未然防止・拡大防止のための適正な対応について、厚生労

働省、全日本美容業生活衛生同業組合連合会、日本エステティッ

ク連合に要望した（平成１６年９月）。 

効果等：要望を行った結果、厚生労働省から各自治体宛に、以下２点の通

知が出された： 

・厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長発、各都道府県

衛生主管部（局）長宛の「いわゆる「まつげパーマ液」の取り

扱いについて」通知（平成１６年９月） 

・厚生労働省健康局生活衛生課長発  都道府県・政令市・特別区
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衛生主管部（局）長宛の「パーマネント・ウエーブ用剤の目的

外使用について」通知（平成１６年９月）。 

 

⑪相談が相次ぐ『パソコン内職』 

－高額な商品等を購入させる内職の契約は避ける－ 

公表日：平成１６年９月３日 

概  要：  「パソコン内職」とは、自宅でパソコンを使ってホームページ

作成やデータ入力等の内職をしないかと勧誘し、内職に必要であ

ると教材等を販売する取引である。このような「仕事を提供する

と勧誘し商品等を販売する取引」を特定商取引に関する法律（以

下、特定商取引法）では、「業務提供誘引販売取引」として平成１

３年６月１日から規制している。 

しかし、法施行後も業務提供誘引販売取引に係る相談は、毎年

１万件を超えている。なかでも「パソコン内職」の相談件数は増

加を続け、平成１５年度には約７，７００件に上った。 

相談内容は、「月３～４万円は稼げるので、教材代を払っても報

酬が手元に残る」、「仕事をするためには試験を受けてもらう必要

があるが、誰でも簡単に合格できるから大丈夫」等と、月々の収

入を保証したり、簡単に利益が得られることを強調したりして誘

うことが多い。ところが、実際には「セールストークのような収

入は得られない」、「業者の社内試験が難しくて合格できない」等

の苦情になっている。相談からみると仕事を提供すると勧誘しな

がら、実は商品等を販売することが目的と思えるケースがあり、

法施行前と苦情内容に目立った変化はない。 

このような状況の中で、平成１５年度には販売業者の倒産等の

相談が「パソコン内職」の相談の４割を超え、クレジット会社の

加盟店審査・管理の問題が浮き彫りになった。 

そこで、法施行後も相談が多い「パソコン内職」の問題点を整

理・分析し、消費者被害の未然防止・拡大防止のために、契約に

あたっての注意点等を取りまとめた。 

要望等：より一層の加盟店審査・管理を求める旨を経済産業省、日本クレ

ジット産業協会、全国信販協会に要望した。また、金融庁、全国

貸金業協会連合会に情報提供した（平成１６年８月）。 

効果等：経済産業省は当センターからの要望を受け、平成１６年１２月に

日本クレジット産業協会及び全国信販協会に対して加盟店の審

査・管理を厳格に実施するよう要請した。 

 

⑫家庭用電気治療器具に関する消費者被害にみる問題点 

－過剰な効能効果をうたうセールストークに注意－ 

公表日：平成１６年１０月６日 

概  要：  家庭用の電気で使用する治療器具類「家庭用電気治療器具類」

は、医療用具として薬事法や医薬品等適正広告基準などによって

製造・販売等や効能効果の表現についてさまざまな規制がされて

いる。しかし、ＰＩＯ－ＮＥＴには、「病気が治る、病気に効く」

などさまざまなセールストークが使われているものがあり問題が

あった。 

そこで、家庭用電気治療器具類の相談情報を分析し、その効能

効果に関するセールストークについての問題点を取りまとめた。 

要望等：薬事法、医薬品等適正広告基準、その他関係法令からみて問題の
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あるセールストーク等により、消費者が被害を被ることのないよ

う、厚生労働省、社団法人日本ホームヘルス機器工業会に要望し

た（平成１６年１０月）。 

効果等：要望を行った結果、（社）日本ホームヘルス機器工業会が業界とし

ての対応に関する文書（平成１６年１１月２５日付の日ホ工発第

１５６号「『家庭用電気治療器具類による消費者トラブルの防止に

ついて（要望）』の対応について」）を全会員会社へ送付するとと

もに、工業会機関誌「ホームヘルス機器」平成１６年１１～１２

月号に関連情報を掲載した。また、各種研修会、講習会において

教材の一部として取り入れられた。 

 

⑬製造物責任法施行９年目の製品関連事故に係る消費生活相談の動向と訴訟

の概要 

公表日：平成１６年１０月６日 

概  要：  平成７年７月に製造物責任法が施行されたが、製造物責任制度

の定着状況を把握するため、ＰＩＯ－ＮＥＴに収集された当セン

ターおよび全国の都道府県・政令指定都市・市区町村の所管する

消費生活センター等が受付けた製品関連事故に係る受付相談件数

について調査し、今般、施行９年目（平成１５年度）までの調査

結果としてまとめた。また、製造物責任法に基づく訴訟の動向に

ついて取りまとめた。 

 

⑭消費者契約法に関連する消費生活相談件数と裁判の概況－法施行後３年－ 

公表日：平成１６年１０月６日 

概  要：  当センターや全国の消費生活センターにおける消費者契約法に

関連する消費生活相談の状況については、これまで半年経過分、

１年経過分、２年経過分の状況を公表してきており、本資料は、

消費者契約法施行後３年の関連消費生活相談の件数と、裁判の概

況について取りまとめた。 

 

⑮出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について 

－支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し－ 

公表日：平成１６年１１月５日 

概  要：  出会い系サイトやアダルトサイト等に係る架空・不当請求に関

する相談件数は依然として減少傾向を示さず、その手口は日々変

化を遂げ、より巧妙化、悪質化している。 

そこで、新手の手口と認識された「裁判手続きを利用した架空・

不当請求の手口」と「携帯電話の「個体識別番号」を表示し、メ

ールアドレス等の個人情報を入手したかのように装う不当請求の

手口」について、その状況等を取りまとめた。 

 

⑯個人情報を聞き出す「フィッシング」詐欺に要注意 

公表日：平成１６年１１月５日 

概  要：  フィッシング（phishing）とは、金融機関やオンラインショッ

プなどからの電子メールを装い、住所、氏名、銀行口座番号、ク

レジットカード番号、有効期限、ＩＤ、パスワードなどの個人情

報を返信もしくは入力させてそれらの情報を入手し、金銭を詐取

する行為である。 

当センターにおいては、平成１６年１０月までのところ、フィ
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ッシングについて寄せられている情報や相談は少なかったが、今

後日本においてもフィッシングによる被害が増加する可能性は十

分にあると考えられた。そこで、フィッシングによる被害が広ま

る前に、消費者にフィッシングについて認識してもらうため、そ

の特徴や内外の状況などの情報を取りまとめた。 

効果等：フィッシングについては、日本国内での被害が無い段階での情報

提供であったが、当センターからの情報提供直後にＮＨＫの「ニ

ュース１０」にて取り上げられたため、消費者への早急な周知が

叶った。その後、総務省や経済産業省が対策協議会を次々と設置

するなど、被害の未然防止のための迅速な対応が取られた。なお、

経済産業省設置の対策協議会には、国民生活センター関係者も参

画している。 

 

⑰増加する結婚相手紹介サービスのトラブル 

－中途解約ができるようになっても解約料には不満－ 

公表日：平成１６年１１月５日 

概  要：  特定商取引に関する法律（以下、特商法）に基づき政令の一部

が改正され、平成１６年１月１日より「結婚相手紹介サービス」

が新たに規制対象となった。しかし、相談件数は、過去５年半の

累積で１０，２００件を超え、規制後も相談は減少しなかった。 

政令改正前は、「業者が一切解約・返金に応じない」という相談

が目立ったが、改正後は「解約料が高い」という相談が多い。ま

た、「契約書をもらっていない」、「業者が返金しない」など特商法

を遵守していないと思われる相談も未だに見受けられる。 

「解約料が高い」という相談では、契約直後に会員情報が一括

で提供され、サービスの提供が完了したとして情報料の全額が請

求されるケースや、初期段階の会費を高く設定しているケースで、

契約から間がない中途解約では解約料が高いという相談が多い。 

業界団体等へのヒアリングでは、一般に結婚相手が見つかる確

率は契約から早い時期のほうが高い傾向にあり、新会員の紹介等

のサービスも初期段階に手厚くして、料金設定も高めにしている

という。しかし、解約料が高いという相談からみると、このよう

な仕組みが消費者に十分説明されているとは言い難い。 

そこで、相談が増加傾向にある「結婚相手紹介サービス」の問

題点を整理・分析し、消費者被害の未然防止・拡大防止のために

契約に当っての注意点を取りまとめた。 

要望等：特商法が改正され、平成１６年１月１日より「結婚相手紹介サー

ビス」が新たに規制対象となったが、その後も相談が増加傾向に

あるため、経済産業省（商務情報政策局サービス産業課、同消費

経済部消費経済政策課）、結婚情報サービス協議会、日本仲人連盟、

日本ブライダル連盟に業界健全化の対応等について要望した。ま

た、経済産業省（商務情報政策局消費経済部消費経済政策課）、内

閣府に情報提供した（平成１６年１１月）。 

 

⑱消費生活相談にみる２００４年の１０大項目 

公表日：平成１６年１２月３日 

概  要：  ＰＩＯ－ＮＥＴを通じて収集している消費生活相談のうち、平

成１６年１月～１０月に相談件数が多かったものや相談件数が急

増したもの、社会的に注目を集めたもの１０項目について取りま
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とめ、１年間を振り返るとともに、消費者啓発の一助とした。 

平成１６年の１０大項目は、次の通りである： 

１．消費生活相談件数が６割増 

２．架空請求の相談が急増 

３．個人情報に関する相談が増加 

４．悪質な訪問販売に関する相談が高水準 

５．外国為替証拠金取引などに関する相談が著増 

６．「二次被害」のトラブルが増加 

７．フリーローン・サラ金にかかわるトラブルが多発 

８．目立つ賃貸住宅の敷金などに関する相談 

９．リコール届出が急増するなか、自動車に関する相談が高水準 

１０．消費者基本法が成立 

 

⑲旅行や飲食等が格安になるとうたう会員権のトラブル 

－複合サービス会員の二次被害が急増－ 

公表日：平成１７年１月７日 

概  要：  旅行や飲食店などが割安で利用できるとうたう「複合サービス

会員」に関する相談は、平成１３年度の約３千件から平成１５年

度の約９千件へと激増した。なかでも増加が著しいのが、過去に

一度被害にあった人が再び被害にあうという「二次被害」の相談

で、平成１３年度の約７百件から平成１５年度の約５千件へと大

幅に増加している。 

そこで、「複合サービスの二次被害」について相談事例やその問

題点、対応策について取りまとめた。 

 

⑳クレジット会社の与信問題 

－個品割賦購入あっせん契約における過剰与信等について－ 

公表日：平成１７年３月４日 

概  要：  全国の消費生活センター等には消費者信用に係わる消費生活相

談が多数寄せられている。このうち、販売信用に関連する相談は

全相談の約１２％を占めており、その大半が個品割賦購入あっせ

ん契約に係わるトラブルである（平成１５年度、１３６，３３０

件）。 

個品割賦購入あっせん契約のトラブルが多い背景の一つとして、

クレジット会社が問題商法を行っている業者とも加盟店契約をし

ているという問題があるが、これについて国民センターは平成１

４年３月に「個品割賦購入あっせん契約におけるクレジット会社

の加盟店管理問題」をまとめ、消費者取引適正化のための提言を

行った。その後、経済産業省からも「割賦購入あっせん業者にお

ける加盟店管理の強化」についての通達等が出され、指導強化さ

れている。 

一方、トラブル多発のもう一つの背景として、クレジット会社

による過剰与信等の与信問題がある。クレジットトラブルを防止

するためには、加盟店管理問題と過剰与信等の与信問題とが、と

もに解決すべき重要な課題といえる。 

そこで、クレジット契約のうち圧倒的にトラブルが多い個品割

賦購入あっせん契約を中心に、「与信問題」という視点から消費生

活相談の実態や問題点を分析するとともに、クレジット会社によ

る与信や個人信用情報機関の実情を調査し、個品割賦購入あっせ
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ん契約に係わる与信適正化のための提言を行った。 

要望等：個品割賦購入あっせん契約に関わる与信の適正化のために、全国

信販協会、日本クレジット産業協会に要望した。また、経済産業

省に情報提供した（平成１７年３月）。 

なお、販売業者と事実上牽連関係がみられるにもかかわらず販

売業者とは関係がないとして消費者からの抗弁を認めない等の対

応を続けているローン会社について、経済産業省に割賦販売法を

遵守した取引を行うよう指導を求める旨の要望もしている（平成

１６年４月）。 

 

・個人情報流出事故に関する事業者調査結果 

－急がれる個人情報管理体制の強化－ 

公表日：平成１７年３月２５日 

概  要：  近年のＩＴ化の進展に伴い、コンピュータやネットワークを利

用して大量の個人情報が処理されており、個人情報の取扱いは今

後さらに拡大していくと予想される。一方、国民のプライバシー

に関する不安もますます高まっており、ＰＩＯ－ＮＥＴにおける

プライバシー関連の相談件数は増加傾向にある。こうした状況を

踏まえ、平成１７年４月より「個人情報の保護に関する法律」が

全面施行される。そこで今回、顧客情報の流出や個人情報の売買

事件に関して事業者を対象に「個人情報流出事故に関する事業者

調査」を行った。 

個人情報はその性質上、不適正な取扱いをされると取り返しの

つかない被害を及ぼすおそれがある。実際、個人情報を悪用した

と思われる架空請求や二次被害の相談も急増を続けており、誰も

が安心して情報化社会の便益を享受するための制度的基盤の一層

の充実が必要である。そこで、本調査をもとに個人情報流出事故

の原因や問題点を分析し、消費者被害の未然防止という観点から

被害救済のあり方や防止策等の課題の一端を探った。 

 

なお、上記の２１テーマによる情報提供以外にも、以下２点の事業者・団体

及び関係機関等への要望または情報提供を行っている： 

 

①直収型固定電話サービスに係る苦情について 

 

概  要：本件については、サービス提供事業者に勧誘された消費者より「勧

誘の電話があり、資料送付を了承したところ、後日、通信会社か

ら契約したことになっている通知が届いた。勧誘方法に問題があ

るのではないか」「契約をした覚えがないのに通信会社から契約し

たことになっている通知が届いた。通信会社に問い合わせて契約

に至った経緯をたずねたが、「代理店がやったことなので当社とは

関係ない」と回答された。対応に不満である」といった相談が寄

せられたため、特に情報が多く寄せられたサービス提供事業者に

事情を聴いたところ、「代理店が電話勧誘する際、強引な勧誘を行

わないように指導を強化する。問題のある代理店に関しては調査

や代理店契約の取消し等の厳しい処分も行う」との回答があった

にもかかわらず、その後も同種情報が寄せられたため、総務省へ

の対策要望を行ったものである。 

要望等：消費者が直接、電話会社と契約する新しい固定電話サービスに関
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して、不適切な勧誘方法等の相談が増加傾向にあり、電気通信事

業法第２６条等に抵触する可能性もあるため、総務省に対策等を

要望した（平成１７年３月）。 

効果等：要望を行った結果、総務省が改善策を講じるよう関連事業者を指

導した。 

 

②携帯電話端末の交換等に伴う有料コンテンツ引継ぎのトラブルについて 

 

概  要：本件は、消費者より「携帯電話端末に不具合が発生したため、無

償で交換されたが、交換前にダウンロードした有料コンテンツは

著作権上の問題から新しい携帯電話端末に移すことができないと

言われた。交換の原因は携帯電話会社にあるにもかかわらず、有

料で取得したコンテンツを失うのは合理性がなく、納得できない。

支払った情報料を返還してほしい」という相談を受け、消費者苦

情処理専門委員会小委員会での審議結果からだされた助言を情報

提供したものである（助言内容については後述）。 

要望等：消費者に負担を強いる事のない方策を講じるよう、（社）電気通信

事業者協会に対策を要望し、文化庁にも情報提供した（平成１７

年３月）。 

効果等：要望の結果、（社）電気通信事業協会より「消費者に不利益が生じ

ないよう種々務めている」ことと、「文化庁に対して著作権法の改

正要望を行っている」等の回答を得た（平成１７年４月２２日付）。 

 

各情報は提供後に新聞記事やテレビ・ラジオ番組に取り上げられており、そ

の数は全国紙をはじめ、新聞２９４回、テレビ・ラジオが７８回であった。 

各テーマによる情報提供に関する新聞記事（掲載された主要なもののみ）に

ついては、別添資料１８を参照。 

 

２）出版物、テレビ、ホームページ等による情報 

 

ⅰ．ホームページ 

 

①提供情報の充実とアクセス件数増加 

 

－年度計画内容－ 

被害の防止や解決に役立つ情報をより一層充実させることにより、アクセス

件数の増加を図る。 

 

◎業務の概要 

 

当センターは発足以来、消費者に消費者問題の理解を促進するため、雑

誌、リーフレット等の印刷物及びテレビを通じての情報提供を行ってきた。 

その後、ＩＴ革命の中、情報提供の手段となった「インターネット」を

通じての情報提供を実施するため、平成７年１０月に「国民生活センター

ホームページ」を開設した（トップページのイメージは別添資料１９を参

照）。 

今やホームページを通じての情報提供は事業の大きな柱となっており、

消費者向け情報提供の主要な手段として活用されている。 
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◎年度計画実施状況 

 

被害の防止や解決に役立つ情報をより一層充実させるため、従来から行

ってきた「製品回収を伴う社告関連の情報」や「国民生活センター実施の

各種調査結果」に加え、相談件数激増の大きな要因となっている架空請求

関連の情報については新たな手口の速やかな掲載や業者名リストの毎月公

表を行い、積極的な情報提供を行った。 

また、平成１６年１０月に発生した新潟県中越地震に関する情報につい

ても、「被災者の方々へ  くらしの１１０番」というページを設置し、以下

の情報を掲載した： 

○災害に便乗した悪質商法にご注意 

○義援金詐欺にご用心 

○家電製品再使用時の点検法 

○相談・連絡先等一覧 

＊消費生活相談窓口 

＊新潟県弁護士会無料相談 

＊保険・公庫等の連絡先 

○新潟県中越大震災関連情報 

 

また、平成１６年６月に公表した「利用した覚えのない請求」対策マニ

ュアルや同年１２月に公表した「あわてないで！！クリックしただけで、

いきなり料金請求する手口」が大きな反響を呼んだこと、特に「あわてな

いで！！クリックしただけで、いきなり料金請求する手口」は、日本の著

名なインターネットポータルサイトのトップページにある最新トピックと

して取り上げられたことも特筆される。 

以上のような取り組みの結果、ホームページアクセス件数は、平成１５

年度の月平均約２０万件から、平成１６年度には約２７万件と大幅に増加

した。 

以下に、平成１５年度と平成１６年度における当センターホームページ

（トップページ）への月別アクセス件数を示す： 

 

平成１５年度 平成１６年度 

月 アクセス件数 月 アクセス件数 

４月 １５５，０１２ ４月 ２２３，８７０

５月 １７７，１９０ ５月 ２４１，９３４

６月 １９３，１３２ ６月 ２５９，８２２

７月 １８４，７５４ ７月 ２３７，３５８

８月 １７３，４０４ ８月 ３７２，７０９

９月 １９３，６０３ ９月 ２５６，２３３

１０月 ２２５，０１１ １０月 ２６９，７３２

１１月 ２０５，５３８ １１月 ２９９，７９０

１２月 １９２，２７１ １２月 ３０５，６４０

１月 ２１９，２９５ １月 ３１５，３１０

２月 ２３０，１８１ ２月 ２６８，１６７

３月 ２４６，５８２ ３月 ２４２，００２

合計 ２，３９５，９７３ 合計 ３，２９２，５６９

月平均 １９９，６６４ 月平均 ２７４，３８１
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②携帯電話による情報提供の充実 

 

－年度計画内容－ 

携帯電話による情報提供の充実を図る。 

 

◎業務の概要 

 

携帯電話はここ数年で急速に普及し保有台数は８，５００万台を超え、

国民の三人に二人が所有している。特に若い世代での所有率は他の世代に

比較して高く、携帯電話を通じて様々な情報を収集・発信している。 

消費者相談は２０～３０代の若い世代が多く、この世代への効果的な普

及啓発が必要であるとの判断から、平成１４年度より携帯電話（ｉモード

対応の機種）を通じた情報提供を開始した。 

 

◎年度計画実施状況 

 

携帯電話利用者への情報提供の充実を図るため、携帯電話利用者が陥り

やすい消費者トラブル等の情報として、以下の情報を中心に提供した： 

○だましの手口 

＊個体識別番号？？ 

＊勧誘メールの落とし穴 

○くらしの豆知識 

＊敷金返還トラブルと原状回復 

○消費生活センター連絡先 

 

また、携帯電話を通じて行われる架空請求に対抗するため、インターネ

ットホームページ同様、架空請求業者名のリストを公表した。平成１６年

１０月に発生した新潟県中越地震に関する情報についても、パソコン用ホ

ームページ同様「被災者の方々へ  くらしの１１０番」というページを設

置し、以下の情報を掲載した： 

○災害に便乗した悪質商法にご注意 

○義援金詐欺にご用心 

○家電製品再使用時の点検法 

○相談・連絡先等一覧 

＊消費生活相談窓口 

＊新潟県弁護士会無料相談 

＊保険・公庫等の連絡先 

○新潟県中越大震災関連情報 

 

携帯電話用のホームページへのアクセス件数は、平成１５年度の月平均

約１万３，０００件から平成１６年度には約５万１，０００件（約４倍）

と大幅な増加となった。以下に、平成１５年度と平成１６年度における当

センターｉモード版ホームページ（トップページ）への月別アクセス件数

を示す： 

 

平成１５年度 平成１６年度 

月 アクセス件数 月 アクセス件数 

４月 ４，４６５ ４月 ２４，８８０

５月 ６，５９５ ５月 ２７，８５１
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６月 ８，３０８ ６月 ２９，１７４

７月 １０，０４２ ７月 ３２，５０１

８月 １１，６６１ ８月 ５０，２７６

９月 １４，０５９ ９月 ５８，２８５

１０月 １７，９６４ １０月 ６０，７８６

１１月 １６，１９５ １１月 ６６，６０２

１２月 １４，８８８ １２月 ６８，６７０

１月 １５，３８６ １月 ７５，６１２

２月 １４，７０５ ２月 ６２，０７６

３月 ２８，２９９ ３月 ５８，４８６

合計 １６２，５６７ 合計 ６１５，１９９

月平均 １３，５４７ 月平均 ５１，２６７

 

③テレビ番組 

 

－年度計画内容－ 

視聴者モニターにアンケート調査を実施し、５段階評価で４以上の満足度の

評価を得るよう努めるとともに、その結果を企画・構成面に反映させる。 

 

◎業務の概要 

 

テレビ番組を通じての情報提供については、当センターが発足した翌年の

昭和４６年９月より、ＴＢＳをキー局として全国３３局ネットで「あなたと

くらし」の放映を開始している。 

現在は日本テレビをキー局に３１局ネットで「ご存じですか  消費者ミニ

情報」を放映（毎週水曜日１１：２５～１１：３０）し、消費者問題に関す

る様々な情報を広く国民に提供している。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１５年度実施の視聴者に対する満足度アンケート結果では「食品の安

全性や賞味期限」「消費期限の詳しい内容や悪質商法の種類と内容を詳しく知

りたい」「国民生活センターの相談情報等を分かりやすく提供してほしい」と

いった声が強かった。 

前述の視聴者からの声については、希望の多かったテーマを極力取り入れ

ることとし、以下の通り番組構成に反映した： 

 

平成１６年  ４月  「海外宝くじ」にご注意 

６月  メリロートを含む「健康食品」 

７月  指導付き学習教材の中途解約を巡るトラブル 

８月  豆腐の品質と衛生 

個人情報流出に関するトラブル 

９月  上手な食品表示の読み方 

手口が巧妙化する架空請求 

１２月  気がつけば被害者？うまい話にひそむ危険 

平成１７年  ３月  あなたの名前が悪用される？個人情報の守り方 

 

平成１６年度においては、上記テーマを含む４０回の番組提供を行ってい

る。平成１６年度の放送内容一覧には以下の通り： 
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SNO 放送日 放  送  内  容 

1 
平成１６年 

４月７日
ダイレクトメールを使った「海外宝くじ」にご注意！ 

2 ４月１４日商品テスト－ベビーカー 

3 ４月２１日暮らしに生かそう「消費者の権利」１） 

4 ４月２８日暮らしに生かそう「消費者の権利」２） 

5 ５月５日引きこもりの若者の「居場所」づくり 

6 ５月１２日飲み残しの清涼飲料容器の破裂事故 

7 ５月１９日消費者のための医療 

8 ５月２６日痴呆性高齢者・知的障害者の金銭管理と権利擁護 

9 ６月２日家庭で実践！－生ごみの減量 

10 ６月９日商品テスト－メリロートを含む「健康食品」 

11 ６月１６日多重債務を抱える女性たちへ 

12 ７月１４日商品テスト－洗濯乾燥機 

13 ７月２１日介護からもらった生きる力 

14 ７月２８日中途解約をめぐるトラブルが多い、指導付き学習教材 

15 ８月４日どう創る？－子どもの安全な遊び場 

16 ８月１１日商品テスト－豆腐の品質と衛生 

17 ８月１８日
個人情報の流出への不安につけ込む 

「解約代行」トラブル 

18 ９月１日上手な食品表示の読み方 

19 ９月８日商品先物取引に関する消費者トラブル 

20 ９月１５日当選商法など、手口が巧妙化する架空請求 

21 １０月６日話すだけじゃない！？－携帯電話とネットトラブル 

22 １０月１３日商品テスト－揚げ物調理における食用油の発火 

23 １０月２０日商品テスト－エアゾール式簡易消火具 

24 １０月２７日相談が相次ぐパソコン内職 

25 １１月３日あなたの街の消費生活センターに行ってみませんか？ 

26 １１月１０日商品テスト－電気カーペット 

27 １１月１７日
年末の大掃除、ハウスクリーニングを上手に 

利用するには？ 

28 １２月８日気がつけば被害者？－うまい話にひそむ危険 

29 １２月１５日ハロゲンヒーターの「ここ」に気をつけよう！ 

30 １２月２２日
増加する「結婚相手紹介サービス」のトラブル 

－解約料に不満 

31 
平成１７年 

１月５日
２００５年－わたしたちの暮らしを考える 

32 １月１２日
活用しよう！－高齢者を悪質商法から守る 

「成年後見制度」 

33 １月１９日地震保険の特徴としくみ 

34 ２月２日冬場の入浴、高齢者を中心に思わぬ事故が多発！ 

35 ２月９日住まいの防犯対策を考える 

36 ２月１６日足用使い捨てカイロ、低温やけどに注意！ 

37 ３月９日
あなたの名前が悪用される？ 

－個人情報保護法と個人情報の守り方 

38 ３月１６日引越しシーズン、賃貸住宅の敷金トラブルを防ぐには？

39 ３月２３日若者の消費者トラブル 

40 ３月３０日
「格安、割引」サービス会員権に要注意！ 

－複合サービス会員の二次被害が急増 
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平成１６年度における視聴者に対する満足度アンケート調査は、以下の要

領で行った： 

○実施時期：平成１７年３月 

○実施場所：大阪及び仙台 

○対象者数：大阪４０名、仙台４０名  計８０名 

○回 収 率：実際に対面しての調査のため１００％ 

 

調査の結果、満足度については５段階評価で「４．６」を得た。また、ア

ンケート対象者から出された今後取り上げてほしいテーマは以下の通りであ

った： 

○個人情報保護に関するもの 

○住まいの防犯対策に関するもの 

○うまい話にひそむ危険に関するもの 

○携帯電話とネットトラブルに関するもの 

 

上記のような消費者の関心が高いテーマについては、番組企画を検討する

際の参考とする。 

 

ⅱ．定期出版物等 

 

①「くらしの豆知識」について 

 

－年度計画内容－ 

「くらしの豆知識」について、適切なテーマ選択と満足度調査実施のため、

読者等へのアンケート調査とヒアリングを実施し、読者への満足度アンケート

調査において、５段階で４以上の満足度の評価を得る。 

 

◎業務の概要 

 

「くらしの豆知識」は生活に関わる様々な問題をコンパクトにまとめた

生活便利手帖で、昭和４７年２月に初刊行（１９７３年版）後、毎年刊行

し、平成１６年１０月に刊行した２００５年版で３３冊目となった。 

 

◎年度計画実施状況 

 

適切なテーマ選択と読者の満足度を高めるために平成１５年度に実施し

た読者等へのアンケート調査結果を内部で検討した結果、４点が特集テー

マ（①携帯電話とネットトラブル②インターネットオークション③若者の

契約トラブル④通信販売のトラブル）の候補案となった。 

その後の更なる検討の結果、被害が特に急増している「携帯電話とネッ

トトラブル」を２００５年版の特集テーマとすることとした（特集テーマ

の内容については、別添資料２０参照）。 

特集テーマ選択以外にも、平成１５年度実施のアンケート調査結果にて

得られた意見より、以下７項目を取り上げた： 

①遺伝子組換え食品とは 

②食品添加物の知識 

③法律・制度による義務マーク 

④リサイクルに関連した主なマーク 

⑤知っておきたい成年後見制度 
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⑥民生委員・児童委員は地域の身近な相談員 

⑦生活保護を受けるには 

 

また、個々の項目について「具体的な相談事例を紹介してあると理解しや

すい」との意見が得られたので、２００５年版においては相談事例の掲載数

を増やした。 

平成１６年度における読者等への満足度アンケート調査は、以下の要領で

行った（アンケート調査票については別添資料２１を参照）： 

○実施時期：平成１７年３月 

○対象者数：２９５名（内訳は以下の通り） 

当センター主催の研修受講者  １８０人 

一般消費者                  １１５人 

※「くらしの豆知識」については、「たしかな目」や「国民生

活」と違って定期購読者がいないため、当センター主催の

研修受講者及び「くらしの豆知識」の購入を直接申し出た

一般消費者を対象とした。 

○回 収 率：６４．７％（内訳は以下の通り） 

当センター主催の研修受講者  １１８人（６５．６％） 

一般消費者                    ７３人（６３．５％） 

 

調査の結果、満足度については５段階評価で「４．５」を得た。 

今後取り上げてほしいテーマとしては、以下の様なものが多かった： 

○司法制度  ○税金 

○医療      ○表示 

また、アンケートの自由記載欄を通じ、以下の意見等が寄せられた： 

○コンパクトなため持ち歩きにも便利である。また、内容が分かりやす

く、学校の教材としても利用できる。 

○相談処理の際、相談者への説明用資料として利用すると、より安心感

を持ってもらえる。 

○民生委員として高齢者に話しをする時の参考になる。 

○安価でこれほど内容が充実し、実生活に役立つ本は他には無い。 

○知りたい情報が簡潔に記載されているため、分かり易く読み易いので、

家族中で読んでいる。 

 

②「国民生活」について 

 

－年度計画内容－ 

「国民生活」について、内容の充実と満足度調査の実施のため、読者等への

アンケート調査を実施し、読者への満足度アンケート調査において、５段階で

４以上の満足度の評価を得る。 

 

◎業務の概要 

 

月刊「国民生活」は、当センターの発足間もない昭和４６年２月に創刊

された消費者問題の専門誌である。 

主な読者は消費者行政の担当者、政策研究者、消費生活相談員、企業の

消費者関連部門の担当者、消費者団体のリーダー等である。 
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◎年度計画実施状況 

 

内容の充実を図るために平成１５年度に実施した読者等へのアンケート

調査結果を内部で検討した結果、以下７点の特集テーマを平成１６年度発

行分で取り上げた（特集テーマの内容については、別添資料２２参照）： 

○消費者基本法 

○環境問題 

○特定商取引法 

○高齢社会 

○消費者被害救済と司法 

○消費生活相談員の意義と役割 

○個人情報保護法 

 

また、アンケート調査結果から、相談事例や判例情報の充実を希望する

声が多かったことから、企画・編集の際に十分考慮することとした。 

平成１６年度における定期購読者への満足度アンケート調査は、以下の

要領で行った（アンケート調査票については別添資料２３を参照）： 

○実施時期：平成１７年１月 

○対象者数：定期購読者約２，０００名の５％にあたる１００名 

平成１６年９月以降に新規定期購読者となった３０名 

○回 収 率：５３．８％（回答者数７０名） 

 

調査の結果、満足度については５段階評価で「４．１」を得た。 

今後取り上げてほしいテーマとしては、以下の様なものがあった： 

○食品の安全性  ○介護 

○環境問題      ○インターネット関係 

○年金          ○企業のＣＳＲ関係 

また、アンケートの自由記載欄を通じ、以下の意見等が寄せられた： 

○消費者問題を体系的に捉える事ができるので、大変勉強になる。 

○適度に専門的で、適度に噛み砕いて書かれているので理解しやすい。 

○相談員の新人として、特に専門用語や相談事例による対応の仕方も勉

強になる。 

○暮らしの統計やデータが色々な場面で役立っている。 

○話題性の高いテーマに沿っての内容なので、仕事上で活用できる。 

 

③「たしかな目」について 

 

－年度計画内容－ 

「たしかな目」について、内容の充実と満足度調査の実施のため、読者等へ

のアンケート調査を実施し、読者への満足度アンケート調査において、５段階

で４以上の満足度の評価を得る。 

 

◎業務の概要 

 

暮らしと商品の情報誌として、昭和５６年２月に創刊（隔月刊）の後、

平成３年１１月からより多くの情報を迅速に提供するために月刊化した。

商品テスト情報や苦情相談をもとにした注意情報、消費生活の改善に役立

つ情報など、消費者が日常生活を豊かで安全に安心して営むために、判断

の材料とする情報を公平・公正に提供し、消費者の自立を支援している。 
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主な読者は、一般消費者、生活協同組合の会員、消費生活相談員、企業

のお客様相談室担当者等多岐にわたっている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

内容の充実を図るために平成１５年度に実施した定期購読者へのアンケ

ート調査結果や、取引先生活協同組合の担当者からの意見を集約した結果、

消費者からの苦情相談情報、商品テスト情報など当センターの固有情報を

中心に、記事を企画してほしい旨の希望があった。 

アンケート調査より得られた読者からの声を踏まえ、平成１６年度にお

いては、以下のようなテーマの記事を毎号掲載した（年間の特集テーマは

別添資料２４参照）： 

○悪質商法関連の特集 

＊うまい話の落とし穴 

＊振り込め詐欺にだまされない！ 

○商品テスト情報と合わせた特集 

＊洗濯乾燥機で洗濯は変わるか 

＊健康食品 

＊火の用心 

＊わが家の防犯術 

○苦情相談をもとにした注意情報（毎号） 

＊海外宝くじ 

＊架空請求トラブル 

＊無認可共済等 

 

また、アンケート結果で今後取り上げてほしいテーマとして、「食」につ

いて希望が多かったので、特集に「食の不安をどう解決する？」を組み、

新連載として「生産者を訪ねて」を掲載した。 

さらに、新潟県中越地震に関しても緊急特集として「くらし１１０番－

被災からの生活再建」を急遽企画し、被災者に役だつ情報をＱ＆Ａ形式で

わかりやすく掲載した。 

デザイン・レイアウトなど誌面を一新、内容・表現もわかりやすいよう

工夫し、読みやすい誌面づくりを行った。 

平成１６年度における定期購読者への満足度アンケート調査は、以下の

要領で行った（アンケート調査票については別添資料２５を参照）： 

○実施時期：平成１７年３月 

○対象者数：定期購読者約４，０００名の５％にあたる２００名 

○回 収 率：４３．５％（回答者数８７名） 

 

調査の結果、満足度については５段階評価で「４．４」を得た。 

今後取り上げてほしいテーマとしては、以下の様なものがあった： 

○食品の安全性と表示  ○くらしの法律知識 

○健康食品            ○悪質商法 

○高齢化社会と福祉    ○年金・金融 

また、アンケートの自由記載欄を通じ、以下の意見等が寄せられた： 

○長く購読していますが、ホットな記事が多く、知りたいことが取り上

げられていて役に立っています。編集される方の心意気が伝わって

きます。がんばって下さい。期待しています。 

○身近な問題、最近の社会問題など分かり易く解説されていて勉強にな
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ります。 

○今まで同様に、賢く生きるための知恵を教えてください。 

○十分に役立っています。 

○日頃発生する様々な疑問や意見があると直ぐ取り上げてもらえるの

で、頼りになる。賢い消費者になれます。 

 

④「消費生活年報２００４」について 

 

消費生活年報は、昭和６３年に創刊されて以来、消費者取引や商品の安全

性などに関連する話題、国民生活センターや全国の消費生活センターに寄せ

られた相談の統計データ、国民生活センターの業務内容など幅広い内容を収

録した年次報告書であり、最近の消費者問題の動向、統計データを調べるた

めの情報源として多方面で活用されている。 

平成１６年度においても、以下の章立てで編集を行い、平成１６年１０月

に発行した： 

Ⅰ．新しい消費者行政の展開 

Ⅱ．消費生活相談からみたこの１年 

Ⅲ．国民生活センターの主な調査・商品テストから 

Ⅳ．国民生活センターの事業 

Ⅴ．消費生活関連資料 

 

（３）苦情相談 

 

消費者からの相談は、消費者被害の個々の救済に役立つとともに、消費者が今何

で困っているのかを知るための貴重な情報源であり、相談処理業務は、各地の消費

生活センターにおける中核業務といえる。 

当センターでは消費者から直接寄せられる相談への対応を行いつつ、各地の消費

生活センターにて適切かつ迅速な相談処理が行われるような支援をすることを中期

計画に掲げており、平成１６年度においても積極的にその役割を担ってきた。 

その結果、平成１６年度に受付けた相談の内、各地消費生活センターから寄せら

れる「経由相談」の比率は４２．３％となっている。 

また、当センター自らが受けた苦情相談の処理についても、消費生活専門相談員

を中心とし、弁護士や各種専門家の支援を受けつつ、積極的な処理を行い、個々の

消費者被害救済に尽力した。これに加え、高度な法的判断を要する事案について消

費者苦情処理専門委員会に諮り、審議・検討を加えた結果を情報提供した。 

また、全面施行を控えた「個人情報保護法」関連については、各地の消費生活セ

ンターでの相談受付と処理が円滑に行くよう、「個人情報に係る相談処理マニュア

ル」の作成と配布を行った。それと並行して、当センターでの個人情報関連相談処

理を行うための環境整備も進め、個人情報保護法全面施行と同時に関連相談が受付

けられるような体制を整えた。また、受付けた個人情報関連相談の傾向について分

析するための仕組みとして「個人情報保護法相談データベース」の構築にも着手し、

平成１７年４月から開始される情報収集に対応できるようにした。 

 

１）苦情相談 

 

－年度計画内容－ 

消費生活専門相談員、弁護士、専門技術者等を配置して専門的相談の充実を図り、

消費者被害の複雑多様化、国民生活に関連する新たな法律の制定等に適切に対応し

つつ、懇切、迅速かつ公正に、あっせん等による苦情相談処理を行う。 
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◎業務の概要 

 

技術の進歩や社会の発展に伴い、消費者被害の複雑さ、多様さもまた深刻化

しており、問題解決のための相談受付と処理は、社会の中において重要な役割

を担っている。 

複雑さを増す一方の消費者相談に対し、国民生活に関連する新たな法律の制

定等に適切に対応しつつ、懇切、迅速かつ公正に、あっせん等による苦情相談

処理を行うため、当センターでは、消費生活専門相談員、弁護士、専門技術者

等を配置して専門的相談の充実を図っているところである。 

また、平成１６年６月に公布・施行された「消費者基本法」には、当センタ

ーの役割として、事業者と消費者の間に生じた苦情の処理のあっせんなどにお

ける中核的な機関として積極的な役割を果たすものとすると定められているこ

とから、高齢者、障害者、重篤被害などを中心に積極的にあっせんを行ってい

るところである（センターにおける相談処理の流れについては別添資料２６を

参照）。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度における内容分類別の苦情相談件数は、下表の通りであった： 

 

四半期

分類内容 

第１ 

四半期 

第２ 

四半期 

第３ 

四半期 

第４ 

四半期 
合計 

商品一般 ３２ ６９ ３５ ５６ １９２

食料品 ６１ ６４ ５７ ５０ ２３２

住居品 ８８ ９２ １９０ １３８ ５０８

光熱水品 ６ ２ ６ ８ ２２

被服品 ６９ ７５ ６９ ７２ ２８５

保健衛生品 ７１ ６１ ４８ ５３ ２３３

教養娯楽品 ３０２ ３３７ ２８４ ３０５ １，２２８

車両・乗り物 ６０ ５０ ３１ ４３ １８４

土地・建物・設備 ５５ ５１ ４３ ４３ １９２

他の商品 １ ２ ０ ０ ３

商品小計 ７４５ ８０３ ７６３ ７６８ ３，０７９

クリーニング ９ ９ ９ ７ ３４

レンタル・リース・貸借 １３０ ９８ ７７ １１２ ４１７

工事・建築・加工 ４６ ６３ ５７ ５１ ２１７

修理・補修 １３ １１ １６ １２ ５２

管理・保管 ３ ６ １ ３ １３

役務一般 ３３ ４８ ２９ ２６ １３６

金融・保険サービス １２１ １１９ １１０ １２７ ４７７

運輸・通信サービス ８０１ ７３１ ８４３ ６３８ ３，０１３

教育サービス １６ １７ ６ １１ ５０

教養・娯楽サービス １１７ ７６ ８５ １０４ ３８２

保健・福祉サービス ６９ ６４ ６２ ５３ ２４８

他の役務 ７４ ７６ ９０ ６７ ３０７

内職・副業・相場 １３４ ９５ ９２ ９８ ４１９

他の行政サービス ４ ２ １ ３ １０

役務小計 １，５７０１，４１５１，４７８１，３１２ ５，７７５
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他の相談 １９ １０ １５ １３ ５７

合  計 ２，３３４２，２２８２，２５６２，０９３ ８，９１１

 

消費生活相談は多種多様であり、相談の内容も複雑化、高度化、専門化して

きている。これらに対応するため、弁護士による法律相談を毎週水曜日（午前）、

木曜日（午後）に実施。一級建築士による住宅相談を隔週金曜日に実施。自動

車専門家による自動車相談を第２・４木曜日に実施した。 

また、あっせん事案については、相談者と相手事業者が同席した上で、双方

の主張を整理するなどし、和解に導くことに努めた（別添資料２７参照）。 

平成１６年度における各専門家の配置日数並びに、相談内容例は以下の通り： 

弁護士による法律相談        ：９７日 

（相談内容例） 

①入居後２ヶ月で死亡した母の有料老人ホームの解約 

②敷金を上回る修繕費を請求された賃貸アパート 

③足に合わずに履くことができないリウマチ患者のためのオーダー靴 

④キャンセルできない結婚式用に予約し式後に入荷したＣＤ 

⑤家庭教師が来ないまま連絡がとれなくなった家庭教師派遣業者 

一級建築士による住宅相談    ：３０日 

（相談内容例） 

①次々に不具合が発生し、原因不明で修繕もできない新築分譲マンショ

ン 

②同様の苦情があるにもかかわらず、アフターサービス期間を過ぎたか

らと言って、天井のヒビの修理を有料という不動産業者 

③再工事の依頼に全く対応しない注文住宅業者 

自動車専門家による自動車相談：２４日 

（相談内容例） 

①購入直後から不具合のある輸入車 

②ハンドルをとられたり、ブレーキの効きにも違和感があるので原因究

明してほしい輸入限定車 

現在、相談業務は消費生活専門相談員及び相談調査部職員が対応しており、

相談処理が困難な場合や処理にあたって専門的解釈を得たい場合に、弁護士等

各専門家に助言を求めている。基本的な消費生活相談であれば、現在でも職員

等で対応しているが、専門的分野も含め処理能力をさらに高めていく中、専門

家の意見を聞くことも少なくなることが予想される。 

 

２）個人情報の取扱いに関する苦情相談 

 

ⅰ．個人情報保護法相談データベースの構築 

 

－年度計画内容－ 

センター及び地方センターに寄せられた個人情報保護法に関する相談情報を

収集するため、個人情報保護法相談データベース（仮称）を構築する。 

 

◎業務の概要 

 

個人情報保護法に関する相談情報データベース構築を実施し、平成１７年度

より地方センターにおいて個人情報に係る苦情相談窓口を開設している箇所

で受け付けた個人情報に関する相談情報の収集・蓄積を開始する。 

 



 47

◎年度計画実施状況 

 

本データベースに登録すべき情報の範囲、項目及び用語等の定義、システ

ムが有すべき機能等のシステム基本仕様については、内閣府個人情報保護担

当部局と緊密な連携をとりつつ進捗させていたところであるが、内閣府側に

おけるこれらの基本仕様の決定が平成１６年８月末となり、データベース構

築業者選定のための必須要件であった国際入札仕様書作成を経て、国際入札

手続きを平成１６年１１月開始し、業者決定（開札）は平成１７年１月とな

った。その後、契約してデータベースの構築を行った。システム納入は平成

１７年６月となるが、平成１７年４月から全国の消費生活センターへ配布さ

れる「消費生活相談カード直接作成システム」に個人情報に関する苦情相談

情報の入力機能を付加することにより、それらの苦情相談窓口に寄せられた

個人情報に関する苦情相談情報を、平成１７年４月から収集できるように対

応した。 

本データベース構築の経緯については、別添資料２８を参照。 

 

ⅱ．個人情報に関する相談受付け 

 

－年度計画内容－ 

個人情報の保護に関する法律の制定や同法第７条に基づく基本方針の策定を

受けて、円滑かつ的確な苦情処理を確保するため、国民からの個人情報に関す

る相談専用電話を設置するなど苦情相談機能の充実強化を図る。 

 

◎業務の概要 

 

個人情報の保護に関する法律が、平成１７年４月１日より全面施行される

ことに伴い、全国の消費生活センター等をはじめとする相談窓口において、

個人情報の取り扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の処理の斡旋等

に取り組むことが求められている。また、個人情報の保護に関する基本方針

（平成１６年４月閣議決定）では、「国民生活センターは、自ら個人情報に関

する苦情相談に取り組むほか、消費生活センター等の各種相談機関と連携を

図りつつ、研修等の実施による専門知識を有する相談員の育成、苦情処理に

関するマニュアルの作成・配布等により、窓口対応の強化を支援する」と、

当センターの役割を重視している。この基本方針を受け、苦情相談の中核的

な機関としての役割を果たすため、「個人情報に係る相談処理マニュアル」を

作成し、全国の相談窓口に配布するとともに、個人情報に係る苦情相談の受

付窓口を設置、専門の相談員を配置し、苦情相談機能の充実を図った。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１７年２月に、相談調査部内に新たに個人情報相談窓口のスペースを

設置した。３月に専用電話を設け、地方公共団体の個人情報相談窓口や消費

生活センターからの相談に対して助言を行うなど試行を行い、４月１日より

の本格稼動に備えた。当センター教育研修部の消費生活専門相談員養成講座

の修了生を対象に募集し、相談員として適切な７名を配置、「個人情報に係る

相談処理マニュアル」をもとに勉強会、また、事例研究会等の研修を行った。 

このように、平成１７年４月からの個人情報相談受付処理業務が円滑に行

える体制を整備することができた。 
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ⅲ．個人情報の取扱いに関する相談処理マニュアル作成 

 

－年度計画内容－ 

地方センターの個人情報の取扱いに関する相談に適切に対応するための相談

処理マニュアルを作成する。 

 

◎業務の概要 

 

「個人情報の保護に関する基本方針」において、当センターは、苦情処理

に関するマニュアルの作成・配布等により、全国の消費生活センター等をは

じめとする相談窓口対応の強化を支援するとの役割が課せられている。その

ため、「個人情報に係る相談処理マニュアル」を作成し、全国の相談窓口に配

布した。 

 

◎年度計画実施状況 

 

「個人情報に係る相談処理マニュアル検討委員会」（委員長：堀部政男・中

央大学大学院法務研究科教授）を設置、あわせて設置した同作業部会（部会

長：池本誠司弁護士）で、平成１６年６月より合計１０回、約半年にわたっ

て、討議を重ね、各省庁のガイドラインや各種資料を参考として作成した。

内容は個人情報保護法に関する基本的な解説から相談処理の指針まで多岐に

わたっている。 

以上の経緯を経て完成した「個人情報に係る相談処理マニュアル」を、平

成１７年２月に全国の苦情相談窓口に約４，０００部配布した。作成したマ

ニュアルの内容（目次）については、別添資料２９を参照。 

 

３）地方センターの苦情相談処理への支援 

 

ⅰ．中核的機関としての役割 

 

－年度計画内容－ 

経由相談の充実や、消費生活相談緊急情報、製品事故情報の発行などにより、

地方センターの苦情相談処理への支援を通じて、その中核的機関としての役割

を適切に果たす。 

 

◎業務の概要 

 

各地消費生活センターへの苦情相談処理への支援・経由相談（各地センタ

ーからの苦情相談の移送、各地センターとの共同処理、各地センターへの助

言等）の充実や、「消費生活相談緊急情報」、「製品関連事故情報」の発行など

により、各地センターを支援し、中核機関としての役割を適切に果たす。 

 

◎年度計画実施状況 

 

①平成１６年度に受け付けた相談８，９１１件のうち経由相談は３，７６７件

（４２．３％）、移送事案２８件や、共同処理３９８件を行った。 

②「消費生活相談緊急情報」を計１２回発行、「製品関連事故情報」を隔月１

回計６回発行し、各地消費生活センターに情報提供し、苦情相談処理への

支援を行った。 
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③製造物責任法による訴訟の情報を収集し、「国民生活」を通じ、その情報を

提供した。 

 

移送や共同処理した案件の内容については、後述の「経由相談受付け強化」

部分に記載した。 

「消費生活相談緊急情報」は、各地の消費生活センターにおいて、よく役

に立ち活用されているものであり、主に、販売方法、セールストークが非常

に悪質である、新手の販売形態、セールストークと思われる、被害が広域化

する恐れがある、同種トラブルが発生している、業者の対応が悪い等、相談

処理が難航している、といったような相談事例を掲載し、相談窓口での受付・

処理を支援している： 

平成１６年度の発行履歴は下表の通り： 

 

SNO 発行年月 事    例 

1 
平成１６年 

４月 

・クーリング・オフの清算時、サラ金業者に直接返金し

た教材販売会社 

・複数の販売代理店がある業者 

2 ５月 
・突然請求された会員サービスの月会費 

・個品割賦購入あっせん契約を認めない消費者金融業者

3 ６月 

・クーリング・オフしたにもかかわらず、返金しない業

務提供誘引販売業者 

・本人に無断で、クレジット契約書に架空の引落とし口

座を記入した業者 

4 ７月 

・高額当選したかのようなＤＭで申込みさせる海外宝く

じ 

・クーリング・オフしたにもかかわらず、なかなか返金

しない連鎖販売業者 

・強引に勧誘し、複数契約させた連鎖販売業者 

5 ８月 

・高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス業者 

・高齢者に次々と高額な契約をさせる業者 

・旅行会社から流出した個人情報 

6 １０月 

・実在する弁護士名で請求された出会い系サイトの利用

料金 

・郵送で約１，２００人分のデータを送ってきた結婚相

手紹介サービス業者 

7 １１月 

・クーリング・オフ後に、オーダーメイドの健康食品を

引き取らせた業者 

・ネット通販でエレクトーンの製造番号を剥がして販売

する業者 

・仕事に必要だと説明し、一般旅行業務取扱主任者の資

格教材を販売する業者 

8 １２月 
・高齢の母が訪問販売で契約した個人年金 

・相談者の積極的な行動が功を奏した事例 

9 
平成１７年

１月 

・入学までまだ６ヵ月もあるのに、入学金を返金しない

ゲームデザインスクール 

・役務提供開始後は、中途解約しても返金に応じない結

婚相手紹介サービス業者 

・クリックしただけで“登録”と表示され、料金を請求

される不当請求トラブル 
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・宅配会社が提供するカード決済サービスで支払ったパ

ソコン教材 

10 ２月 

・突然連絡がとれなくなったＦＡＸ指導付学習教材の販

売業者 

・本人確認が不十分で未成年が簡単に高額な決済ができ

てしまうオンラインゲーム 

・業者のクレジット処理の手違いで事故情報が登録され

た事例 

11 ３月 

・子供のいたずらが起きたオークションのトラブル 

・名刺に教育相談員の肩書きがある販売員が指導すると

説明し補習用教材を販売した業者 

12 ３月 

・平成１６年度  問題業者一覧 

１）５０音順 

２）商品･サービス別 

※相談事例、行政処分情報、中央省庁からの通達文、

要望書、業者の逮捕情報、提訴事案、判例等につい

て、２種類の一覧表（索引）を作成 

 

一方、「製品関連事故情報」の発行履歴は下表の通り： 

 

SNO 年月 事    例 

1 
平成１６年 

４月 

・開栓時に手を切るアルミ製のスクリューキャップ 

・使用中に転倒し、尾てい骨を脱臼した折りたたみ椅子

・飲み残した炭酸飲料のペットボトルが破裂、ヒジを直

撃して大けが 

2 ６月 

・髪の毛を巻き込んだ家庭用電気マッサージ器 

・燃えたゆで野菜調理保存容器 

・鍋の着脱式の取っ手が外れて足にやけど 

・顔に痕が残ったホクロ除去クリーム 

3 ８月 

・電子レンジで温める湯たんぽで足にやけど 

・ニコチン中毒になった咳止め薬 

・ユニットバスの棚を溶かしたヘアマニキュア 

・掃除中のガラスが割れたスチームクリーナー 

・ベビーカーのハンドルに乳児の手が挟まった 

4 １０月 

・足の指を骨折した買い物用手押し車 

・髪の毛を巻き込んだマッサージチェア 

・両手鍋の取っ手が脱落してこぼれた熱湯で足をやけど

・電子レンジ専用の哺乳ビン消毒ケースが発火 

5 １２月 

・荷台とともに自転車用幼児座席が外れて子どもが転落

した電動アシスト自転車 

・破裂して天井に突き刺さったアスパラガスの缶詰 

・家電量販店が販売したハンディスチーマーの不具合で

やけど 

6 
平成１７年 

２月 

・スチームアイロンが転倒して足をやけど 

・異物が混入していた紙おむつ 

・粉ミルク用小分け容器のキャップで１歳３ヶ月の男児

が窒息事故 

 

これらの情報提供については、各地消費生活センターの相談員や職員から
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配布後直ぐに多くの問合せがあることや、経由相談を受ける際に必ずといっ

ていいほど引用されることからも、その有用性が確認できる。また、同様の

事例等を見て相談処理に役立てている、相談者にフィードバックした等の声

も寄せられている。 

このほか、消費者契約法に関連する判決一覧（別添資料３０）及び製造物

責任法に関連する訴訟一覧（別添資料３１）をまとめた。 

 

ⅱ．経由相談受付け強化 

 

－年度計画内容－ 

年度内においては、全相談（個人情報保護に関するものを除く）件数に占め

る経由相談（個人情報保護に関するものを除く）の比率が４０％以上とする。

 

◎業務の概要 

 

各地消費生活センターの苦情相談処理への支援を通じて、その中核的機関

としての役割を適切に果たす。経由相談について専門的知見を有する職員や

消費生活専門相談員適切な配置を行うとともに、各地消費生活センターから

の意向や要望を定期的に調査し、その結果を活用し、より効果的な業務運営

を行う。 

全相談件数に占める経由相談の比率を４０％以上とする。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度に受け付けた相談８，９１１件の内訳は下表の通りであった： 

 

直接相談 経由相談 

５，１４４（５７．７％） ３，７６７（４２．３％） 

 

平成１３年度までは、処理方法の照会に対してアドバイスをすることがほ

とんどだったが、平成１４年度以降は「共同処理」や「移送」（「処理依頼」）

に応じるなど幅広く対応している。平成１６年度のそれぞれの件数は以下の

通りであった： 

①移送                                  ２８件 

②共同処理                            ３９８件 

③助言                            ３，２６６件 

④その他（処理中を含む）                ７５件 

 

主な事例は、次の通りである： 

 

＜移送＞ 

 

〔事例１〕本人確認が不十分で未成年が簡単に高額な決済ができてしまう

オンラインゲーム 

クレジットカード会社から、オンラインゲームの代金として約２９万

円が請求された。１４歳の中学生の息子が１年前くらいからこの会社の

オンラインゲーム（ロールプレイングゲーム）をやっていることは知っ

ていた。ゲーム自体は無料で、ゲームの中で武器やアイテムを買うと有

料になるらしい。息子に尋ねると、無料の範囲で利用しており、父親で
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ある自分のクレジットカードは利用していないという。 

クレジットカードは鍵のかかる鞄に保管しているので、息子が使って

いないというのであれば、不正利用されたのではないか。自分に支払い

義務があるか（男性  ３０歳代  給与生活者）。 

〔処理結果〕 

ゲーム業者に決裁記録の開示を求めたところ、息子は利用を認めない

ものの、息子が利用した可能性が高く、未成年者取消を申し出た。ゲー

ム業者は連絡先の住所が非公開であったり、未成年者取消についてもカ

ード会社からチャージバックがかからないと認めないなど問題があった。

本件については未成年者取消となった。 

 

〔事例２〕高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス業者 

結婚相手紹介サービスの雑誌広告を見て業者の店舗に出向き、１年コ

ースを申し込み約３５万円（入会金、１年分の会費、１年半分の登録済

み会員情報料）を払った。２０人くらいのデータを見て複数の人に交際

を申し込んだが見合いは１度しかできなかった。申し込みから１か月た

たないうちに業者に中途解約を申し出たところ、業者から解約料として

約１９万円を請求された。あまりに高額なので理由を尋ねたら、すでに

一括で情報提供した分約１２万円については返金しないと契約時に説明

したうえ、契約書にも書いてあると言われたが、入会して間がない解約

なので納得できない（３０歳代  男性  給与生活者）。 

〔処理結果〕 

中途解約に伴う解約料等について業者に尋ねたところ、「解約料等につ

いては、当社の契約条項や会員規約に記載されており、相談者にも渡し

ている。また、規約や概要書面については、経済産業省でチェックを受

け、問題ないと言われている」とのことだった。そこで、国民生活セン

ターが業者の主張を確認するため経済産業省に問い合わせたところ、「た

だ見たというだけでチェックをしたわけではない。内容まで立ち入って

いないし、コメントもしていない」との回答であった。また、業者は、「情

報提供料については、ネットが開通すれば１日で対象となる全データを

みることが可能なので、全額請求しており、そのことは文章で記載して

はいないが、解約料の具体的な清算式を記載してある」と説明した。そ

こで、当センターは清算式を記載するだけでは情報提供料を一切返金し

ない旨について書面に記載しているとは言えない、また、相談者は実際

には１ヶ月に３０人足らずのデータしか提供されておらず１８ヶ月分の

情報のすべてが提供されていないので全額請求は特定商取引法の中途解

約の規定に反する、と指摘した。その後、業者から「情報提供料につい

ては見直しをしている。方針が決まったわけではないが、今回は月割り

で計算する」との回答があり相談者も納得したため、請求合計額約７万

円で合意となった。 

 

＜共同処理＞ 

 

〔事例３〕強引に勧誘し、複数契約させた連鎖販売取引業者 

職場の同僚に誘われて知り合いのサロンへ行き、体型補正下着の試着

をして購入契約をした。その際、業者の紹介販売ビジネスに誘われた。

友人を紹介したりもしたが、不要な商品まで強引に購入させるやり方に

疑問を抱いた。研修に参加した際さらに２つの契約を強いられ、２ヵ月

のうちに３つの契約をクレジットで結び２００万以上になった。他に車
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のローンと、エステティック契約の支払いもあり、支払いが困難である。

解約したい（女性、２０歳代、給与生活者） 

〔処理結果〕 

相談者は業者とクレジット会社３社（ＪＣＫクレジット、ファインク

レジット、学研クレジット）に、契約の経緯や解約したい理由を記した

手紙を送った。それにより業者へ事情聴取をしたクレジット会社（ファ

インクレジット）に対して、業者は手紙の内容は全くのうそだと否定し

ていた。そこで国民生活センターでは相談者への書面交付が特定商取引

法に則ったものではなく、書面不交付である旨を指摘し、クレジット会

社へも加盟店指導を依頼しつつ交渉を重ねた。業者は、相談者がビジネ

ス研修に何度も参加したり友人の紹介もしていたこと、商品のほとんど

を使用していることなどからクーリング・オフには応じなかったが、最

終的には２、３件目の契約については既払い金（約１００，０００円）

放棄で解約、使用済みの商品は相談者が引き取るということで合意した。

１件目の契約については相談者の希望で契約を続行することとなった。 

 

〔事例４〕業界基準に従わず関連商品の解約を認めない育毛サービス業者 

体調が悪いせいで外見にも自信がなくなり、電話帳で業者を見つけ問

合わせをした。その後、店に出向いて説明を受け育毛サービスを受ける

ことにし、毎月返済できる金額として１５，０００円を設定され育毛サ

ービスと商品（頭髪ケアー商品等）合計約５０万円の契約をした。その

後、自分は働いておらず収入がないので支払っていくのは無理だと思い、

店に行って解約したいと伝え、そのときに商品も返した。業者は解約手

続きについてはあとで連絡すると言ったが、その後連絡がない。（女性、

２０歳代、無職） 

〔処理結果〕 

業界団体である日本毛髪業協会では「毛髪業界の取引に関するガイド

ライン」を改正し、平成１５年７月から施行、９月１日までに重要事項

説明書または契約書の記載事項の変更などの改定を行うように通知をし

ていた。ガイドラインには、中途解約時のサービスや関連商品の清算に

ついても概ね特商法の特定継続的役務提供に準じて規定がある。しかし、

当該業者は、自社の都合で勝手にガイドラインの適用を平成１６年２月

からとしており、それを盾に強硬な対応であった。国民生活センターで

は、業界団体へ業界基準違反であることを指摘し、クレジット会社へも

加盟店指導を依頼しつつ交渉を重ね、最終的には入会金と施術済み料金

の合計約４万７千円を相談者が支払うことで合意した。 

 

〔事例５〕粉ミルク用小分け容器のキャップで１歳３ヶ月の男児が窒息事

故 

「１歳３ヶ月の男児が粉ミルク用小分け容器のキャップをはずし、口

に入れて遊んでいたところ、キャップを飲み込んでしまった。家族が発

見した際、男児は呼吸をしておらず、顔色も悪かった。すぐに口の中に

指を入れてキャップを取り出そうとしたが、取り出せなかった。救急車

で救急病院に搬送されたが、到着時、男児に意識はなく、心停止状態だ

った。咽頭に栓をする形でキャップが挟まりこんでおり、引き抜くのに

かなりの力を要した。人工呼吸、心マッサージ等蘇生術により心拍は再

開したが、その後自発呼吸はなく、意識は戻っていない。製品に安全上

の問題がないか調べてほしい」という相談が、救急病院の医師からなさ

れた。 
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〔処理結果〕 

国民生活センター商品テスト部で、事故品のキャップの大きさや形状

等に問題がないかテストした。その結果、苦情品は寸法的に小さく、乳

幼児が誤飲した際にのどに詰まらせる危険性があることがわかった。そ

こで、製造者にテスト結果を示し、製造者としてどう考えるかを質問し

たところ、「キャップの形状について設計変更することを早急に検討した

い」との回答であった。後日、製造者よりキャップの形状変更の図面が

提出され、新規生産分より改良型のキャップを採用するとの報告があっ

た。 

 

経由相談実施の効果等の検証については、平成１７年２月に経由相談ホッ

トラインの利用者である埼玉県等、６県市の消費生活センターの相談員に当

センターに集まってもらった上で会議形式のヒアリングを実施した。その概

要は以下の通り： 

 

①ヒアリング対象自治体 

秋田県、仙台市、鹿沼市、埼玉県、新潟県、平塚市 

 

②議題 

○ホットラインについて国民生活センターから説明 

○ホットラインの利用状況 

○ホットラインの回答に対する意見 

○意見交換（ホットラインへの意見・要望） 

 

③ヒアリングの概要 

秋田県：県内に７つのサブセンターがあるが、各サブセンターは相談員

１人だけなのでホットラインを頼りにしている。また、難航案

件の助言、可能であれば移送を期待している。業者の最新情報

がほしい。 

 

仙台市：法的な見解を知りたい時は，所管官庁に問い合わせているが、

グレーゾーンのときにホットラインに電話している。国センの

あっせん事例をもっと知りたい。 

 

鹿沼市：自分たち相談員はまだ経験年数が浅いので、ホットラインを非

常に頼りにしており、「命綱」という感じである。具体的な処理

方法に関するノウハウをアドバイスしてもらえるのはもちろん、

精神的に追い込まれた時など、相談するだけで安心することが

できる。 

 

埼玉県：受付センターの相談員に知識が足りなかったのかもしれないが、

ＩＴ関連の説明がわかりにくかった。 

 

新潟県：業者交渉の手触り、感触を得たい時に問い合わせている。 

 

平塚市：ネットトラブルが非常に多いが、システム自体がわからないの

でホットラインに問い合わせている。また業者交渉のポイント

をつかみたい時、技術的なこと（メカニック）について知りた

い時に利用している。広域化している案件については統一処理
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してほしい。 

 

※上記以外に、複数の自治体から移送や共同処理の基準があれば教えて

ほしい、との意見が寄せられた。 

 

今後は上記のヒアリングの結果を踏まえ、更に適切な支援ができるように

していく。 

 

４）消費者苦情処理専門委員会 

 

－年度計画内容－ 

都道府県の苦情処理委員会や地方センター等の苦情処理の推進に資するため、小

委員会を活用するなど柔軟な運用に努め、年度内に４件以上の情報提供を行う。 

 

◎業務の概要 

 

当センターが受理した製品関連事故や取引・契約関係の苦情相談において高

度な法的判断を要する事案等について、当センター理事長からの諮問に応じ、

公正かつ中立的な立場から助言等を行い、その適正な解決を図ることを目的に

設置されている。専門委員会では、事案ごとに小委員会を設け、助言等を行っ

ている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

内部の諮問候補の検討会議を経て、事例の収集、関連判例の収集等を行い、「自

動車販売業者の倒産にかかわる消費者トラブル」及び「携帯電話端末の交換等

に伴う有料コンテンツ引継ぎのトラブル」の２テーマについて、それぞれ３回

計６回の小委員会を開催した。その結果を取りまとめたものを、各地の消費生

活センター及び苦情処理委員会等に対して情報提供を行った。 

当該２テーマの概要等は以下の通り： 

 

①自動車販売業者の倒産にかかわる消費者トラブル 

公表日：平成１６年８月４日 

概  要：相談内容 

自動車販売業者に３００万円の新車購入の申込みをした。契

約の際、信販会社にボーナス一括払いを勧められ、クレジット

１回払いで購入した。ところが販売業者は契約して１ヶ月もし

ないうちに、納車しないまま倒産した。自動車は未登録である。

信販会社に対して支払停止の抗弁書を提出しているが、クレジ

ット１回払いは割賦販売法の適用外としてこれを認めず、支払

わなければ差押えもできる、と言っている。支払わなければな

らないのか。 

小委員会の結論 

消費者が結んだクレジット契約は、あくまでも売買契約に基

づいて自動車の引渡しを受けることを前提としたものである。

よって、消費者が販売業者の倒産により自動車の引渡しを受け

られなくなったにもかかわらず、信販会社の消費者に対する支

払請求を認めることは、自動車の引渡不能のリスクを何ら過失

のない消費者に負担させることを意味し、信義則（民法１条２
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項）に反する。 

 

②携帯電話端末の交換等に伴う有料コンテンツ引継ぎのトラブル 

公表日：平成１７年３月２５日 

概  要：相談内容 

携帯電話端末に不具合が発生したため、無償で交換されたが、

交換前にダウンロードした有料コンテンツは著作権上の問題か

ら新しい携帯電話端末に移すことができないと言われた。交換

の原因は携帯電話会社にあるにもかかわらず、有料で取得した

コンテンツを失うのは合理性がなく、納得できない。支払った

情報料を返還してほしい。 

小委員会の結論 

携帯電話端末に不具合がある場合、携帯電話会社は携帯電話

端末の売買契約上の売主の義務として、瑕疵のない携帯電話端

末と交換しなければならない。他方、携帯電話会社は販売した

携帯電話端末に不具合があったとしても、消費者がダウンロー

ドしたコンテンツを新しい携帯電話端末に引継ぐ作業を行う義

務までは原則として負わないと解される。著作権法上、携帯電

話会社がコンテンツを引継ぐことは許容されないと考えざるを

得ず、同法上許されないと考えられる行為を携帯電話会社が債

務内容として負っているとはいい難いからである。しかし、こ

のことはコンテンツが失われてしまうことについての携帯電話

会社の金銭賠償の責任を免れしめるものではない。このような

結果は、瑕疵ある携帯電話端末を供給した携帯電話会社の債務

不履行によって引き起こされたものであるし、消費者が携帯電

話端末に取得したコンテンツを失わせることについて不法行為

責任が成立するともいえるからである。従って、携帯電話会社

は、消費者が取得したコンテンツが引継がれないことによる損

害を賠償する責任がある。なお、携帯電話会社は契約約款によ

り、この責任を否定しているが、消費者契約法に抵触し、当該

免責条項は無効と考えられる。 

要望等：消費者に負担を強いる事のない方策を講じるよう、（社）電気通信

事業者協会に対策を要望し、文化庁にも情報提供した（平成１７

年３月）（再掲）。 

効果等：要望の結果、（社）電気通信事業協会より「消費者に不利益が生じ

ないよう種々務めている」ことと、「文化庁に対して著作権法の改

正要望を行っている」等の回答を得た（平成１７年４月２２日付）

（再掲）。 

 

上記２点の他に、平成１６年度内に新たな案件として、「中古車の売却の際の

キャンセル料のトラブルについて」の検討を、平成１７年３月末に開始した。 

当センターから提供された情報の地方センターでの活用状況については、各

地の消費生活センターにおいて同種の苦情相談を受付けた際に、小委員会の助

言を参考に相談処理を行った例がある。例えば「自動車販売業者の倒産にかか

わる消費者トラブル」については、クレジット１回払いであっても支払停止の

抗弁を認めるよう信販会社と交渉し、「携帯電話端末の交換等に伴う有料コンテ

ンツ引継ぎのトラブル」については、携帯電話端末の不具合が原因による交換

等の場合、有料コンテンツの情報料の返還等の対応をするよう携帯電話会社に

交渉している。 
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なお、消費者苦情処理専門委員会の運営には下記の通りの留意点がある： 

 

①諮問すべき事案の希少性 

当センターでは、「高度専門相談」を実施し、解決が困難な専門的な事案

については弁護士や建築士等の協力を得て機動的に相談処理を行っており、

消費者苦情処理専門委員会への諮問に至るものは極めて少なくなるのが現

状である。「斡旋不調」は非常に少なく、この中には、消費者の申立内容に

無理があるケースや、事業者が最初からまったく処理に協力しないケース、

消費者が処理の長期化を望まないケース、個別案件で処理の参考としての

広がりのないケース、法的に考察する論点が乏しいケースなど多様な相談

が含まれている。諮問直前に「斡旋解決」するケースもある。 

 

②助言等までに要する時間 

諮問事案の検討から助言等の実施にいたるまで、様々な手続き（諮問文

の作成→諮問文の委員長説明→諮問決裁手続→小委員会委員の選定・指名

手続き→小委員会の開催手続き→助言の報告手続き等）を経る必要があり、

これと平行して審議のために必要な事業者調査や関係書類の収集等を行う

ため、１事案を解決するまでに最低でも４ヶ月程度の時間を要する。 

解決困難な重要な事案であればあるほど、法的な検討にもさらに時間を

要する。 

 

５）苦情処理・紛争解決に関する総合的窓口機能の整備 

 

－年度計画内容－ 

政府内におけるＡＤＲ機関の連携等に関する検討の動向等を踏まえ、消費者トラ

ブルに係る総合的窓口としての機能整備について検討を行う。 

 

◎業務の概要 

 

消費者がトラブルに巻き込まれた際に、より多くの選択肢の中から適切な問

題解決手段や問題解決を支援する機関を選択できるよう裁判外紛争解決（以下

「ＡＤＲ」）の充実とＡＤＲ機関の連携が必要であり、「裁判外紛争解決手続の

利用の促進に関する法律」が平成１６年１２月に成立した。今後は同法に基づ

き、新たに認証されるＡＤＲ機関も含め、ＡＤＲ機関が更に連携して様々な紛

争を解決する担い手として活躍することが期待されている。 

ＡＤＲ機関との連携については、現段階において十分な連携が図れていると

は言えず、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づいて認証され

る新たなＡＤＲ機関との連携のあり方に至っては、同法の完全施行及び認証Ａ

ＤＲが現出するのを待つ必要がある。 

当センターは消費者トラブル解決のための機関であり、消費者トラブルに係

る総合窓口機能の整備については、平成１９年の裁判外紛争解決手続の利用の

促進に関する法律完全施行を睨みつつ、検討を進める。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度においては、関係部局において以下３点の事項を行った： 

①「司法制度改革」「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案」など、

政府レベルでの動き、民間ＡＤＲ機関に関する情報収集。 
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②当センターが行っている相談処理業務と、新生・既存ＡＤＲ機関が行って

いる紛争処理業務との連携についての検討。 

③法務省に認証されたＡＤＲ機関リストなど、当センター運営のホームペー

ジに掲載するのに相応しい情報についての検討。 

 

取り組みにあたっては、関連部署を企画調整課（事務・各種取りまとめ）、相

談調査部（ＡＤＲ関連の情報収集）、広報交流部（ホームページを通じての情報

提供）が分担して情報収集と各種検討を行った。ホームページにおけるＡＤＲ

関連の系統的な情報提供等の実現に向け、今後更に検討を進めていく。 

なお、ＡＤＲ関連の情報については、司法制度改革推進本部ＡＤＲ検討会資

料、ＡＤＲに関連する各種著作物、都道府県等における苦情処理委員会等の付

託案件等を収集した。 

また、法務省が主体となって推進している「総合法律支援（司法ネット）」の

中心的実施機関となる予定の「日本司法支援センター」立上げ作業に協力する

ため、センターが長年に渡って蓄積してきた相談処理業務に係る知識・経験等

を提供した（平成１６年９月）。 

「日本司法支援センター」立上げに向けての協力の経緯と対応概要について

は別添資料３２を参照。 

 

（４）関係機関への情報提供 

 

当センターでは、一般消費者に向けた情報提供に加え、各地の消費生活センター

や行政への情報提供も行っている。この情報提供活動は、直接的ではないものの、

間接的には消費者利益に資するため、一般消費者向けの情報提供と同様重要視して

いる。特に行政機関向けの情報提供については、法改正や行政指導に繋がるため、

その重要性は高い。 

各地の消費生活センター向けに提供される情報の主たるものとして「ＰＩＯ－Ｎ

ＥＴ通信」があり、この情報を通じてＰＩＯ－ＮＥＴシステム運営の円滑化や情報

の精度向上を図っている。この「ＰＩＯ－ＮＥＴ通信」や、前出の「消費生活相談

緊急情報」と「製品関連事故情報」については、より迅速に提供するための手段構

築が必要と認識されていることから、中期計画において電子的な配信の仕組み確立

を掲げており、平成１６年度はその基礎となる情報セキュリティポリシーの基本方

針と対策基準を策定した。 

また、各種消費者団体や、業界の健全化を目的に設置された各種事業者団体との

交流も深めており、当センターが収集した情報と各団体が持つ情報を交換し、お互

いに活用することで消費者保護の相乗効果を図っている。 

また、平成１６年度においては、「くらしの情報交流プラザ」を開設し、既に交流

のある各種団体に加え、増えつつあるＮＰＯとの交流を可能にする環境整備を行っ

た。 

 

１）地方センターへの情報提供 

 

ⅰ．「ＰＩＯ－ＮＥＴ通信」の発行 

 

－年度計画内容－ 

地方センターにおけるＰＩＯ－ＮＥＴの安定的な運営に資するため、ＰＩＯ

－ＮＥＴ運営に関する情報を掲載した「ＰＩＯ－ＮＥＴ通信」を月１回作成し、

地方センターに提供する。 

 



 59

◎業務の概要 

 

ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の収集にあたっては、相談カードの精度維持が重要であ

るが、そのためには各地消費生活センターの相談員が相談カードの記載方法や

キーワード付与にあたって、できるだけ同質のレベルを維持する必要がある。

そのためにＰＩＯ－ＮＥＴ通信は、相談カードの書き方、分類の仕方、キーワ

ードのふり方等について、間違いの多い項目、新たに決めた事項、相談員から

の質問が多く寄せられる事項など、その時々に必要な情報を掲載している。ま

たＰＩＯ－ＮＥＴに関する種々の連絡事項も知らせており、年１２回発行する

こととしている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度に１２回発行したＰＩＯ－ＮＥＴ通信のテーマと内容は下表

の通り： 

 

SNO 発行年月 通信テーマ 

1 
平成１６年

４月 

・相談情報「全国版」の検索利用時間について 

・相談情報のセンターコードについて 

・「まつ毛パーマ」関連相談データの修正について 

・「外国為替証拠金取引」関連相談データの修正について

2 ５月 

・内容別分類の定義をもう一度確認して下さい！ 

・“商品”との関連性のない複合サービス会員の会費請求

に関するトラブルは「Ｐ００」に分類して下さい！ 

3 ６月 
・廃止した商品別分類・商品キーワードを使わないで下さ

い！ 

4 ７月 
・「ＰＩＯ－ＮＥＴ分類・キーワードマニュアル（２００

０年度版）」等の送付について 

5 ８月 

・死亡した人への架空請求は、契約当事者の年齢を空欄に

して下さい 

・契約購入金額が不明で、既支払額が０円の場合の契約購

入金額欄 

6 ９月 
・継続的役務の中途解約の場合における「解決内容」につ

いて 

7 １０月 

・件名等に「ショートメール」や「Ｃメール」とは書かな

いで下さい 

・集計機能（ＥＸＰＡＮＤ集計）利用時の不具合について

8 １１月 
・個人情報を不正に入手されたことが問題となる相談の分

類について 

9 １２月 

・法律事務所名で送付されてきた不審な連絡に関する相談

について 

・年末・年始のＰＩＯ－ＮＥＴ利用について 

10 
平成１７年

１月 

・「処理結果」欄の「１他機関紹介」「２助言（自主交渉）」

「３その他情報提供」の違い 

11 ２月 
・住宅リフォームに関する相談の「第１商品キーワード」

は「リフォームサービス」ではありません 

12 ３月 
・２００５年４月から、カードの書き方が変わります！ 

・２００５年４月から、指定ワードが変わります！ 
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ⅱ．地方センターへの情報提供 

 

－年度計画内容－ 

地方センターへ提供する情報の内容、迅速に情報提供するための手段及び情

報漏洩防止策について検討する。 

 

◎業務の概要 

 

当センターから地方センターに行う情報提供の中には、苦情相談の多い事

業者名や悪質な事業者名が記載された「消費生活相談緊急情報」のように情

報漏洩に特段の配慮が必要な機密性の高い情報もあるが、急増している消費

者被害事例などの緊急情報を地方センターに一層迅速に提供するために、「消

費生活相談緊急情報」等を電子媒体等の手段を用いた方法で情報提供を行う

ことについて検討することとしている。 

そこで、平成１６年度は、その情報提供を実施するに先立ち、機密性の高い

「消費生活相談緊急情報」等を電子媒体で提供する際の情報漏洩防止策につい

て検討する。 

 

◎年度計画実施状況 

 

情報漏洩防止策は当該組織として体系的に行う必要がある。 

そこで、当センターとしての情報セキュリティポリシーの基本方針と対策

基準を策定することとした。 

なお、情報セキュリティについては、その具体的方策等に関する情報につ

いては、セキュリティに関する事項という性質上、公開情報が少ないことか

ら、また、その策定に当たっては、他の行政機関等の動向等を参考にする必

要もあることから、外部専門家のコンサルテーションを受けつつ作業を実施

した。 

その結果、情報セキュリティポリシー基本方針（案）について、平成１６

年１２月に作成した。併せて、個人情報管理規程（素案）についても作成し

た。 

その後、基本方針に基づく対策基準案の検討を開始した。これと同時に当

センター内の情報資産調査及び重要な情報システムについてリスク分析を実

施した。そして、情報資産調査結果の情報の重要度を考慮しつつ対策基準案

を検討し、さらにその後、中間報告に対する意見等も踏まえ、かつ個人情報

管理規程（案）との整合性を図った対策基準案を作成し、平成１７年３月末

に決定した。 

策定した基本方針に基づく対策基準の中で、「遠隔地にあるシステムへのア

クセス」を定め、その中で、地方センターとの電子的情報交換等については、

情報漏洩防止策の一環としてＰＩＯ－ＮＥＴ用回線網を活用する方向性を示

した。 

なお、地方センターに対する電子媒体による情報提供について、情報漏洩

防止策の観点からＰＩＯ－ＮＥＴ回線網を活用するためには、現在のＦＲ

網・ＩＮＳ－Ｐ網から、閉鎖性の高いネットワーク網に変更する必要がある。

このことは、試算によれば、同時にＰＩＯ－ＮＥＴ回線網にかかる経費の大

幅な削減に資することにもなるため、平成１７年度の年度計画として掲げ、

実現に向けての作業を行うこととなっている。 
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２）行政機関等との情報交流 

 

ⅰ．行政機関からのＰＩＯ－ＮＥＴ情報提供依頼への対応 

 

－年度計画内容－ 

行政機関からのＰＩＯ－ＮＥＴ情報に関する情報提供依頼に積極的に対応す

る。 

 

◎業務の概要 

 

各省庁では、各々で所管する法律に基づき、消費者と事業者間で適正な取引

が行われるよう、法執行活動が行われている。そのような活動を行う際、当セ

ンターが運営するＰＩＯ－ＮＥＴに登録された消費者相談情報がまさにその

有用な情報にあたることから、ＰＩＯ－ＮＥＴデータを各省庁の要請に応じ、

積極的に対応することで、消費者被害の未然防止、拡大防止に資することとし

ている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度は下表の通り依頼があり、回答した： 

 

国会 内閣府 経済産業省 その他省庁 合計 

９６件 １３９件 ３０３件 ９７件 ６３５件 

 

なお、平成１５年度における対応状況は下表の通り： 

 

国会 内閣府 経済産業省 その他省庁 合計 

１件 ８１件 ４６０件 １３２件 ６７４件 

 

上記対応の中で特筆すべきものは以下の通りである： 

 

①消費者保護基本法の改正（平成１６年６月２日改正。『消費者基本法』に名

称変更）に向けた内閣府への情報提供 

 
消費者保護基本法改正の検討に係る参考資料として、ＰＩＯ－ＮＥＴ情

報の提供を行った。 
具体的には、販売方法別の相談件数、年齢別の相談件数などについて情

報提供を行った。 
 
②特定商取引法の改正（下記参照）に向けた経済産業省への情報提供 
 

特定商取引法改正の検討に係る参考資料として、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の
提供を行った。 

平成１６年改正  （改正内容）悪質な訪問販売等に対する規制強化及
び民事ルールの整備等 

提供情報：「点検商法」などに関する相談情報 
 

なお、情報提供先である経済産業省による特定商取引法違反による行政処分

実施状況については、別添資料３３を参照。 
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（参考）その他にも、政府・審議会・政党等の要請に応じ、以下の様な対応を

行った： 

 

①第１７回金融審議会金融分科会第一部会 

日時：平成１６年５月２６日（水）１０：００～１２：３０ 

場所：中央合同庁舎第４号館 共用第１特別会議室 

議題：外為証拠金取引の現状等 

説明者：相談調査部長 

 

②自民党 内閣部会・生活安全関係団体委員会合同会議 

日時：平成１６年６月１０日（金）８：００～９：００ 

場所：自民党本部７０７号室 

議題：探偵社・興信所に関する新たな法制度の検討についてヒアリング 

説明者：情報分析部長 

 

③国民生活審議会 第２回消費者団体訴訟制度検討委員会 

日時：平成１６年７月２日（金）１０：００～１２：００ 

場所：中央合同庁舎４号館 共用第１特別会議室 

議題：消費生活相談における約款中の不当条項及び不当な勧誘行為につ

いて 

説明者：相談調査部長 

 

④民主党 消費者団体訴訟制度ワーキングチーム 

日時：平成１６年１２月８日１６：００～１６：３０ 

場所：衆議院第二議員会館第４会議室 

議題：架空・不当請求の現状について 

説明者：相談調査部長 

 

⑤第２８回金融トラブル連絡調整協議会 

日時：平成１７年１月３１日（月）１０：３０～１２：１０ 

場所：中央合同庁舎４号館  金融庁特別会議室ＡＢ 

議題：金融トラブルの苦情紛争事例のケース・スタディ 

説明者：相談調査部長 

 

⑥自民党 オレオレ詐欺撲滅ワーキングチーム 

日時：平成１７年２月１日（火）１２：００～１３：００ 

場所：自民党本部７０６号室 

議題：架空・不当請求による新手の犯罪について 

説明者：相談調査部長 

 

⑦自民党 内閣部会 調査業に関するワーキングチーム 

日時：平成１７年３月８日（火）８：３０～９：２０ 

場所：自民党本部７０２号室 

議題：「探偵業新法」（議員立法）要綱素案についての意見（興信所に関

する苦情相談及び主な事例） 

説明者：情報分析部長 

 

⑧民主党 人権消費者問題プロジェクトチーム 

日時：平成１７年３月１０日１６：００～１６：３０ 
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場所：衆議院第二議員会館第４会議室 

議題：ＰＬ法成立から現在に至るまでの経過 

説明者：情報分析部調査役  他 

 

⑨自民党 内閣部会 消費者問題に関するプロジェクトチーム 

日時：平成１７年３月３０日（水）８：００～９：００ 

場所：自民党本部７０２号室 

議題：「消費者団体訴訟制度の骨格」についてヒアリング 

説明者：理事長 

 

ⅱ．法令に基づく情報照会への対応 

 

－年度計画内容－ 

法令に基づく裁判所、警察、弁護士会からの照会について、ＰＩＯ－ＮＥＴ

情報や相談処理を行う中で把握した情報を活用して対応する。 

 

◎業務の概要 

 

センター宛の法令に基づく情報照会には、主に以下の３つがある： 

 

①警  察：刑事訴訟法第１９７条第２項による照会（捜査関係事項照会書） 

②裁判所：民事訴訟法第１８６条による照会（調査嘱託） 

③弁護士：弁護士法第２３条の２による照会 

 

警察からの照会については、悪質業者の逮捕・摘発を行うための捜査におけ

る参考資料として、また、裁判所・弁護士会からの照会については、消費者問

題関連裁判の参考資料として活用するために行われるものである。 

当センターがこれら法令に基づく情報照会に対応することは、間接的に消費

者利益の擁護に繋がっている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度は、２０３件の照会があり、その全てに適切な対応を行った。 

内訳は、弁護士会１１８件、警察７２件、裁判所１３件である。 

なお、平成１５年度実績との比較は下表の通りであり、平成１６年度はよ

り多くの消費者利益擁護に繋がった： 

 

 平成１５年度 平成１６年度

弁護士会 １０１ １１８

警察 ５４ ７２

裁判所 １１ １３

 

３）消費者団体、事業者団体、ＮＰＯ等との情報交換 

 

ⅰ．消費者フォーラムの開催 

 

－年度計画内容－ 

消費者フォーラムを開催し、参加者から５段階評価で４以上の満足度の評価

を得るよう実施する。 
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◎業務の概要 

 

平成６年度にスタートした全国消費者フォーラムは、各地で活躍する消費

者団体等の活動内容を全国的に紹介する唯一の機会を提供する場になってい

る。全国消費者フォーラムは、地域の消費者団体等の実践活動をより多くの

消費者、市民の方々に知ってもらい、フォーラムに参加した方々との情報交

換を通じて、さらに団体の活動を充実してもらうことを主眼に開催している。

毎年５０近い団体が発表し、参加者は６００人近くに上る。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度は、３６年振りに改正された消費者基本法の中で新たに規定

された「消費者の権利」をテーマに、平成１６年１２月に開催した。参加者

は、想定参加者６５０人に対し６５４人であった。参加者の内訳は以下の通

り： 

午前（公開講座）：参加者５０９人（一般４２４人、発表関係者  ６８人、

招待者・報道関係者１７人） 

午後（分 科 会）：参加者６５４人（一般５２４人、発表関係者１１６人、

招待者・報道関係者１４人） 

今回は、午前に公開講座「消費者を育む－情報処理力と情報編集力」を行

い、午後は６つの分科会に分かれ４６グループが活動報告を行った（分科会

の内容については別添資料３４を参照）。 

参加者にアンケート調査を行った結果、５段階評価（非常に良かった  良

かった  どちらともいえない  良くなかった  全く良くなかった）で４．８

の評価だった。なお、同アンケートで来年度参加の意向を尋ねたところ７５％

の人が参加希望との回答であった。 

消費者フォーラム実施の際の想定参加者算定式は、以下の通りである： 

 

前回の実参加者数×開催内容 

 

消費者フォーラムは一般の方々を対象としたイベントであり、関心が高く、

話題性のあるテーマをその都度取り上げ、平易で分かり易く著名な講師を選

定するなどして、参加者数増を図っている。 

 

ⅱ．事業者団体等との意見交換 

 

－年度計画内容－ 

平成１６年度内に、４以上の事業者団体等と定期的な意見交換会を開催する。

 

◎業務の概要 

 

国民生活センターが消費者問題を扱う団体と交流を持ち、意見を交換する

ことは、相談処理をはじめ、国民生活センターの様々な業務にとって重要な

情報源となる。消費者団体との定期的な懇談会は、日頃より活発に活動して

いる消費者団体との交流を深め、意見交換等によって得た情報を業務運営に

反映させることを目的として開催されている。 

また、事業者が組織する業界団体とも定期的に懇談会を開催し、消費者問

題の解決に役立てている。 
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◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度においては、消費者団体、事業者団体等との懇談会を５回実

施した。各懇談会の概要は以下の通り： 

 

①消費者団体との懇談会 

開催日時：平成１６年７月２３日（金） 

参加団体：主婦連合会                  日本消費者協会 

全国消費者団体連絡会        日本消費者連盟 

全国地域婦人団体連絡協議会  日本生活協同組合連合会 

東京都地域消費者団体連絡会 

議事内容：○国民生活センターの活動状況報告 

＊国民生活センターが収集した消費生活相談情報件数やホ

ームページを活用した情報提供について説明。 

＊国民生活センターの予算について、独立行政法人化に伴い

若干の予算体系の変更があったことを説明。 

＊組織改編を実施し部署名や中身を変更し効率的な業務の

遂行が可能になったことを報告。 

○意見交換 

＊中核機関としての商品テストの充実 

＊架空請求関連相談への更なる対応について 

○各消費者団体の活動報告 

＊主婦連合会： 

Ｎｏｘ測定の実施、様々なテーマでの勉強会等の開催に

ついて 

＊全国消費者団体連絡会： 

消費者団体訴訟制度の研究会の設置と団体訴訟を担える

団体づくりについて 

＊全国地域婦人団体連絡協議会： 

消費者団体の横の連絡を強めるための活動について 

＊東京都地域消費者団体連絡会： 

欠陥展の開催、レジ袋の削減調査の実施、廃棄に関わる

問題提起について 

＊日本消費者協会： 

「月刊消費者」等の出版、電化製品の比較テスト、各種

講座等の実施と「消費生活能力検定試験」の立ち上げに

ついて 

＊日本消費者連盟： 

「食の安全監視市民委員会」の立ち上げ、「遺伝子組み替

え食品いらないキャンペーン」の実施について 

＊日本生活協同組合連合会： 

地方の消費生活条例改正のための見直し活動や団体訴訟

制度と団体組織の強化への取り組みについて 

 

②（社）日本広告審査機構（ＪＡＲＯ）との懇談会 

開催日時：平成１６年１２月２０日（月） 

議事内容：○（社）日本広告審査機構の近況報告（運営・審査状況） 

＊平成１６年度は家電量販店についての苦情が多かったこ

とや学習塾の合格者表示の問題について説明。 
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＊広告に掲載されている商品が実際には店にないというも

のが多いため警告を行った事例や、食品に関する事例が

多かったこと、小売・通信に関する事例がトレンドにな

っていること等の報告。 

○国民生活センターの最近の活動について 

＊年度計画に基づいて年間２０テーマの情報提供を行うこ

と及び情報提供の内容について説明。 

＊「個人情報保護法全面施行への対応」「相談カード直接作

成システムの導入」「ＡＤＲとの連携」「『くらしの情報交

流プラザ』の開設」「消費者団体訴訟制度への対応」につ

いて。 

○意見交換 

＊国民生活センターが公表した「美容医療」に関する調査

研究について 

 

③（社）生命保険協会との懇談会 

開催日時：平成１７年１月１９日（水） 

議事内容：○生命保険業界の最近の動向や取り組みについて 

○生命保険協会・生命保険文化センターの消費者対応活動に

ついて 

＊生命保険業界の業績推移について 

＊税制改正への意見・要望やスタンダードの確立等の重点

業務について 

＊生命保険に関する相談・苦情への対応状況について 

○国民生活センターの最近の活動状況について 

＊ＰＩＯ－ＮＥＴ情報にみる生命保険に関する相談件数の

状況について 

＊生命保険に関する最近の相談事例について 

○意見交換 

＊相談の傾向について 

＊根拠法のない共済等について 

 

④（社）日本損害保険協会との懇談会 

開催日時：平成１７年２月７日（月） 

議事内容：○（社）日本損害保険協会の最近の活動について 

＊「社会的責任」に関する報告書作成と広報活動について 

＊損害保険に対する理解促進のための取り組みについて 

＊損害保険に関する相談や苦情への対応について 

○国民生活センターの最近の活動について 

○国民生活センターの活動状況について 

＊ＰＩＯ－ＮＥＴ情報にみる損害保険に関する相談件数の

状況について 

＊個人情報保護に関する対応状況について 

○意見交換 

＊個人情報保護法への対応について 

＊地震等への保険会社の対応について 

＊相談員・教員への情報提供について 

＊銀行窓販と損害保険の問題について 
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⑤（社）日本訪問販売協会との懇談会 

開催日時：平成１７年２月１６日（水） 

議事内容：○最近の訪問販売業界の動向について 

＊訪問販売員教育指導者資格制度について 

＊会員企業を対象に改正特商法と個人情報保護法の説明会

開催について 

○国民生活センターの最近の活動について 

＊ＰＩＯ－ＮＥＴ情報にみる訪問販売に関する相談件数の

状況について 

＊個人情報保護に関する対応状況について 

○意見交換 

＊国民生活センターが公表した「訪問販売業界等の自主ル

ールに係る問題点と改善策」について 

＊連鎖販売について 

＊個人情報についての相談対応や高齢者向けの基準作成可

否について 

 

消費者団体との懇談会を通じ、商品テストの充実等、消費者団体が国民生

活センターに望むことを直接聞くことができ、業務運営の参考となった。 

各事業者団体と懇談会を定期的に開催することで、最近の業界の動きを知

るとともに、当センターから事業者団体に対して要望や意見を伝えている。

また、個人情報保護法との関連では、各事業者団体がどのような取り組みを

行っているか、認定団体となることも考えているのか等の情報を収集するこ

とができ、今後の協力体制についても検討する上で有益であった。 

なお、当センターから事業者団体に対して要望や意見を懇談会の場で伝え

ているが、業界運営にどのように反映されているかについての情報は得られ

ていなかったので、次回からは当センター側が伝えた要望や意見が各団体で

どのように対応されたかについての情報交換も実施する。 

 

ⅲ．「くらしの情報交流プラザ」の開設 

 

－年度計画内容－ 

消費者団体やＮＰＯが活動や交流のために、利用できる場所となる「くらし

の情報交流プラザ（仮称）」を平成１６年度前半に開設する。 

◎業務の概要 

 

「くらしの情報交流プラザ」は、生活問題・消費者問題に取り組んでいるＮ

ＰＯ（特定非営利活動法人）、消費者関連団体を中心とした幅広い人々、団体

の情報交流、ネットワークづくりを目的として、平成１６年１０月１日に、当

センター東京事務所３階に開設された（俯瞰図は以下の通り）： 

 



 
 

「くらしの情報交流プラザ」の設備概要は以下の通りである： 

◇ミーティングスペース：打ち合わせや情報交換などに利用。 

◇情報コーナー：ＮＰＯ、消費者関連団体のニュースレターなどが閲覧可

能。 

◇資料コーナー：ＮＰＯなどに関係する書籍、ＮＰＯ、消費者関連団体の

調査報告書などが閲覧可能 

 

「くらしの情報交流プラザ」の運営内容は以下の通りである： 

資料コーナー、情報コーナーの設置により、ＮＰＯの活動記録などを中

心に生活関連情報の収集と提供を図る。 

◇当センターのホームページ上に「くらしの情報交流プラザ」のコーナー

を設け、そのコーナー内に生活問題・消費者問題に取り組む団体のデー

タベースを作成・運用している。 

◇消費者問題に関する最近のテーマを設定し、ゲストスピーカーを招いて

の講演を中心とした「くらしの情報交流プラザ☆さろん」を開催（毎月

第２水曜日の１８：００から２０：３０）。 

 

◎年度計画実施状況 

 

「くらしの情報交流プラザ」を開設するため、ＮＰＯや消費者団体の専門

家による運営懇談会（委員４名で構成）を２回、企画部会（委員４名で構成）

を４回開催し、「くらしの情報交流プラザ」の運営方針や「くらしの情報交流

プラザ☆さろん」での討議・意見交換のテーマについて検討を行った。 

運営懇談会では、「『くらしの情報交流プラザ』の大きな目的は、情報の収

集と発信、交流の場で、そのために『国民生活センターが黒子になって異分

野の人達の交流の場にすること』『多くのジャンルの方への場所提供とし、国

民生活センターは一歩引いて任せる』」「サロンの運営については、企画部会

を作り、検討すべき」との意見が出された。 

これを受け、企画部会でサロンの運営について議論した結果、以下の意見

が出された： 

◇名称は「くらしの情報交流プラザ☆さろん」とする 

◇開催日は皆が参加しやすい水曜日の１８時から２０時半に 

◇「くらしの情報交流プラザ☆さろん」で取り上げるテーマとしては、当

センターのホットな情報やＮＰＯ、消費者団体が関心を持っているテー

マで当面行う 

◇月２回位夜間（２０時半位まで）プラザ室を利用できるようにしたらよ
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い 

 

各種検討の結果、平成１６年１０月１日付で「くらしの情報交流プラザ」

をオープンさせることができ、同年１０月２０日には、記念シンポジウム（テ

ーマ「くらしの安心をともに築く－消費者団体とＮＰＯ、国民生活センター

の情報交流・連携を考える－」）を開催した。 

「くらしの情報交流プラザ☆さろん」については、平成１６年１１月１０

日に開催された第１回を皮切りに、毎月１回のペースで計５回を開催した。 

概要は以下の通り： 

第１回（参加人数：２４人） 

開 催 日：平成１６年１１月１０日（水） 

テ ー マ：ＰＩＯ－ＮＥＴシステムの概要 

落語で学ぶ「高齢者が契約させられた布団の訪問販売」 

第２回（参加人数：２３人） 

開 催 日：平成１６年１２月８日（水） 

テ ー マ：私の年金は大丈夫？－女性の年金問題をどう考えていくか－ 

第３回（参加人数：２４人） 

開 催 日：平成１７年１月１２日（水） 

テ ー マ：被災からの生活再建 

◎「しんさい生活１１０番」を実施して 

◎阪神・淡路大震災から１０年、教訓は生かされたか？ 

第４回（参加人数：２０人） 

開 催 日：平成１７年２月９日（水） 

テ ー マ：ＮＰＯと企業をどうつなげていくか、協働して何ができるか 

－企業の消費者対応窓口の現場から－ 

第５回（参加人数：２６人） 

開 催 日：平成１７年３月１０日（木） 

テ ー マ：介護サービスの質と評価 －改正を介護の現場から考える－ 

 

（開催内容を周知するための資料「くらしの情報交流プラザ通信」につい

ては別添資料３５を参照）。 

 

（５）研修 

 

当センターが行う各種研修は、主に以下の職種に就いている方々を対象に行われ

ている： 

１）地方公共団体の職員 

２）地方公共団体等の消費生活相談員 

３）消費者団体の職員 

４）企業の消費者対応部門の職員等 

５）小学校、中学校、高等学校の教員等 

上記の内、各学校の教員等は平成１５年度からの新たな対象であり、教育現場に

おける消費者教育の重要性を認識しての取り組みである。 

各種研修の実施にあたっては、相模原事務所にある研修施設を活用しての研修の

他、地方からの要望を踏まえ、中期目標期間中は３分の１以上を地方都市において

実施することとしている。こうすることで、全国に展開する消費生活センターにて

各種業務に従事する方々の活動を支援し、最終的には消費者の利益擁護につながる

ものと考えている。 

また、常に効果的な研修を開催するため、各研修の受講者に対するアンケート調
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査を実施しており、平成１６年度においては５段階表かの総平均が「４．４」とな

り、充実した研修実施のための様々な工夫や努力が実った形となっている。 

なお、研修については教育研修部が中心的な役割を果たしているが、情報分析部

によるＰＩＯ－ＮＥＴ端末機設置センターの職員を対象にしたシステム関連の研修

も実施されている。 

また、外部の団体が催す会議・会合において当センターの役職員が講演を行った

り、出版物に寄稿したりして、様々な形での研修を実施し、普及啓発に努めている。 

 

１）研修 

 

ⅰ．地方公共団体職員を対象とした研修 

 

 

－年度計画内容－ 

地方公共団体の職員を対象とする研修を４コース実施する。 

 

◎業務の概要 

 

当センターは、発足時（昭和４５年）から地方公共団体職員を対象とする

研修の開設準備に着手し、翌年度から開講した。当時は、消費者行政の歴史

がまだ浅く、都道府県において消費生活センターの開設が相次ぐなか、消費

者行政を担う職員の育成が急務となっていた。それ以降３４年間にわたり、

当センターは、消費者行政を担う職員の研修をわが国で唯一実施し、現在、

主に新任の消費者行政担当職員・管理職の方々を対象にした講座を開設して

いる。担当職員・管理職の方々は直接相談業務に携わるケースは少なく、被

害の未然防止のための施策を企画・立案する業務を担当している方が多く、

そのため、カリキュラムは、施策の企画・立案に役立つことを念頭に置き組

み立てている。「講師養成講座」は、消費者行政担当職員の方が、被害の未然

防止のために一般消費者へ直接講演を行う啓発活動に活かすための話し方や

資料作成の仕方などのノウハウを学んでもらうために開設している。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度における行政職員研修の実施状況は下表の通り： 

 

 実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

職員講座 
平成１６年 

６月（４日間）
６０人 ９９人 ４．４ 

管理職講座 ７月（３日間） ５０人 ６３人 ４．２ 

講師養成講座 １０月（４日間） ４０人 ３８人 ４．６ 

業務セミナー 
平成１７年 

２月（３日間）
４０人 ３０人 ４．５ 

※合計想定受講者数：１９０人 

※合計実受講者数：２３０人 

※アンケート調査結果平均：４．４ 

 

各研修の受講者に対する満足度アンケート調査は： 

非常に有意義だった    （評価５） 
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有意義だった          （評価４） 

どちらともいえない    （評価３） 

有意義ではなかった    （評価２） 

全く有意義ではなかった（評価１） 

の５段階評価で行った。 

なお、各種研修実施の際の想定参加者数算定基本式は、以下の通りである： 

 

基本想定参加者数（＊１）×研修内容（＊２）×開催場所（＊３） 

 

＊１：過去の同種の研修開催時に得られた開催時期・開催場所・研修内容の

データと講座品質維持（研修生参加型の場合は講師１人に対する研修

生の数を制限する等）のための上限を基に設定したもの。 

＊２：①話題性のあるテーマを取り上げる場合②基礎的だが業務には必須と

なる重要なテーマを取り上げる場合③両方を合せて取り上げる場合

など、取り上げ方によって係数を可変する。 

＊３：①大都市（東京、大阪、政令指定都市等）で開催する場合②市町村等

で開催する場合③国民生活センター相模原事務所で開催する場合、

各々によって係数を可変する。なお、開催場所によっては使用できる

会場が限られ、会場の容量（相模原事務所の場合は宿泊施設の収容人

数も含む）による物理的制限を受けるので、この点も係数の可変で調

整している。 

 

実参加者数が想定参加者数を大幅に上回った場合、講座開催主旨を損なわ

ない限りにおいて会場変更等の柔軟な対応で参加者の希望を最大限受け入れ

ることとしている。 

各講座の開催概要は以下の通り： 

 

①職員講座は、「２１世紀型消費者政策のあり方」、「これからの消費生活相談

のあり方」、「効果的な消費者教育・啓発を行うために」などをテーマに講

義、グループ別討議、討議結果発表などを行った。 

②管理職講座は、「消費者行政の最近の動向」、「効果的な消費者行政の推進を

めざして」などをテーマに講義、グループ別討議、討議結果発表などを行

った。 

③講師養成講座は、「レジュメの作成と教材の活用」、「効果的な講義手法」な

どをテーマに講義、グループ別実習、実演、講評などを行った。 

④業務セミナーは、相談における消費者行政の役割とは何か」などをテーマ

に講義、ロールプレイング、グループ別討議、討議結果発表などを行った。 

 

ⅱ．地方公共団体等の消費生活相談員を対象とした研修 

 

－年度計画内容－ 

地方公共団体等の消費生活相談員を対象とする研修を３４コース（地方都市

開催１８コース）実施する。 

 

◎業務の概要 

 

地方公共団体職員を対象とした研修を昭和４６年に開講後、消費生活セン

ターで消費者から直接相談を受ける消費生活相談員の方々を対象とした研修

の必要が認められ、２年後の昭和４８年度に「消費生活相談員研修専門・事
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例講座」を開始した。当講座は、食、衣、住生活、契約などのテーマを設定

し、関係法令の解説、相談事例の検討などを中心にカリキュラムを組み、実

践に役立つ講座となるようにしている。消費者から寄せられる内容は、時々

刻々変化しており、例えば、悪質な商法といわれるものでも次第に巧妙化、

脱法化してより解決が困難になってきている。こうした事態に対応し、消費

者被害の迅速な救済のためにも、消費生活相談員を対象とした研修は必要不

可欠であり、また、消費生活相談員としての社会的役割を自覚し更なる活躍

をしてもらうためにも一堂に会しての研修・情報交換は不可欠といえる。 

新たに消費生活相談員に採用された方を対象に消費者問題の基礎から学ん

でもらうための「消費生活相談員養成講座」を昭和４９年度からスタートし、

これまで１，８５７人が修了し、現在全国の相談窓口等で活躍している。な

お、昭和５５年度から、一般消費者で消費生活相談員を目指す人も受講対象

とし、修了後は消費生活センターで相談に当っている。 

「相談実務講座」は、消費生活相談員としての基礎的な業務である「相談

カード」記載の仕方を学ぶためのもので、講義は当センターの担当者が担っ

ている。 

「消費者契約に関わる法律講座」は、平成１３年４月消費者契約法の施行

を機に増加することが予想された消費者契約関連相談に対処すべく消費生活

相談員向けに開講し、全国各地で講座を行ってきた。３年目の平成１６年度

は８ヵ所で開講し、現在、相談の９割を占める消費者契約関連相談への解決

方法などについての講座を実施した。 

「個人情報保護法講座」は、同法が完全施行される平成１７年４月を控え、

法律の内容、想定される相談への対処方法を中心にカリキュラムを組み、全

国各地で講座を実施した。 

以上のように講座の日程やカリキュラムは、法律の制定、改正に伴い、あ

るいは相談の動向を相談現場にいる消費生活相談員の声を聴取し、当センタ

ーとしてより成果が上るよう研修計画を立て実行している。 

 

◎年度計画実施状況 

 

計画の３４コース（地方都市開催１８コース）について、計画通り下記の

３４コース（地方都市開催１８コース）を実施した。 

なお、各コースの受講者に対する満足度アンケート調査は： 

非常に有意義だった    （評価５） 

有意義だった          （評価４） 

どちらともいえない    （評価３） 

有意義ではなかった    （評価２） 

全く有意義ではなかった（評価１） 

の５段階評価で行った。 

 

①消費生活相談員養成講座 

 

 実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１期 
平成１６年 

７月（３週間）
５０人 ５０人 ４．８ 

第２期 
８月～９月 

（２週間） 
５０人 ４８人 ４．８ 

※合計想定受講者数：１００人 
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※合計実受講者数：９８人 

※アンケート調査結果平均：４．８ 

 

②消費生活相談員  専門・事例講座 

 

 実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年

５月 
７０人 ７８人 ４．２ 

第２回 ６月 ７０人 ９９人 ４．１ 

第３回 ８月 ７０人 １００人 ４．３ 

第４回 ９月 ７０人 １００人 ４．２ 

第５回 ９月 ７０人 ９６人 ３．９ 

第６回 １１月 ７０人 １００人 ４．２ 

第７回 １２月 ７０人 ９５人 ４．１ 

第８回 
平成１７年

１月 
７０人 ７０人 ４．８ 

第９回 ２月 ７０人 ８１人 ４．３ 

第１０回 ３月 ７０人 １００人 ４．５ 

※各回の開催期間：３日間 

※合計想定受講者数：７００人（１回当り７０人） 

※合計実受講者数：９１９人（１回平均９１．９人） 

※アンケート調査結果平均：４．３ 

 

③相談実務研修 

 

 実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年

６月 
５０人 ６２人 ４．０ 

第２回 ７月 ５０人 ４５人 ４．０ 

※各回の開催期間：３日間 

※合計想定受講者数：１００人（１回当り５０人） 

※合計実受講者数：１０７人（１回平均５３．５人） 

※アンケート調査結果平均：４．０ 

 

④消費者契約に関わる法律講座 

 

 
実施時期 

及び場所 

想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年 

４月（東京都）
４０人 ８９人 ４．５ 

第２回 ５月（福岡県） ４０人 ４０人 ４．５ 

第３回 ５月（岡山県） ４０人 ６２人 ４．４ 

第４回 ５月（京都府） ４０人 ８８人 ４．５ 

第５回 ６月（岩手県） ４０人 ３４人 ４．６ 

第６回 ６月（鹿児島県） ４０人 ３１人 ４．８ 

第７回 ６月（北海道） ４０人 １８人 ４．５ 
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第８回 ７月（愛知県） ４０人 ６３人 ４．４ 

※各回の開催期間：１日間 

※地方都市開催数：７回（８７．５％） 

※合計想定受講者数：３２０人（１回当り４０人） 

※合計実受講者数：４３２人（１回平均５４人） 

※アンケート調査結果平均：４．５ 

 

⑤個人情報保護法講座 

 

 
実施時期 

及び場所 

想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年 

１１月（東京都）
４０人 １０６人 ４．３ 

第２回 １１月（新潟県） ４０人 １２８人 ４．０ 

第３回 １１月（愛知県） ４０人 ４８人 ４．２ 

第４回 １２月（福井県） ４０人 ４２人 ４．３ 

第５回 １２月（福岡県） ４０人 ４７人 ４．１ 

第６回 １２月（宮城県） ４０人 ７８人 ４．１ 

第７回 
平成１７年 

１月（広島県）
４０人 ５９人 ４．２ 

第８回 １月（兵庫県） ４０人 ８１人 ４．３ 

第９回 １月（静岡県） ４０人 ５６人 ４．１ 

第１０回 ２月（京都府） ４０人 １３０人 ４．３ 

第１１回 ２月（宮崎県） ４０人 ８３人 ４．３ 

第１２回 ３月（香川県） ４０人 ３６人 ４．２ 

第１３回 ３月（東京都） ４０人 １２０人 ４．２ 

※各回の開催期間：１日間 

※地方都市開催数：１１回（８４．６％） 

※合計想定受講者数：５２０人（１回当り４０人） 

※合計実受講者数：１，０１４人（１回平均７８人） 

※アンケート調査結果平均：４．２ 

※実受講者数が想定受講者数を大きく上回った回については以下の

通り対応している： 

第１回と第１３回については、当センターの東京事務所を会場と

していたため、同事務所内での会議室変更で対応。 

第２回と第１０回については、予約していた会場を変更して対応。 

第６回、第８回、第１１回については、２人掛けのところを３人

掛けにしたり、机と椅子を増設して対応。 

 

各講座の開催概要は以下の通り： 

 

①消費生活相談員養成講座 

○第１期として、平成１６年７月に、３週間にわたって以下のテーマによ

る講義を中心に開催した： 

「経済社会の現状と消費生活」、「消費者の権利と消費者政策」、「消費生

活相談の処理に必要な法律と制度」、「商品・サービスの知識と相談処理」 

○第２期として、平成１６年８月～９月に、２週間にわたって、「消費生活

相談の実務と実習」について講義、グループ別討議、全体討議、各地消

費生活センターでの実習などを中心に開催した。 
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②消費生活相談員  専門・事例講座 

○平成１６年５月に、「金融・保険をめぐる消費者トラブル」をテーマに講

義を中心に３日間にわたり開催した。 

○６月は、「クレジット契約をめぐる消費者トラブル」をテーマに講義、グ

ループ別討議、全体討議などを３日間にわたり開催した。 

○８月は、「消費者契約をめぐるトラブル＜基礎編＞」をテーマに講義、グ

ループ別討議、全体討議などを３日間にわたり開催した。 

○９月は、「連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引をめぐる消費者トラブル」

をテーマに講義、グループ別討議、全体討議などを３日間にわたり開催

した。 

○９月に、「インターネット（電話関連を含む）をめぐる消費者トラブル」

をテーマに講義、事例検討などを３日間にわたり開催した。 

○１１月は、「不動産取引（賃貸借契約を中心に）をめぐる消費者トラブル」

をテーマに講義、グループ別討議、全体討議などを３日間にわたり開催

した。 

○１２月は、「クリーニングをめぐる消費者トラブルの解決に向けて」をテ

ーマに講義、グループ別討議、全体討議などを３日間にわたり開催した。 

○１７年１月は、「多重債務相談への対応」をテーマに講義を中心に３日間

にわたり開催した。 

○２月は、「インターネット（電話関連を含む）をめぐる消費者トラブル」

をテーマに講義、事例検討などを３日間にわたり開催した。 

○３月は、「継続的役務取引に関わる消費者トラブル」をテーマに講義、グ

ループ別討議、全体討議などを３日間にわたり開催した。 

③相談実務研修を、平成１６年６月に２回とも「消費生活相談カードの記載

方法」などをテーマに講義を中心に３日間にわたり開催した。 

④消費者契約に関わる法律講座を、平成１６年４月～７月に全国８か所（う

ち、地方都市開催７か所）で各１日、「消費者契約に関わる法律知識」をテ

ーマに講座を開催した。 

⑤個人情報保護法講座を、平成１６年１１月～平成１７年３月に全国１３か

所（うち、地方都市開催１１か所）で各１日、「個人情報保護法の概要」、「個

人情報に関する相談への対応」をテーマに講座を開催した。 

 

ⅲ．生活大学移動セミナー 

 

－年度計画内容－ 

生活大学移動セミナー（地方都市開催）を１１コース実施する。 

 

◎業務の概要 

 

生活大学移動セミナーは： 

◇「共催コース」 

◇「専門・事例講座」 

◇「講師養成コース」 

の３コースで実施している。 

「共催コース」（公開講座と専門・事例講座の３日間）は、地方公共団体と

共催で公開講座（１日間）を開催し、広く一般消費者にカレントな生活問題・

消費者問題を理解してもらうことを主眼に開催している。開催初日は著名な

講師による講演などがあり、後の２日間は、消費生活相談員を対象に専門・



 76

事例講座を開催している。専門・事例講座は、共催する地方公共団体と打ち

合わせを行い毎回カレントなテーマを設定し、地域の実情に合わせた講座を

行っている。 

「専門・事例講座」は、上記の「共催コース」とは別に、当センターとし

て地域の実情に合わせたテーマを設定しつつ、消費生活相談員を対象に２日

間開催している。 

「講師養成コース」は、地方公共団体職員を対象とした研修の「講師養成

講座」の地方版であり、それぞれの地域における消費者行政職員、消費生活

相談員などによる「悪質商法に気をつけよう」などの啓発活動を行う際の効

果的な方法・手段、話し方などのノウハウ伝授を目的としたカリキュラムを

主としている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

計画の１１コース（地方都市開催１１コース）について、計画通り下記の

１１コースを実施した： 

なお、各コースの受講者に対する満足度アンケート調査は： 

非常に有意義だった    （評価５） 

有意義だった          （評価４） 

どちらともいえない    （評価３） 

有意義ではなかった    （評価２） 

全く有意義ではなかった（評価１） 

の５段階評価で行った。 

 

①講師養成コース 

 

実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数

アンケート 

調査結果 

平成１７年 

１月（３日間）
４０人 ３２人 ４．６ 

 

②共催コース 

 

 
実施時期 

及び場所 

想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年 

９月（秋田県）
４０人 ３２人 ４．７ 

第２回 １０月（長崎県） ４０人 ５１人 ４．７ 

第３回 １１月（沖縄県） ４０人 ３７人 ４．７ 

第４回 １１月（岡山県） ４０人 ４０人 ４．８ 

※上記表は「専門・事例講座」のデータであり、「公開講座」のデー

タは含まず 

※各回の開催期間：３日間（公開講座１日、専門・事例講座２日） 

※「専門・事例講座」合計想定受講者数：１６０人 

※「専門・事例講座」合計実受講者数：１６０人 

※「公開講座」合計想定受講者数：５４０人 

※「公開講座」合計実受講者数：５４０人 

※アンケート調査結果平均：４．７ 

 



 77

③専門・事例講座 

 

 
実施時期 

及び場所 

想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年 

６月（福岡県）
４０人 ４８人 ４．５ 

第２回 ７月（兵庫県） ４０人 ８０人 ４．５ 

第３回 ７月（宮城県） ４０人 ５９人 ４．８ 

第４回 ８月（福岡県） ４０人 ３９人 ４．６ 

※各回の開催期間：２日間 

※地方都市開催数：４回 

※合計想定受講者数：１６０人（１回当り４０人） 

※合計実受講者数：２２６人（１回平均５６．５人） 

※アンケート調査結果平均：４．７ 

※実受講者数が想定受講者数を大きく上回った第２回については、

２人掛けのところを３人掛けにしたり、机と椅子を増設して対応。 

 

④消費生活専門相談員育成支援講座 

 

 
実施時期 

及び場所 

想定 

受講者数
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 

（３日間） 

平成１６年 

７月（愛知県）
４０人 ６１人 － 

第２回 

（４日間） 

７月～８月 

（宮城県） 
４０人 ７６人 － 

※地方都市開催数：２回 

※合計想定受講者数：８０人（１回当り４０人） 

※合計実受講者数：１３７人（１回平均６８．５人） 

※アンケート調査は平成１７年度より実施開始 

※実受講者数が想定受講者数を大きく上回った第２回については、

２人掛けのところを３人掛けにしたり、机と椅子を増設して対応。 

 

各講座の開催概要は以下の通り： 

 

⑤講師養成コースは、以下の内容で実施した： 

○「レジュメの作成と教材の活用」「効果的な講義手法」などをテーマにし

た講義 

○グループ別実習 

○実演 

○講評 

⑥共催コースは、以下の内容で実施した： 

第１回（於秋田県） 

○公開講座：テーマ「食卓からくらしを見直す」 

○専門・事例講座：「契約をめぐる消費者トラブル」をテーマに講義、

グループ別討議、全体討議などを実施。 

第２回（於長崎県） 

○公開講座：テーマ「ヤミ金融被害の実体と対処法」 

○専門・事例講座：「契約をめぐる消費者トラブル」をテーマに講義、

グループ別討議、全体討議などを実施。 



 78

第３回（於沖縄県） 

○公開講座：テーマ「食卓からくらしを見直す」 

○専門・事例講座：「契約をめぐる消費者トラブル」をテーマに講義、

グループ別討議、全体討議などを実施。 

第４回（於岡山県） 

○公開講座：テーマ「これからの消費者と男女共同参画社会」 

○専門・事例講座：「業務提供誘引販売をめぐる消費者トラブル」をテ

ーマに講義、グループ別討議、全体討議などを実

施。 

 

⑦専門・事例講座は、以下の内容で実施した： 

第１回（於福岡県） 

○「多重債務」をテーマに講義、質疑討議などを実施。 

第２回（於兵庫県） 

○「継続的役務取引」をテーマに講義、グループ別討議、全体討議な

どを実施。 

第３回（於宮城県） 

○「多重債務」をテーマに講義、質疑討議などを実施。 

第４回（於福岡県） 

○「継続的役務取引」をテーマに講義、グループ別討議、全体討議な

どを実施。 

 

⑧消費生活専門相談員育成支援講座は、以下の内容で実施した： 

第１回（於愛知県） 

○「消費者相談に関する法律知識」をテーマにした講義を中心に実施。 

第２回（於宮城県） 

○「消費者相談に関する法律知識」をテーマにした講義を中心に実施。 

 

ⅳ．企業の消費者対応部門職員等を対象とした研修 

 

－年度計画内容－ 

企業の消費者対応部門の職員等を対象とする研修を３コース実施する。 

 

◎業務の概要 

 

消費者問題の解決は、企業が消費者指向を持ち積極的に取り組まなければ

前進しないため、当センターは、企業の消費者対応部門職員等を対象とした

研修を昭和５４年度から開始している。開始当時は、企業の中でも「お客様

相談室」を開設している企業は消費財メーカーなど少数であり、さらに、消

費者対応部門職員だけではなく、経営者にも消費者指向の理念を理解しても

らうことが肝要だとして昭和５８年度から「消費者問題  企業トップセミナ

ー」を開設した。企業トップセミナーは、回を重ねる毎に受講する取締役・

役員の方々が増え、近年は経団連会館会場が一杯の盛況になっている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

計画の３コースについて、計画通り下記の３コースを実施した： 
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①消費者問題  企業トップセミナー 

 

実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数

アンケート 

調査結果 

平成１７年 

２月（１日間）
１５０人 １７２人 ４．５ 

 

なお、各研修の受講者に対する満足度アンケート調査は： 

参考になった              （評価５） 

まあ参考になった          （評価４） 

どちらともいえない        （評価３） 

あまり参考にならなかった  （評価２） 

参考にならなかった        （評価１） 

の５段階評価で行った。 

 

平成１６年度のテーマは、「消費者と企業の関係をどう育むか－『消費者

基本法』の理念の実現をめざして－」とし、平成１６年４月に施行された

消費者基本法に規定された事業者の責務、消費者の権利・役割をどのよう

に実践し、消費者と企業の望ましい関係をどのように構築するかとした。 

基調講演は、消費者基本法・消費者基本計画の概要を内閣府から、次に、

日本を代表する自動車メーカーから「お客様と企業のより良い関係を目指

して－お客様対応における新たな取り組み－」をテーマに企業の消費者対

応、安全・品質に対する取り組みについての講演を催した。後半は、パネ

ルディスカッション形式で、消費者団体の立場、学識経験者の立場、社外

取締役の立場、ＮＰＯの立場から、「消費者と企業の新しい関係を構築する

ためには」をテーマに、現在の消費者と企業の関係をどう捉えているか、

その際の問題点は何か、消費者と企業の新しい関係を構築するためには、

企業は何をすべきか、消費者は何をすべきかについての討論を行った。 

 

②３日コース 

 

 実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数 

アンケート

調査結果 

第１回 
平成１６年

５月 
６０人 ８３人 ４．５ 

第２回 １０月 ６０人 ５０人 ４．４ 

※合計想定受講者数：１２０人（１回当り６０人） 

※合計実受講者数：１３３人（１回平均６６．５人） 

※アンケート調査結果平均：４．４ 

 

なお、各コースの受講者に対する満足度アンケート調査は： 

非常に有意義だった    （評価５） 

有意義だった          （評価４） 

どちらともいえない    （評価３） 

有意義ではなかった    （評価２） 

全く有意義ではなかった（評価１） 

の５段階評価で行った。 

 

３日コースは、第１回を「企業の消費者対応と危機管理」をテーマに講
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義、グループ別討議、全体討議などを中心に開催、第２回を「消費者基本

法の理念と、個人情報保護法に沿った消費者対応のあり方」をテーマに講

義、質疑討議を中心に開催した。 

 

ⅴ．消費者活動リーダーを対象とした研修 

 

－年度計画内容－ 

消費者活動リーダーを対象とした研修を１コース実施する。 

 

◎業務の概要 

 

消費者問題を解決する上で、消費者活動を行っているリーダーの役割は、

非常に大きいと言える。但し、こうした団体の活動内容に行政や当センター

が口を挟むことは厳に慎むべきことと考え、当センターが主催する消費者活

動リーダー支援講座は、あくまでも活動の支援のために学習の機会を提供し、

あるいは、話し合いの場を提供したりする機会に限り、昭和５４年度から研

修を行ってきた。研修開始以来、２５年間の歴史を経て、消費者団体が取り

組むテーマは時代とともに大幅に変り、それに伴い講座の内容や受講者の顔

触れも大きく変化してきている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度における消費者活動リーダー支援講座の実施状況は下表の通

り： 

 

実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数

アンケート 

調査結果 

平成１７年 

３月（３日間） 
４０人 ２２人 ４．７ 

 

なお、各研修の受講者に対する満足度アンケート調査は： 

役立つと思う          （評価５） 

多分役立つと思う      （評価４） 

まだ判らない          （評価３） 

多分役立たないと思う  （評価２） 

全く役立たないと思う  （評価１） 

の５段階評価で行った。 

本講座では、「これからの消費者活動のカタチを考える」をテーマに講義、

グループ別討議、全体討議などを中心に取り扱った。 

 

ⅵ．相模原市との共催による公開講座 

 

－年度計画内容－ 

相模原市と共催で公開講座を１コース実施する。 

 

◎業務の概要 

 

毎年５月の消費者月間を記念して、当センター相模原事務所のある神奈川

県相模原市との共催による公開講座を実施し、市民の方々に生活問題・消費
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者問題について理解していただく機会を設けている。こうしたイベントを通

して当センターの業務や消費者問題に関心を持ってもらうことが大切なこと

と考え、地域の市民との交流を実施している。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度における実施状況は下表の通り： 

 

実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数

アンケート 

調査結果 

平成１６年 

５月（３日間） 
１２０人 １１５人 ４．２ 

 

なお、各研修の受講者に対する満足度アンケート調査は： 

非常に有意義だった    （評価５） 

有意義だった          （評価４） 

どちらともいえない    （評価３） 

有意義ではなかった    （評価２） 

全く有意義ではなかった（評価１） 

の５段階評価で行った。 

本公開講座は、「納得のいく食品を食べたい」をテーマに講演を行った。 

 

ⅶ．学生及び小学校、中学校、高等学校の教員を対象とした研修 

 

－年度計画内容－ 

学生及び小学校、中学校、高等学校の教員を対象とした研修を２コース実施

する。 

 

◎業務の概要 

 

次の時代を担う子どもたちへの消費者教育は非常に大切であり、センター

としても関係機関と連携しつつ取り組んでいる。日本消費者教育学会と共催

で大学・大学院で消費者教育を学ぶ学生を対象に消費者教育の現状と課題を

中心にした講座を開催している。指導には、日本消費者教育学会所属の先生

方が、全国の大学から参加され、ゼミ形式での講座も行っている。 

また、財団法人消費者教育支援センターと共催し、小学校、中学校、高等

学校の教員を対象とした研修を平成１５年度から行い、指導案の作成など実

践的な講座を開催している。消費者教育支援センターに蓄積された消費者教

育のノウハウと当センターに蓄積された消費生活相談、商品テスト、研修の

ノウハウを組み合わせた講座になるよう取り組んでいる。 

 

◎年度計画実施状況 

 

①消費者教育学生セミナー（日本消費者教育学会との共催） 

 

実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数

アンケート 

調査結果 

平成１６年 

９月（２日間） 
４０人 ４３人 － 
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※消費者教育学生セミナーのカリキュラムは、日本消費者教育学会が教

育的見地から原案を作成し、当センターと協議して行っており、特に

アンケート調査は行っていない 

 

②教員を対象とした消費者教育講座（消費者教育支援センターとの共催） 

 

実施時期 
想定 

受講者数 
実受講者数

アンケート 

調査結果 

平成１７年 

３月（３日間） 
３０人 ３１人 ４．５ 

 

なお、各研修の受講者に対する満足度アンケート調査は： 

非常に有意義だった    （評価５） 

有意義だった          （評価４） 

どちらともいえない    （評価３） 

有意義ではなかった    （評価２） 

全く有意義ではなかった（評価１） 

の５段階評価で行った。 

 

消費者教育学生セミナーは、「消費者教育の現状と問題点」などをテーマに

各大学の合同学習、講義、グループ別討議、全体討議を行った。 

教員を対象とした消費者教育講座は、「消費者教育概論」、「食品添加物から

考える食の安全性」などをテーマに講義、実験実習、グループ別指導案作り、

指導案発表・講評などを行った。 

 

ⅷ．研修等の受講者に対するアンケート調査 

 

－年度計画内容－ 

研修コース毎に受講者に対するアンケート調査を実施し、その結果を研修内

容等の充実に活用するとともに、受講者から５段階評価で平均４以上の満足度

の評価を得る。 

 

◎業務の概要 

 

当センターでは、各講座終了後、次回の講座を企画する際の参考とするた

め、発足当初から受講者へアンケート調査を行っている。アンケートでは、

講座の内容が有意義だったかどうかを主な調査対象としてきた。 

その後、平成１５年１０月の独立行政法人への移行に際し、アンケート調

査を５段階評価に統一し、主な調査対象を受講者の満足度に変更した。回収

率の向上を図るため、アンケートへの記入・提出をオリエンテーションや閉

講時に呼びかけるほか、受講者への「受講案内」にもアンケート協力依頼を

記載し、周知を図っている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

平成１５年度に実施した受講生に対するアンケート調査を通じ、各研修や

研修施設等についての意見が寄せられた。寄せられた意見の内容を検討後、

平成１６年度において、研修充実のための対応を行った。主な対応内容は下

表の通り： 
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講座名 
平成１５年度 

アンケート記載事項 

平成１６年度における

対応状況 

消費生活行政職員 

研修・管理職講座 

「６月下旬は地方議会

開催中のため、開催を避

けて欲しい」との意見あ

り。 

７月上旬開催に変更し

た。 

全国 

消費者フォーラム 

基調講演について「内

容が常日頃感じているこ

となので少々物足りなか

った。もっと突っ込んだ

話が欲しかった」との意

見あり。 

現場に精通した講師を

招聘し、より具体的な講

演内容となるようにし

た。 

消費者契約に関わる

法律講座 

【事例討議・質疑】は

講師１人（弁護士）で対

応していたが、「決定的回

答がないものもあり、

様々な観点から検討しな

ければならない」「挙手を

して発言しにくいので、

指名していただいた方が

時間の節約にも繋がる」

といった運営上の意見あ

り。 

【事例研究】とし、全体

討議は弁護士１人でな

く、司会を兼ねる消費生

活相談員と２名で実施し

た。 

相談員には討議の交通

整理を依頼するほか、事

例について現場での処理

経過等について発言を依

頼するなど、具体性を持

たせて実施した。 

消費者契約に関わる

法律講座 

終了時間を「１７：４

５」としていたが、「終了

が遅すぎる。そのために

１泊しなければならな

い」との意見あり。 

終了時間を１７：００

として実施した。 

消費者問題・企業 

トップセミナー 

基調講演について「も

う少し具体的な、苦労話

をしていただけると良

い」との意見あり。 

参加者からの要望に沿

った内容を話せる講師を

招聘し、消費者対応に的

を絞った講演を実施し

た。 

消費者教育に携わる

講師養成講座 

（相模原・福岡） 

初日の模範実演として

相模原で「落語」、福岡で

「腹話術」を披露したが

「特技のない者はどうし

たら良いのか？」との意

見あり。 

初日の導入としては、

まずオーソドックスな

「講義」を行うノウハウ

についての講座を実施し

た。 

消費生活相談員 

養成講座 

「論文の作成とポイン

ト」「実習」で１単元、論

文の添削と指導で０．５

単元、合計１．５単元で

あったが「書き方だけで

なくどう理解すればよい

のか」「もう一度論文添削

の機会が欲しい」との意

見あり。 

 

左記の課目に、希望者

のみの「論文指導ゼミ」

を追加して添削指導を強

化した。 
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消費生活相談員研修

試験的に土曜日に講座

を開催したところ「公私

共に土曜日は行事が入る

ので、できれば土曜日は

避けて欲しい」との意見

あり。 

土曜日の開催は取止

め、平日開催で対応した。

その他施設利用関係

研修棟の宿泊室に虫が

入ってくるので、網戸を

設置して欲しい。 

各宿泊室に網戸を設置

した。 

 

平成１６年度に実施した５８コースのうちアンケート調査を実施した５５

コースのうち、５段階の満足度評価で４．０以上が５４コース、３．９が１

コースだった。 

各研修・講座の受講者数、アンケート回答者数、満足度（５段階評価）、回

収率等については、別添資料３６を参照。 

なお、研修実施後に、受講者派遣元に研修効果等について意見聴取をした

ところ、以下の様な回答が寄せられた： 

 

◇兵庫県立神戸生活創造センターへの意見聴取 

 

「研修に派遣した相談員は、センターに戻り他の相談員を集めて研修内容

を説明することになっている。国民生活センターの研修の場合、相談事例

を取り上げているので、実践的に役立っている。説明をするには自身での

勉強が必要なので、より専門性が高まる。研修内容をセンター全体で共有

化し組織全体で役立てるようにしている。国民生活センターの研修に参加

をすると良い講師の講座が聴けるので相談員としての自覚・意識がさらに

高まり、また頑張るぞという気になるので感謝している。」 

 

◇岡山県消費生活センターへの意見聴取 

 

「市町村では行政職員が相談を受けている。国民生活センターの研修に

市町村職員が参加をすると意識の面、資質の面ともにレベル・アップして、

県内全体の相談解決のレベルが上がってきている。国民生活センターの研

修は役立つと思っているので、これからも相談員を派遣することを考えて

いる。」 

 

◇栃木県消費生活センター 

 

「国民生活センターの研修には、年々研修派遣費用が減額されてきてい

るが可能な限り派遣している。受講すれば、相談解決の現場で着実に役立

ち、新しい知識も修得できるので今後も続けて派遣していきたい。」 

 

◇岩手県立県民生活センター 

 

「国民生活センターの研修はとても役立つので、県民生活センター（相

談員７名）、地方振興局（１１ブロック）（各ブロックに相談員２～４名）

から１人年１回は参加するようにしている。難しい相談が寄せられた時は、

いろいろと判断に悩むがそのような時、研修に参加した人のアドバイスが

貴重となる。特に、最近のように度々法改正があるときなどは、研修で得
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た知識が相談解決に役立つ。研修に参加すると表面的な文字面だけの理解

ではなく、深く理解することができるので、その点でも相談現場で役立つ。

毎週１回相談員同士の情報交換会を開催し、常時情報の共有をしている。

この席で、国民生活センターの研修で得た内容を披瀝している。」 

 

◇福井県消費生活センター 

 

「情報の共有がなによりも大事。研修で得た知識を日々の相談現場で活

かしていることは勿論、月１回、センター職員、相談員が参加する所内の

打合せ会で研修に参加した相談員が研修内容の報告をしている。また、必

要に応じ、法改正の時などは相談員同士の打合せ会も行っている。」 

 

◇宗像市消費生活センター 

 

「センター単独での研修はできないので、予算は厳しいが、５名いる相

談員を交代で派遣することにしている。今までは、国民生活センターの研

修で配布された資料を相談現場で活用していたが、最近は、月１回半日を

取り、研修に参加した相談員がレクチャーをしている。また、毎朝、３０

分相談受付時間をずらして、相談員同士の情報交換をしている。その際も、

研修で知り得た情報を積極的に伝達している。」 

 

２）消費生活専門相談員資格の審査及び認定 

 

－年度計画内容－ 

消費生活専門相談員の能力・資質の向上等を図るための資格認定試験について、

各地の地理的条件に配慮した人材供給を確保していくという観点から、全国１８ヶ

所以上で実施する。 

 

◎業務の概要 

 

消費生活専門相談員資格制度は、国・地方公共団体等が行う消費生活相談

業務に携わる相談員の資格を認定する制度である。本制度は内閣総理大臣を

長とする消費者保護会議（平成２年、第２３回）において決定され、経済企

画庁長官の認可を受けて、平成３年度から実施してきたもので、現在は内閣

総理大臣の認可事業となっている。 

近年、相談内容の高度化、複雑化に伴い相談員の資質の向上が課題とされ

ており、大都市以外の各地においては相談員の人材確保が難しい状況となっ

ている。このような現状に対応するため、人材を広く発掘することが急務と

なり、資格認定試験制度が創設されることとなった。 

本資格は、相談に応じるための一定水準以上の知識と能力を持ち合わせて

いることを当センターの理事長が認定した者に与えられるものである。認定

にあたっては、筆記試験と論文審査（第１次試験）、面接（第２次試験）を実

施し、合否判定を行っている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

消費生活専門相談員資格試験の第１次試験を全国１５か所の会場で受験者

７８０人により実施した。第１次試験会場の選定にあたっては、次のように

考えた： 
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ⅰ．平成３年度に資格試験を開始した当初は、第１次試験の会場は、全国

９か所で平成１２年度まで同様に推移した。 

ⅱ．平成１３年度に地方の受験者の便宜を図るために、地方公共団体に会

場設置の希望の有無を聞き、希望のあった全ての地方公共団体に会場

を設けた。 

ⅲ．平成１５年度まで同様の手続きを取り実施してきた。 

ⅳ．こうした措置を３年間（平成１３～１５年度）実行し、独立行政法人

への移行に際し、費用対効果も大切であるとの考えから、平成１６年

度に見直しを行い、地方公共団体に会場設置の希望の有無を聞き、受

験者が１０名以上あった場合、会場を設けるようにした。 

ⅴ．平成１６年度は、１２地方公共団体から会場設置の希望があり、その

うち受験者が１０名以上の地方公共団体が６か所あったので、毎年実

施の大都市９か所と併せて１５か所で試験を実施した。 

ⅵ．第２次試験を平成１６年１１月～１２月、全国７か所で受験者１４８

人により実施した。 

第１次及び第２次試験の結果を踏まえ、平成１７年１月、消費生活専門相

談員認定者として１８１人を認定した。都道府県別認定者は、別添資料３７

を参照。 

以上のように、消費生活専門相談員資格試験は、各地の地理的条件に配慮

した人材供給を確保していくという観点から、第１次試験会場を全国各地に

設けることにしている。平成１６年度は、全国１８か所を予定したが、応募

者が１０人未満の会場については、隣接の会場で受験するよう案内し、１５

か所で実施した。 

 

（６）商品テスト 

 

消費者は日々の生活を営むにあたり、様々な商品やサービスを利用している。特

に商品については、昔ながらのものに加え、高度に発達した技術を多く盛り込んだ

ものも数多くなってきている。高度な技術は利便性向上に貢献する一方で、消費者

が想像もしないような事が起こる可能性も高めている。このような時代背景の中、

当センターの商品テスト事業はその重要性を益々高めているため、中期計画におい

て原因究明テストの実施と問題提起型テストの実施を掲げている。それぞれの達成

目標は以下の通りである： 

１）原因究明テスト 

ⅰ．拡大損害を伴う製品関連事故等の原因究明を通じて被害の救済・未然防止・

再発防止に資するため、原因究明テストを実施 

ⅱ．テスト技術の向上及びテスト期間の短縮により、毎年度のテスト実施件数

を、平成１４年度の４１件に比べて１０％以上増加させる 

ⅲ．地方センターが実施する原因究明テストに対して、技術的な協力を行う 

２）問題提起型テスト 

ⅰ．人の生命・身体などに関わる事故や苦情等の内容が国民生活に重大な影響

を及ぼす案件について問題提起型テストを年１２件以上実施 

ⅱ．結果を迅速に公表 

ⅲ．テストの課題設定及び成果は、外部有識者による評価を実施し、その結果

を業務に反映 

 

平成１６年度においては、上記中期計画を踏まえた年度計画に基づく業務を実施

し、以下の成果を挙げた： 

１）原因究明テスト 
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ⅰ．昨今の高度化された商品をテストするための研鑚等により、テスト期間を

平成１５年度の１０８日から２３日短縮し、８５日とした。 

ⅱ．食品、衣料品、家電品など生活の中で使用される様々なカテゴリの商品に

ついて、計４５件の原因究明テストを実施し、商品関連事故等を伴う苦情

相談の処理に寄与した。 

ⅲ．各地の消費生活センターにおける商品テスト業務支援と活性化を目的とし

た「全国商品テスト企画ブロック会議」を開催の上、担当者間の意思疎通

を円滑化するため仕組みである「ＩＴ会議室・テスト職員掲示板」につい

ての議論や意見交換をし、平成１７年３月に設置した。これにより、平成

１７年度からの運用開始の足がかりを作ることができた。また、「商品テス

ト技術・評価研究会」も開催し、各地消費生活センターにて商品テスト業

務に従事する担当者にテスト手法や評価方法などについて理解を深めても

らうことで、各地の消費生活センターにおける商品テストの向上を図った。 

２）問題提起型テスト 

ⅰ．食品、衣料品、家電品などに加え、消火具や昨今意識が高まっている家の

防犯のための商品など、様々なカテゴリの商品について計１２件の問題提

起型テストを実施し、その結果から、行政や業界への要望又は情報提供も

行った。各要望については、商品本体の警告表示の改善、監督官庁や公正

取引委員会による行政指導、業界団体内での問題点周知徹底などの対応が

なされており、商品による事故等の未然防止に貢献した。 

ⅱ．テスト結果については、報道機関等並びに当センター運営のホームページ

やテレビ番組、各種定期刊行物を通じて広く提供した。これにより、消費

者が各種商品を購入する際に確認すべき事項や、使用時の注意等の知識を

得る機会を増やし、商品関連事故の未然防止に貢献した。 

ⅲ．テストの課題設定及び成果に対する評価については、「商品テスト分析・評

価委員会」を積極的に活用し、個々のテストの狙いや結果公表のための資

料とりまとめについて精査を行うのと同時に、今後実施するであろう同種

のテストについてのノウハウ蓄積を行い、商品テストの更なる充実に繋げ

た。 

 

１）原因究明テスト 

 

ⅰ．テスト技術向上のための研鑚とテスト期間短縮 

 

－年度計画内容－ 

テスト技術向上のための研鑚を図り、テスト期間の短縮を行う。 

 

◎業務の概要 

 

各地消費生活センターから寄せられる様々な原因究明テストを実施するに

あたり、新たな専門的知識や技術の習得のため専門家や専門機関の訓練や研

修を受講して、テスト技術向上のための研鑚を図り、新たなテストに取り組

むとともに業務の効率化によりテスト期間の短縮を行う。 

 

◎年度計画実施状況 

 

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の分析手法習得のため環境省環境調査研修所

や（社）自動車技術会で訓練や研修を受けたほか、ボンベの耐圧強度を調べ

るための耐圧試験手法を住友金属テクノロジー（株）で確認するなど専門機
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関の指導・訓練を受けた。また、技術的、専門的知識習得のため「金属・プ

ラスチック材料の破断面の解析」等の講習会受講や「プラスチック（ノート

型パソコン）の亀裂原因の考え方」など専門家のヒアリング等を行いテスト

着手から完了までの期間短縮を図った。テスト期間は、平成１５年度は平均

１０８日であるが年度内は８５日に短縮した。 

年度内のテスト期間の平均は８５日であるが、各テストの期間を見ると、

最も短いものは「折りたたみ式自転車の組立不良」の構造調査によるものが

１４日、最も長い期間を要したのは「いくら入りおにぎりの衛生といくらの

確認」の２５７日であった。着手から完了までに長い期間を要した理由とし

ては、テスト対象である「おにぎり」の変質状況が季節によって異なるため、

気温が高い時期と低い時期でテストを行う必要があったためである。このよ

うに、原因究明テストについては、内容によってテスト期間が大きく異なる

ことがある。 

なお、事故原因の究明は、既存の規格・基準によるテストばかりではなく、

事故状況を考慮した条件でのテストも少なくない。このため、テストの内容

などによっては、新たなテスト装置の作製やテストの試行を繰り返すなど準

備に日数を要する場合があるなど、必ずしも一律の期間内でできるものでは

なかった。 

 

（主な技術の研鑚）（研修参加等一覧は別添資料３８を参照） 

 

①金属・プラスチックの破断面の解析手法 

②機能性繊維素材の評価方法 

③液体試料からの揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の抽出及び分析手法 

④ガソリンコンロ用ボンベの破裂試験手法 

⑤高速液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）の基本的分析手法 

⑥機械部品の破断面の見方と長寿命化技術 

⑦車室内の揮発性有機化合物（ＶＯＣ）測定法 

⑧高速液体クロマトグラフ（ＨＰＬＣ）による微量遊離型アミノ酸分析法 

⑨プラスチック（ノート型パソコン）の亀裂原因の考え方 

⑩高周波誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）定性、定量の基本的操作と実試料へ

の応用方法 

 

「金属・プラスチックの破断面の解析手法」や「車室内の揮発性有機化合

物（ＶＯＣ）測定法」の受講は、「ユニットバスの手すりの折損」、「新車室内

の揮発性有機化合物の室内濃度」などの原因究明や測定・分析に役立った。

また、効率的に業務を行うため問題提起型テストにも利用した。 

 

ⅱ．原因究明テスト実施件数 

 

－年度計画内容－ 

テスト実施件数は、年度内で４５件以上とする。 

 

◎業務の概要 

 

当センターまたは各地消費生活センター等で受け付けた製品関連事故等の

原因究明を通じて被害の救済・未然防止・再発防止に資するため、原因究明

テストを実施する。 
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◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度においては、下表の通り４５件のテストを実施した（原因究

明テストの概要は別添資料３９を参照）： 

 

SNO テスト内容 SNO テスト内容 

1 
すいとんの粉で作ったドーナッツ

が破裂 
24 ヘアクリームの染毛効果 

2 缶詰の破裂 25
熱さまし用のジェル状シートによ

る窒息事故 

3 缶詰のプルトップ取付強度 26
オゾン発生器のオゾン濃度と殺菌

性 

4 食用油の発火 27 電気蚊取器の焼損 

5 
いくら入りおにぎりの衛生といく

らの確認 
28 マスクの異臭 

6 
フードプロセッサーの誤作動で受

傷 
29

水中で水素を発生する商品の活性

酸素消去能 

7 
ガスコンロ（グリル）のふっ素樹

脂部の毒性ガス発生に関する調査
30 ノート型パソコンの蓋の亀裂 

8 
粉ミルク用小分け容器キャップの

誤飲の危険性 
31 腕時計端部の鋭利度 

9 キャンプ用ガソリンコンロの破裂 32
電子ゲーム玩具の操作ボタンの応

答性 

10 浄水器蛇口の付着物分析と安全性 33 鉄道模型の保管ケースの異臭 

11 
蛇口直結式の浄水蛇口からの流出

物と安全性 
34 水槽の藻取り薬剤中の除草剤濃度

12 包丁のパッケージの危険性 35 普通自動車の直進走行性の不具合

13 やかん内部付着物分析と安全性 36 普通自動車内の異臭 

14 ハロゲンヒーターのランプ破裂 37 ワゴン車のホイールが変形 

15 ホットカーペットで熱中症 38 スノーチェーンの破断 

16 椅子の強度 39 自動車盗難防止装置の焼損 

17 シーツの材質の鑑定 40
カーシャンプーによる自動車塗装

表面の色落ち 

18 三脚脚立の後ろ支柱の折損 41 折りたたみ式自転車の組立不良 

19 
紳士下着の目寄れ 

（織糸の部分的ずれ） 
42

折りたたみ式自転車の前輪がコン

トロール不能となった原因 

20 マッサージ器の発熱 43
電動アシスト自転車に装着した補

助いすの落下 

21 メガネフレームの鋭利度 44 自転車の車輪の強度 

22 救急絆創膏による皮膚の剥がれ 45 ユニットバスの手すりが折損 

23 まつ毛パーマ液の成分   

 

なお、原因究明テストの実施にあたり、相談者から提供される事故状況の

情報が十分でない事例や、苦情品が現状保存されていないことがあり、原因

究明に支障をきたすことがあったので、依頼元のセンターに情報収集等の更

なる協力を要請することとした。 
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ⅲ．全国商品テスト企画ブロック会議及び商品テスト技術評価研究会の実施 

 

－年度計画内容－ 

全国商品テスト企画ブロック会議及び商品テスト技術評価研究会を実施し、

全国のテスト担当技術者の技術の向上と効率化を図るとともに、原因究明に必

要なテスト方法等の技術相談に対して助言などを行う。 

 

◎業務の概要 

 

①全国商品テスト企画ブロック会議 

 

商品テストの効率化、技術向上のための議題について、全国の消費生活

センターを６ブロックに分けて討議を行い、全ブロックを一同に会した全

国会議を開催する。 

 

②商品テスト技術・評価研究会 

 

商品テストのための技術及び評価について各地消費生活センターのテス

ト担当者が集まり、多角的に検討し、消費生活センター等で行う商品テス

トの向上を図る。 

 

◎年度計画実施状況 

 

①全国商品テスト企画ブロック会議 

 

各地消費生活センターのテスト担当職員を対象に、「消費者基本法の改正

と商品テストのあり方」「テスト機器の精度管理と相互利用について」など

を議題として全国商品テスト企画ブロック会議及び全国会議（全体会）を実

施した（平成１６年１１月１２日  相模原事務所）。参加したのは４０機関

から５２人であった。 

また、前年度検討課題とした「電子掲示板を活用した商品テストやテス

ト技術の情報交換の場を設置する」ことについては、インターネットを利

用して「ＩＴ会議室・テスト職員掲示板」の作成案を説明し、意見を求め

た。出された意見を参考に、「ＩＴ会議室・テスト職員掲示板」の改善と試

行を繰り返して完成させ、平成１７年３月に設置した（電子掲示板の設置

により、各地消費生活センターで実施したテスト結果が入力されている商

品テスト情報システムは平成１６年度をもって廃止した）。 

 

②商品テスト技術・評価研究会 

 

各地消費生活センターのテスト担当職員を対象に、「講演」「事例発表」を

行った後、専門家を交えて「食品の安全性」をテーマにディスカッションを

実施した（平成１６年１１月１１日  相模原事務所）。参加したのは４６機

関から５３人であった。「講演」は「食品の安全性をどう考え消費者に伝え

るか」を実施し、「事例発表」は各地消費生活センターが実施した「アレル

ギー物質を含む食品の原材料表示に関する調査」「輸入かんきつ類の防かび

剤」「にがり」などの発表を行った。講演テーマや発表３事例などを例に食

品の安全に関して、「リスクの程度（健康への影響、摂量他）」や「リスクの

低減」「リスクコミュニケーション」などを考えるとともに、測定や評価な



 91

どについて質疑を行い、テスト手法や評価方法などの理解を深めてもらい各

地消費生活センターで実施する商品テストの向上が図られた。 

 

③テスト方法等の技術相談に対する助言 

 

各地消費生活センターに対して原因究明に必要なテスト技術等の助言や

資料の提供を行うとともに、商品テスト報告書を作成して提供した。また、

商品テスト情報システム及び商品テスト機関リストを作成し運用した。 

平成１６年度における主な技術相談事例の内容は以下の通り： 

 

○スチームクリーナーの油汚れの作成方法と汚れ落ちの判定方法 

○電球型蛍光ランプの試験項目、測定方法と基準 

○楊枝や箸などの容器包装に使われる漂白剤である亜硫酸の定性試験方法 

○窓ガラス用アルミシート貼布による破損事故の原因究明手法 

○マスクがウイルス飛沫をどのくらい捕集するかを示す方法 

○付着した血液の判定方法 

○カビと酵母の判別方法 

○革製衣料の染色堅ろう度の考え方 

○ハロゲンコタツと赤外線コタツの相違点 

○歩行補助車のＳＧ認定試験内容 

 

２）問題提起型テスト 

 

ⅰ．問題提起型テスト実施件数 

 

－年度計画内容－ 

テスト実施件数は、年度内で１２件以上とする。 

 

◎業務の概要 

 

当センターや各地消費生活センターが受け付けた苦情相談等の中から、人

の生命・身体などに関わる事故や苦情等の内容が国民生活に重大な影響を及

ぼす案件につき、問題提起を行うテストを実施し、消費者に商品の購入や使

用に関する情報を提供する。また、テストした結果、商品に安全や品質、表

示などの問題があれば業界に改善を要望するとともに、行政へは規格、基準

の見直し及び法令違反が疑われるものについて指導等を要望する。 

 

◎年度計画実施状況 

 

年度内に、１２件のテストを実施した（問題提起型テストの概要は別添資

料４０を参照）。実施したテストのテーマは以下の通り： 

 

①ベビーカーの安全性 

②いわゆる排水口に流すタイプの食用油処理剤等 

③飲み残し清涼飲料容器の破裂 

④メリロート（ハーブの一種）を含む「健康食品」 

⑤洗濯乾燥機の実使用性 

⑥豆腐の品質と衛生 

⑦まつ毛パーマ液の成分 
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⑧揚げ物調理における食用油の発火 

⑨エアゾール式簡易消火具 

⑩電気カーペット 

⑪ハロゲンヒーター 

⑫防犯ガラス、防犯フィルムの性能 

 

消費者には商品の購入や使用上の注意などアドバイスを行うとともに、業

界に対しては安全性など商品の品質・機能や表示等の改善を要望した。 

また、行政には規格、基準の見直し及び法令違反が疑われるものについて

指導等を要望した。テスト品目ごとの主な要望内容と、それに対する業界や

行政の対応等は以下の通り： 

 

①ベビーカーの安全性 

公表日：平成１６年４月７日 

要望等：フロントバー脱着時等に生じたすき間で手や指などを挟む可能性

があるものがあったので消費者に注意を呼びかけ、業界に改善を

要望した。そのほか、警告表示などが外国語でわかりにくいもの

があったので指摘した。また、持ち運び時に使用する可能性が高

いフロントバーの強度を十分なものとするよう全国ベビー＆シル

バー用品連合会等に要望した（平成１６年４月）。 

効果等：本体警告表示の改善と在庫品は連絡先を追加説明書として添付し

て出荷する旨、当該メーカーから表明があった（平成１６年４月）。

また、全国ベビー＆シルバー用品連合会は、会員各社に対し指摘

されたような問題がないか充分に検討し適切な対応を行うよう要

望書を出した（平成１６年４月）。 

 

②いわゆる排水口に流すタイプの食用油処理剤等 

公表日：平成１６年４月２１日 

要望等：公正取引委員会との連携によるテスト。食用油を食用油処理剤で

処理しても、環境負荷（有機物による水質汚濁）が軽減するとは

いえない結果であった。食用油処理剤で処理すれば環境負荷が小

さくなるとの表示は誤認を与えるので業界に改善を要望した（平

成１６年４月）。 

効果等：同日、公正取引委員会より、景品表示法（第４条第１項第１号）

に違反するおそれがあるとして販売業者５社に対し警告の行政指

導が行われた（平成１６年４月）。発表後、テスト対象５銘柄のう

ち１銘柄は販売中止された。 

 

③飲み残し清涼飲料容器の破裂 

公表日：平成１６年５月１０日 

要望等：ペットボトルの破裂事故の原因や危険性が消費者にわかりやすく

伝わるよう、商品ラベルの注意表示の内容をさらに改善し、宣伝

などの広報活動においても、より一層の注意喚起を行うよう業界

に要望した（平成１６年５月）。 

効果等：（社）全国清涼飲料工業会は会員各社等に対して周知するとともに、

注意喚起と表示の徹底、改善を要請した。（平成１６年５月）。 

 

④メリロートを含む「健康食品」 

公表日：平成１６年６月４日 
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要望等：メリロートを含む「健康食品」は「むくみ」などの対策をうたっ

て販売されているが、品質管理の悪いものや予防や治療効果を期

待させ、消費者に誤認を与えかねない表示などの問題があったの

で、品質管理の徹底や表示の改善等を業界に要望した（平成１６

年６月）。また、植物成分抽出濃縮物の安全性の評価と食品衛生法

の適正な運用、ハーブ利用の医薬品と食品（「健康食品」）の区分

の再整理、安全で有効な商品が選択できるよう行政に要望した。

また、予防や治療効果、栄養機能食品に関する表示について、消

費者が誤認するおそれのあるものがあったので改善の指導を行政

に要望した（平成１６年６月）。 

効果等：薬事法に抵触する表示方法については、厚生労働省から都道府県

に対して改善指導を行うよう事務連絡がなされ、事業者に対して

指導がなされた（平成１６年６月）。 

 

⑤洗濯乾燥機の実使用性 

公表日：平成１６年７月７日 

要望等：「シワがひどく乾燥性能が不十分」、「運転時間が長い」、「エラーで

途中停止する」、「ふたが長い時間ロックされる」、「糸くずが捕集

されず流出する」など改良の余地がある商品であった。また、油

の付いた洗濯物を乾燥させると発煙することがわかった。乾燥機

能の使い分けや油の付いた洗濯物に関する注意を消費者にアドバ

イスするとともに、業界に改善の要望をした（平成１６年７月）。 

効果等：（社）日本電機工業会より、「長い運転時間」や「エラーによる途

中停止」、「ふたのロック機能」、「糸くずの流出」について改善等

の回答があった（平成１６年７月）。 

 

⑥豆腐の品質と衛生 

公表日：平成１６年８月４日 

要望等：豆腐の栄養成分や保管方法などを消費者にアドバイスするととも

に、衛生面や凝固剤・栄養成分などの表示に問題が見られたので、

衛生管理の向上、凝固剤や栄養成分の表示の適正化、「にがり」「丸

大豆」等を強調した表示の見直しを業界に要望した。また、遺伝

子組換え大豆の混入率が製品で検証できない現行試験方法の検討

についても行政に要望した（平成１６年８月）。 

効果等：遺伝子組換え大豆の検出が認められたものには、厚生労働省によ

る当該事業者への調査が行われた。また衛生面の管理の徹底につ

いても指導がなされた（平成１６年８月）。また、農林水産省は関

係団体に対し、表示等について法令を遵守するよう口頭で指導。

当該調査結果の冊子を会員事業者に配付した（平成１６年９月）。 

 

⑦まつ毛パーマ液の成分 

公表日：平成１６年９月３日 

要望等：まつ毛パーマに関して目の炎症等の危害情報が寄せられ、エステテ

ィックサロンや美容院等で使用されている「まつ毛パーマ液」は、

頭髪以外への使用が承認されていない「頭髪用パーマ液」と化学的

性質の点でほとんど差がなかった。このため、使用については慎重

さが必要と消費者にアドバイスするとともに、行政にはこのような

商品がまつ毛に使われることのないよう被害の未然防止・拡大防止

のための対応を要望した（平成１６年９月）。 
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効果等：厚生労働省より各都道府県、政令市、特別区に対し「パーマネント・

ウエーブ用剤の目的外使用について」エステサロン、美容院等にお

いて、まつ毛に使用しないよう周知及び適正な実施の確保を図るよ

う通知が出された（平成１６年９月）。また、厚生労働省より「い

わゆる『まつ毛パーマ液』の取り扱いについて」頭髪用以外の用途

を謳ったものは無承認無許可の医薬部外品であるため、製造者等に

対する監視指導の徹底を図るよう通知が出された（平成１６年９

月）。 

 

⑧揚げ物調理における食用油の発火 

公表日：平成１６年１０月６日 

要望等：揚げ物用食用油の種類や使用状況によって発火温度等が異なるこ

とがわかったため、消費者に安全な使い方をアドバイスするとと

もに、業界及び行政にわかりやすい表示と情報提供をするよう要

望した（平成１６年１０月）。 

効果等：総務省消防庁より各都道府県及び東京消防庁・各指定都市消防長

宛に「揚げ物調理における食用油の発火」のテスト結果を火災予

防上の参考にするよう通知が出された（平成１６年１０月）。また、

（社）日本植物油協会より、使い方により発火までの時間が異な

るなどの注意を、ホームページ等で啓発する旨の回答があった（平

成１６年１０月）。また、少量の油で揚げる場合や特定の成分を調

整した油を使用する場合などについて、消費者に対し注意喚起が

なされた（平成１６年１０月）。 

 

⑨エアゾール式簡易消火具 

公表日：平成１６年１０月６日 

要望等：「天ぷら油火災」に使用すると、炎が非常に大きくなり危険なもの

があったので、エアゾール式簡易消火具の選び方を消費者にアド

バイスするとともに、業界に販売の再検討などを要望した。また、

環境負荷が大きいなど問題が多い「ハロン」や「代替フロン」を

消火薬剤に用いている製品が輸入販売されていることの是非につ

いて、業界及び行政に対し早急な対策を要望した（平成１６年１

０月）。 

効果等：総務省消防庁より各都道府県及び東京消防庁・各指定都市消防長

宛に「エアゾール式簡易消火具の取扱い等について」鑑定マーク

を引き続き推奨すること、ハロン等は大気中に放出しないこと、

ハロン及び代替フロンを使用したものは「天ぷら油火災」に有効

でないことに留意するよう通知が出された（平成１６年１０月）。

また、（社）日本通信販売協会が、一部の輸入品については「天ぷ

ら油火災に使用すると、炎が吹き上がり非常に危険なものがあっ

た」というテスト結果を受け、同種の商品を扱っている場合は厳

重に注意するよう、会員各社に対し注意喚起を行った（平成１６

年１０月）。 

 

⑩電気カーペット 

公表日：平成１６年１１月５日 

要望等：低温やけどや熱中症にならないように消費者にアドバイスすると

ともに、本体や取扱説明書に熱中症に関する注意表示の記載がな

かったので、記載するよう業界に要望した（平成１６年１１月）。 
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効果等：（社）日本電機工業会より、電気カーペットの誤った使用方法によ

っては、脱水症状にとどまらずに熱中症になる可能性もあると判

断し、安全表示を改定する旨の回答があった（平成１７年２月）。 

 

⑪ハロゲンヒーター 

公表日：平成１６年１１月５日 

要望等：パラボラ型製品での熱集中によるやけどや、テレビなどのリモコ

ンでの誤動作、転倒時の安全機構の問題点を消費者にアドバイス

するとともに、設計の再検討等を業界に要望した。また、ハロゲ

ンヒーターのガラス管が破裂するなどの不具合が生じたものは、

改善をするよう業界に要望した（平成１６年１１月）。 

 

⑫防犯ガラス、防犯フィルムの性能 

公表日：平成１７年２月４日 

要望等：防犯ガラスや防犯フィルムの防犯性能の有効性を消費者にアドバ

イスするとともに、より防犯性能の高い商品の開発と普及促進の

ため、商品の低価格化等を業界に要望した。一方、防犯フィルム

の「打ち破り」試験でガラスからフィルムが剥がれたものがあっ

たので、業界と行政に「官民合同会議※」の基準を満たすよう改善

と指導を要望した（平成１７年２月）。 

※侵入犯罪の防止を図るため、警察庁や国土交通省、経済産業省、

民間団体などで構成された「防犯性能の高い建物部品の開発・

普及に関する官民合同会議」 

効果等：警察庁、国土交通省、経済産業省、官民合同会議より、「打ち破り」

試験でフィルムが剥がれたものについて、各ホームページで注意

喚起が出された。 

 

なお、新たな専門知識や技術などの研修、習得が一部不十分な例も見られ

たので、今まで以上に各種の研修や講習会に積極的に参加するなど一層の研

鑚を図り、改善を行うこととした。 

 

ⅱ．テスト結果の提供 

 

－年度計画内容－ 

テスト結果を、報道機関、ホームページ、テレビ番組、「たしかな目」、「国民

生活」などを通じて迅速に情報提供する。 

 

◎業務の概要 

 

国民生活の安定及び向上に寄与するため、また、消費者被害の未然防止、

拡大防止のため、テスト結果を記者説明会で新聞・テレビなどの報道機関に

公表するとともに、当センターが提供するホームページ、テレビ番組、「たし

かな目」、「国民生活」などを通じて迅速に情報提供している。 

 

◎年度計画実施状況 

 

テスト結果の公表は、記者説明会で行うと同時にホームページにも掲載し

た。また、テレビ番組や月刊誌「たしかな目」などにも、テスト内容を一般

消費者にわかりやすく加工して速やかに情報提供した。 
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平成１６年度に実施したテストの結果は、記者説明会の当日や翌日の新

聞・テレビなどで、迅速に情報提供されたものがあった。また、記者説明会

と同時にテスト結果をホームページに掲載した。その他、平成１６年度以前

に公表したもので、改めて情報提供されたものもあった。 

各媒体を通じての情報提供実績は以下の通り： 

①報道機関（新聞・ＴＶ等）による情報提供：１０７件 

※新聞：７２件、ＴＶ：３５件 

※新聞への掲載状況については別添資料１８を参照 

②雑誌・広報媒体等：１７件 

③当センターによる情報提供：４５件 

※たしかな目：１２件、ＴＶ番組「ご存知ですか」：１０件、 

ホームページ：１２件、国民生活：１１件 

 

ⅲ．テストの課題設定及び成果に対する評価 

 

－年度計画内容－ 

テストの課題設定及び成果については、商品テスト分析・評価委員会の評価

を受け、その結果を業務に反映させる。 

 

◎業務の概要 

 

テストの課題設定及び成果については、商品テスト分析・評価委員会を実

施し、その結果を業務に反映させる。 

 

◎年度計画実施状況 

 

食品、化学品、家電・住生活品、車両関連等各専門分野の学識経験者を委員

とする商品テスト分析・評価委員会を２９回開催して評価を受け、商品テスト

デザイン及びテスト結果に反映させるのと同時に、今後実施するであろう同種

のテストについてのノウハウ蓄積を行い、テスト業務の充実に繋げた（委員名

簿については別添資料４１を、委員会及び分科会実施状況については別添資料

４２を参照）。 

 

（主な助言とテストデザイン及びテスト結果等への反映） 

 

①「メリロートを含む『健康食品』」のテスト結果について、商品名にメーカ

ー名を付加するとメーカーに対する制裁となり問題となることがあるなど、

表現に関する様々な問題点のアドバイスを受け、報告書に反映させた。 

 

②「洗濯乾燥機の実使用性」のテスト結果について、テストに使用した衣類

は乾燥機での使用が不適当なため、運転時間が長くなった可能性があると

の指摘を受けた。このため、当該衣類を他のものに交換して運転時間等の

確認を行った。消費者がこの商品を使いこなせるよう使い方のコメントを

記載すべきとのアドバイスを受け加筆した。 

 

③平成１６年度実施予定のテスト品目の課題設定について、「効果のない健康

食品は非常に難しいが実施可能か検討すべき」、「実使用を想定したテスト

を実施する場合、問題となることもあるので試験方法や問題提起の仕方を

十分検討すべきである」、「消費者への情報提供はテレビ、新聞等を通じて
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直接伝えることが大事で、いろいろな媒体を有効に使うこと」等の意見を

受け、テストデザイン等に反映させた。 

 

④「豆腐の品質と衛生」のテスト結果について、遺伝子組換え大豆の検出を

コメントするときは、安全性の観点ではなく「不使用」と表示されている

ものからどうして検出したのかを記載した方がよい。また、イソフラボン

の身体への影響は、種類などにより異なるので文献を引用した方がよいと

のアドバイスを受け、報告書に反映させた。 

 

⑤「まつ毛パーマ液の成分」のチオジグリコール酸量の測定方法について、

アドバイスを受け再試験を行った。また目に対する影響という観点から液

性（アルカリ剤）の影響が大きいとの指摘を受け加筆した。 

 

⑥「揚げ物調理における食用油の発火」のテストデザインについて、揚げ物

調理時の発火のメカニズムなどに関する助言のほか、発火点は点火源によ

って異なることや発火の判別方法などのアドバイスを受け、テストに反映

させることとした。また、テスト結果については、「発火」「引火」「火がつ

く」という言葉の使い分けを適切に行うこと。また、まとめ方は、微細な

データの差異にとらわれず、消費者への注意情報を主体にすべきとのアド

バイスを受け、報告書中の表現を改めるとともに、グラフや図を多く用い

てわかりやすくなるように修正をした。 

 

⑦「エアゾール式簡易消火具」のテストデザインについて、消火能力のテス

ト方法は日本消防検定協会の鑑定試験方法を参考にするようアドバイスを

受け、テストに反映させることとした。また、ハロンや代替フロンを消火

薬剤に使用した消火具は、環境問題や有毒ガス発生の危険性があるため、

専門機関でもテストは実施しておらず、テストの実施は再考すべきとのア

ドバイスを受け、調査に留めることとした。また、テスト結果については、

消火薬剤にハロンを用いた製品等については、販売そのものの是非を業界

に、規制化などを行政に、各々要望すべきであるとのアドバイスを受け、

それぞれに要望することとした。 

 

⑧「電気カーペット」のテスト結果について、乳幼児や高齢者など、熱中症

に弱い人に関する注意喚起が必要であるとのアドバイスを受け、業界に要

望することとした。また、テストデータをもう少し医学的な見地からコメ

ントした方がよいというアドバイスを受け、報告書に反映させた。 

 

⑨「ハロゲンヒーター」のテストデザインについて、繰り返し耐久試験によ

るヒーターのガラス管破裂の再現テストは、電源が切れたのち、製品が十

分に冷えてから次の電源投入がされる条件でテストを設計すればよいとの

アドバイスを受け、テストに反映させることとした。また、耐衝撃試験に

ついてはＪＩＳ ９２０２にある、野球の軟球を用いた試験方法の方が適し

ているとのアドバイスを受け、テストに反映させることとした。また、テ

スト結果については、反射板（パラボラ形状）による熱集中や転倒時の危

険性などは重要なので消費者へのアドバイスとしては優先度が高いことや、

転倒試験結果は、ＪＩＳと電気用品安全法とで評価が多少異なるので注意

が必要であり、本体各部の温度も法的な問題よりも使用上の注意としてと

らえた方がよいとのアドバイスを受け、報告書に反映させた。 
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⑩「防犯ガラス、防犯フィルムの性能」のテストデザインについて、防犯ガ

ラスはタイプ（仕様）により性能差はあるが、仕様が同じならメーカー間

に差はないとのアドバイスを受け、対象銘柄の選定に役立てた。また、防

犯フィルムは厚いので、一般消費者が施工するのは難しく、また施工の良

否が強度に影響する旨の指摘を受け、厚いタイプの防犯フィルムの施工は

専門の業者に依頼することとした。また、テスト結果について、防犯フィ

ルムの「打ち破り試験」でフィルムが剥がれた原因が特定できていないの

で、フィルムメーカー指定店が施工したもので再テストの必要があるとい

う指摘により確認したところ、同様の結果であった。 

 

⑪「電動アシスト自転車」のテスト結果について、自転車である「電動アシ

スト自転車」と、原動機付自転車である「自走機能付自転車」を区別して

まとめないと、消費者に誤認を与えるというアドバイスを受け、報告書の

構成を修正した。また、「自走機能付自転車」という名称はわかりにくいの

で、検討した方がよいとのアドバイスを受け、「ペダル駆動付の原動機付自

転車」と訂正した。さらに、１０km 走行当たりのコストは、充電にかかる

電気代だけでなく、バッテリ価格を含んだコストも記載すべきとのアドバ

イスを受け、テスト結果に反映させた。 

 

⑫「虫よけ剤」のテストデザインについて、医薬部外品はディート濃度が様々

で使用者の年齢に対応して作られていると思われることから、テストは使

い方、特に子供への使用がポイントになる、とのアドバイスを受け、テス

トに反映させることとした。また、消費者アンケートは、「効果の有無や子

供への使用実態が把握できるとよい」などの意見をアンケート調査に反映

させることとした。また、テスト結果については、各メーカーで想定して

いる使用量等に大きな差があるとの調査結果だが、各メーカーがその根拠

を有しているのかどうかを含めて情報化すべきではないか、また粒子径が

小さいものでは吸入の危険性が高くなることへの注意喚起を行うべきであ

る、等のアドバイスを受け、それぞれ報告書に反映させることとした。な

お、各メーカーの想定使用量と実際のテストで調べた使用量の結果の比較

もすることとした。 

 

⑬「アロエを使った『健康食品』」のテストデザインについて、アロエには医

薬品に使用されるものなど様々な種類があるが、慣例的に食品扱いとなっ

ているキダチアロエにも下剤成分であるバルバロインが入っている、また、

キダチアロエが原材料として使用されているかどうかは、キダチアロエ特

有の成分を分析すればわかるとのアドバイスを受け、対象商品をキダチア

ロエのものを中心にすることとした。 

 

⑭「センナ茎を使った『健康食品』」のテストデザインについて、６年前に実

施した結果との対比もテストの重要なポイントである、またこの商品につ

いては表示の問題も大きいと思われる、とのアドバイスを受け、テストに

反映させることとした。 

 

⑮「自転車の夜間走行時の事故を防ぐために―自転車用ランプ等―」のテス

トデザインについて、ＬＥＤ（発光ダイオード）式のランプは被視認性が

劣る旨のアドバイスを受け、モニターテストを行うこととした。また、Ｌ

ＥＤ式のランプは点灯してから安定するまでに時間がかかる旨のアドバイ

スを受け、照度（光度）測定時は約１０分経過後に測定することとした。 
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⑯「幼児用玩具の安全性」のテストデザインについて、抗菌に関するテスト

を予定していたが、２４ヶ月未満の子供用品には抗菌加工を施さないとの

規定があるため、抗菌加工はあまりされていないのではないかとのアドバ

イスを受け、衛生面や重金属の溶出にポイントを置いてテストを実施する

こととした。 

 

⑰「卓上型食器洗い乾燥機」のテストデザインについて、湯で洗浄し、高温

で乾燥することから衛生性はあまり問題とならないと思われるので、確認

テスト程度で十分とのアドバイスを受けた。また、「手洗い」との費用比較

で、本体価格以外に工事費用や分岐水栓の購入代も考慮する必要があると

のアドバイスを受け、テストに反映させることとした。その他、工業会の

「手洗い」の定義が一般家庭の実状と異なっているようであれば指摘する

ようにとのアドバイスを受け、検討することとした。 

 

なお、専門性が極めて高いテスト項目などの場合、商品テスト分析・評価

委員会の評価では不十分な例も見られた。別途、外部専門家へのヒアリング

等をより充実させることとしたい。 

 

（７）調査研究 

 

調査研究に関する中期計画は以下の通りである： 

１）国民生活の動向、消費生活に関する諸問題の中から消費生活に重大な影響を

及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴなどセンターの収集した情報などを用

いて調査研究を行い、国・地方の消費者政策の企画立案に資する 

２）調査研究結果について、広く国民の理解を促進する。 

３）調査研究の課題設定及び成果については、外部有識者による評価を実施し、

その結果を業務に反映させる。 

平成１６年度においては、「訪問販売」「美容医療」「子どもの個人情報」「グルー

プホーム」の４テーマについての調査研究結果を取りまとめ、報道機関等並びに当

センター運営のホームページやテレビ番組、各種定期刊行物を通じて広く提供した。

また、４テーマの内「美容医療」「グループホーム」については、問題性を踏まえ、

行政や業界への要望や情報提供を行っている。また、時系列項目と特定項目（平成

１６年度の健康食品の利用意識・利用実態）からなる「国民生活動向調査」を実施

し、昨今の健康に対する国民意識を世の中に知らしめた。 

各々の調査研究結果については、外部の専門家・有識者を委員とする「調査研究

業務に関する評価会合」によって評価が行われ、高い評価を得た。評価者からの意

見等については、今後の調査研究業務に反映していく。 

 

ⅰ．各種調査研究 

 

－年度計画内容－ 

国民生活の動向、消費生活に関する諸問題の中から消費生活に重大な影響を及

ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴなどセンターの収集した情報などを用いて調

査研究を行う。 

 

◎業務の概要 

 

国民生活の安定及び向上に資するため、国民生活や消費者問題の実態などに

関する調査研究を通し、問題解決の方策を明らかにするなど、施策等の提言に
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つながる調査研究業務を行っている。 

 

◎年度計画実施状況 

 

終了した調査研究や実施予定の調査研究課題について、外部の専門家・有識

者を委員とする「調査研究業務に関する評価会合」（学識経験者４名）を平成１

７年３月に開催した。その会合において、評価対象の調査研究について、調査

研究実施者が目的、内容、成果等を説明し、その後、評価委員と調査研究実施

者による意見交換を行い、それらを踏まえて、評価委員は、評価票に示された

評価項目に従って評価を実施した。 

平成１６年度に実施した調査研究のテーマは以下の通り： 

 

①国民生活・消費者問題に関する調査研究 

○訪問販売業界等の自主ルールに係る問題点と改善策－苦情の実態等をふま

えた提言－（平成１６年７月） 

－概要－ 

国民生活審議会及び消費者基本法で指摘しているように、事業者団体

の自主ルールは事業者の勧誘活動や被害救済における事業者の社会的責

任を明らかにし、消費者保護を推進する上で重要である。高齢者に家庭

訪問販売による苦情が多数発生し、また、２０歳未満の若者には通信販

売による苦情が多いことから、家庭訪販及び通信販売に関する苦情の分

析、訪問販売協会及び通信販売協会の自主ルールの問題点の分析、豪州

と英国の事業者団体の自主ルールの把握等の調査結果を基に、自主ルー

ルの改善に向け、次のような提言を行った（消費者法等を専門とする学

識経験者からなる研究会を設置して調査研究を実施、委員長：松本恒雄

一橋大学大学院法学研究科教授）。 

〈基本的な考え方〉 

＊法令（特定商取引法）上に根拠を持つ団体である訪問販売協会及び

通信販売協会は、消費者基本法の規定をふまえ、自主ルール策定を

積極的に取り組む必要がある。 

＊被害が深刻な次々販売や過量販売、二次被害等に関しては、勧誘行

為の規制や被害救済は従来と異なる視点で自主ルールに基づき厳格

に対処すべき。 

＊実効性確保のため共同規制等の有効な仕組みを自主ルールの中に組

み込む必要がある。 

＊自主ルールの運営団体は、アウトサイダーの問題のある行為につい

ては、公的機関に通報し、対応を求める体制をとること。通報を受

けた公的機関は適切に対応することが必要。 

〈日本訪問販売協会等の自主ルールの改善点を指摘〉 

（日本訪問販売協会） 

＊法令違反等勧誘行為の問題性に応じて、全額返金などの救済を行

うなど被害救済について改善が必要。 

＊高齢者や判断不十分者を狙いうちにした勧誘を規制する具体的な

ルールを設ける。 

＊クーリング・オフについての説明責任を果たす。 

＊消費者の信頼を得るため、販売員の教育・研修制度等を充実させ

る等の改善が必要。 

（日本通信販売協会） 

＊未成年者契約について親権者の同意の取り方等について、ルール
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化する等の改善が必要。  

日本訪問販売協会及び日本通信販売協会に対して上記の要望を行った。 

 

○美容医療にかかわる消費者被害の未然防止に向けて（平成１６年９月） 

－概要－ 

「美容医療」は、相談者の年齢層も幅広く、雑誌広告などで活発な営

業活動が展開されていることも相まって、消費者のニーズは益々増加す

ることが考えられる。一方、契約に際しての情報提供に適正さを欠き、

説明が不十分な契約が多いなど、適切な契約が行われていないとの消費

者からの相談が多く、このまま推移することは消費者被害の増加を懸念

させる。 

この調査研究は、医師、法律の専門家からなる研究会（委員長漆畑修

東邦大学医学部皮膚科助教授）を設置し、美容医療にかかわる消費者被

害の現状と問題点の分析を行い、消費者被害の未然防止策について検討

し、消費者向けのアドバイスとしてチェックリスト等をとりまとめた。 

検討の結果、相談の現状と問題点として、相談の中で「美容医療」広

告をきっかけとして医療機関へ出かけたケースが多く、広告が「美容医

療」情報となっていることが明らかとなった。そこで雑誌広告を調査し

たところ、「無料相談」「低価格」「無痛」など、消費者に過度の期待を抱

かせ、選択をゆがめるような適正さを欠く表現も多くみられた。また、

医師や医療機関からの説明に関して、説明不足や適正を欠く情報が問題

となるケースも多くみられた。 

これらの結果をふまえ、被害の未然防止策をまとめた。 

＊「美容医療」関連の雑誌広告に関しては、消費者に過度の期待や誤

解を与えない情報提供がなされるよう、関係機関での早急な改善が

必要である。 

＊医師・医療機関は、消費者に対して「施術の限界」「施術のリスク」

「副作用」「費用総額」などの必要な情報が提供された上で、消費者

が自由に意思決定できるよう、関連機関の総合的な取り組みが重要

とみられる。 

＊美容医療は消費者が受けるかどうかを含めて自ら選択して受ける全

額自己負担の自由診療の医療である。消費者は医療機関に行くと、

「すぐに」「その場で手術」を言われるケースも多いが、一旦家に持

ち帰るなど、契約を決定するまでに、契約当事者として情報収集と

チェックリストを参考に冷静な判断が必要である。 

－要望等－ 

研究会での検討をふまえ、下記の要望を、関係機関へ概要を説明して

要望書を提出。 

＊広告に関連し「美容医療」広告の適正化とチェック体制の充実へむ

けた取り組み 

＊美容医療事業者へは医師からのリスクも含めた施術の説明の充実、

施術面での安全面と事後管理への配慮、経過説明等インフォームド

コンセントの充実、など。 

＊要望先：厚生労働省医政局、公正取引委員会事務総局取引部 

（社）日本雑誌広告協会、（社）日本美容医療協会、日本美容外科医

師会 

－効果等－ 

厚生労働省及び公正取引委員会より、以下の主旨の回答があった。「美

容医療は活発な営業活動が展開されているが、その内容に関して問題が
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あることの指摘、及び消費者への情報提供は重要であると認識しており、

実態を参考に規制等に関して検討していく。」 

 

○子どもの個人情報に関わる消費者トラブルとオンラインプライバシー保護

のあり方に関する調査研究（平成１７年３月） 

－概要－ 

子どもの個人情報に係わる消費生活相談の分析を通して、トラブルの

現状と特徴を明らかにし、子どもの個人情報を対象にして保護を図る試

みに関して、日本における事業者団体等の個人情報保護ガイドラインに

みられる諸規定、米国における「児童オンラインプライバシー保護法」

の規定などを紹介しつつ、子どもの個人情報保護のための課題について

整理・検討を行った。 

子どもの個人情報に係る消費者トラブルの動向 

＊子どもの個人情報に係る相談の急増が目立つ、平成１４年度は３００

件、平成１５年度には１，４００件を超えた。 

＊子どもの個人情報トラブルの第１位は「電話情報提供サービス」であ

り、子どもの個人情報に係る消費生活相談の８割以上（８５．７％）

をしめ、次いで「オンライン情報サービス」は５．６％である。 

子どもの個人情報保護への対応の現状 

＊事業者団体等が自主的に作成した個人情報保護ガイドラインには、子

どもの個人情報に対する特別な配慮を規定している場合がある。また、

認証マークの付与に際して子どもの個人情報保護への対応を審査項目

に加えている場合がある。 

＊米国のCOPPA「児童オンラインプライバシー保護法」（COPPA：Children's 

Online Privacy Protection Act of 1998） の場合は、a.１３歳未満

の子ども、ｂ.子ども向けのあらゆるウェブサイトの管理者およびオン

ラインサービスの提供者、c.子どもとその家族に関する個人情報、と

いう点に対象範囲を具体的に限定したうえで法的規制を定めている。 

＊COPPA の施行による影響として、子どもに対する注意を表示するサイ

トが増え、１３未満の子どもは利用できない旨のプライバシー政策を

表示するケースも増えた。違反した場合には高額な罰金が課されるこ

ともあり、COPPA の施行によりサイトの運営方法に影響を与えている。 

＊COPPA 違反に対しＦＴＣ（米国連邦取引委員会）は、事業者が自ら表

明したプライバシー・ポリシーに違反した場合に、行政処分を課す権

限を有する。 

上記の検討の結果、課題について、次の５点を整理した。 

・子どもに対する啓発・教育が必要 

・子どもの個人情報を守る親の役割の発揮 

・オンライン上での取得に当ってのサイトの工夫 

・事業者団体等のガイドラインの普及と活用 

・子どもの個人情報を守るためのルール整備が必要 

－効果等－ 

個人情報保護法の完全実施の時期と重なり、メディアの関心も高く、

随所で取り上げられた。消費者や関係事業者の啓発に役立つこと極めて

大きかった。 

 

○グループホームのサービスと消費者契約に関する調査研究 

（平成１７年３月） 

－概要－ 
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判断能力の十分でない人や障害のある人が地域社会の中で暮らして

いくためのグループホームが増えている。認知症高齢者グループホー

ムは、１２年３月は２６６か所であったが、１７年１月には６，００

０か所を超えている。知的障害者グループホームは５，０００か所近

くに増え、精神障害者グループホームは１，０００か所を超えている。

これらホームは、入居者が１０人未満であることから個別ニーズに合

ったサービス提供が可能といわれる反面、消費者被害につながる要因

があり、消費生活センターには、グループホームが提供するサービス

の質への不満や解約、入居金、保証金、介護事故等に関する相談が寄

せられている。そこで、グループホームにかかわる消費者被害の未然

防止策と権利擁護のあり方を探るために、全国の認知症高齢者グルー

プホーム、知的障害者グループホーム、精神障害者グループホーム５，

６７０を対象に、１６年１０月、調査を実施した（有効回収数３，４

６１、回収率６１．０％）。 

 

調査事項：契約前の見学、体験入居、契約書（重要事項説明書）の有

無、契約書に署名する人、法定成年後見制度・任意後見制

度・地域福祉権利擁護事業の利用、入居を判断する人、退

去理由、自己評価の実施、第三者評価の実施、悪質商法の

被害と救済、苦情への対応、損害賠償保険の請求、入居金

等。 

調査の結果、グループホームの情報を利用者が知り、選択すること

の問題点やホームが提供するサービスの品質や価格等の実態が明らか

となった。この結果を踏まえ、「グループホームの暮らしと権利擁護に

関する研究会」（座長 田山輝明 早稲田大学法務研究科教授）として、

次のような提言をまとめた。 

＊見学は実施すべき、体験入居は極めて大切 

＊世話がより楽な人を選ぶことはしないようにしてほしい 

＊可能な限り利用者本人の意思に基づく契約締結を尊重すべき   

＊ホーム関係者は研修等を通じて成年後見制度を理解し普及につと

めてほしい

＊評価やオンブズマン制度を導入し、社会に開かれたホームの実現

を 

＊利用者の意思が反映された介護・援助計画の作成を 

＊入居者のプライバシーについて真剣に考えてみる必要がある 

＊入居金、保証金・敷金については、明示しておくべき 

＊介護、援助の質の向上には、専門職の育成、十分な対価が必要 

＊事故を未然に防ぐには、コミュニケーションを図ることが不可欠 

－要望等－ 

厚生労働省老健局、社会・援護局に調査結果の概要と提言を説明し、

要望書を提出した（平成１７年３月）。 

－効果等－ 

要望に対し、厚生労働省より以下の回答があった。 

「地域社会の中で暮らしていくためのグループホームは重要であり、

時宜にかなった調査結果である。介護保険法改正、障害者自立支援法の

制定、制度改正に役立てる。利用者中心のサービスのシステム、運営基

準、報酬などを決定していく上で、実態を参考にする。」 
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②国民生活動向調査（平成１６年度第３５回、平成１７年３月） 

国民生活動向調査は、昭和４６年以降毎年実施しており、消費者相談の多

い事柄や社会問題となっている事象を特定テーマとして取り上げると同時に、

消費者をとりまく環境や消費者意識の変化をとらえるために、「生活センター

の周知度」などほぼ同一の項目を毎年、調査している（時系列テーマ）。 

調査対象は全国の大都市に居住する２０歳～６９歳主婦、３，０００名、

有効回収数１，８９９（６３．３％）。調査の結果、次のようなことが明らか

になった。 

健康食品をめぐる主婦の意識と行動〈特定テーマ〉 

＊気になる健康情報は、半数近くが生活習慣病と答え、肥満、老化が続く。 

＊７割近くは「健康食品」の使用経験があり、４分の１が「ほとんど毎日使

用」している。 

＊健康食品購入の「勧誘を受けた経験がある」は７割強。 

＊使用して「体の調子が悪くなった」人もいる（１．５％）。 

＊年齢が高いほど購入費用も高くなる。６０代の１割強は、月に１万円以上

購入。 

＊事業者へ望むことは「安全性の確保」が８割、「安全性に問題があった時の

迅速な情報提供＊回収」が５割を超えている。 

 

商品やサービスへの不満、被害等〈時系列テーマ〉 

＊「商品やサービスに対する不満、被害あり」は４割強。 

＊苦情の持込率は５２．８％、苦情の持ち込み先として消費生活センターな

どの相談窓口は５．３％となり、１２年の２．９％から毎年漸増している。 

＊消費生活センターに取り組んでほしい業務は「苦情や相談への対応の充実」

が７割を占め、始めて１位となった。 

＊「個人情報の保護に関する法律」の周知度は１４．７％。 

架空請求を受けた経験と対応〈最近の消費者問題〉 

＊架空請求を受けた人（１３．５％）は、前回（３．５％）より１０ポイン

ト増えている。 

＊年齢に関わりなく架空請求を受けており、半数は請求金額が１万円以上。 

＊請求を受けた人のうち、８割弱が「無視」しているが、「業者へ返信、問い

合わせた」人（５．１％）や「支払った」人（１．２％）もいる。 

 

季刊誌「国民生活研究」（消費者問題や生活問題に関する当センター内外の研究

者の研究論文等を掲載している）を６月、９月、１２月、３月に発行した。 

なお、各調査研究の公表に関する新聞記事（掲載された主要なもののみ）につ

いては、別添資料１８を参照。 

 

ⅱ．調査研究結果及び調査研究課題に対する評価 

 

－年度計画内容－ 

終了した調査研究や実施予定の調査研究課題について、外部有識者による評価

を実施する。 

 

◎業務の概要 

 

調査研究の課題設定及び成果について、外部有識者による評価を実施し、そ

の結果を今後の業務に反映させる。 
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◎年度計画実施状況 

 

平成１６年度に実施した調査研究４テーマについて、調査研究業績評価会

合を設け、次の評価委員４名の評価を受けた。 

阿部  一知  東京電機大学工学部教授 

原    早苗  金融オンブズネット代表 

坂東  俊矢  京都産業大学大学院法務研究科教授 

御船美智子  お茶の水女子大学生活科学部教授 

 

「調査研究の目的の妥当性」｢調査研究結果の内容｣｢研究成果の貢献｣の視

点から評価が実施され、概ね次のような良好な評価であった。 

◇調査研究の目的の妥当性 

４テーマとも、極めてタイムリーな問題であるとともに、社会的にも緊

急度のある課題であり、社会的ニーズからみて妥当である、との評価を受

けた。 

◇調査研究結果の内容 

質の高い研究成果が出ているとの評価がなされた一方、調査結果と市

場、消費者行動、消費者契約等現行法制度との更なる関連分析を期待す

る、との指摘もあった。 

◇研究成果の貢献 

消費者問題として拡大が考えられる課題を取り扱っており、貢献度が

高く消費者問題の改善に対してインパクトがあるとの評価を受けた。研

究成果をどのように改善のインセンティブに結び付けていくかを深め

る必要があるとの指摘もあった。 

 

また、４テーマの総合評価（５点法換算）は４．５となっており、高い評

価を得ている。 

 

◇調査研究課題 

平成１７年度予定の３テーマ（①高齢者居住施設をめぐる消費者問題に

関する調査研究、②食品関連企業の消費者対応に関する調査研究、③多重

債務問題と消費者被害の未然防止に関する調査研究）の目的、調査内容を

評価会合において説明した。 

評価委員からは、関係の政策とそれを取り巻く環境が急速に変化する中

にあって、消費者ニーズにあった適切な問題設定であるとの指摘であった。 

 

４人の外部有識者からの各調査研究に対する主なコメントについては、別添

資料４４を参照。 
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３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

別紙１から別紙３の通り。 

 

４．短期借入金の限度額 

 

該当なし。 

 

５．重要な財産の処分等に関する計画 

 

該当なし。 

 

６．剰余金の使途 

 

該当なし。 

 

７．その他内閣府令で定める業務運営に関する事項 

 

（１）施設・設備に関する計画 

 

該当なし。 

 

（２）人事に関する計画 

 

１）方針 

 

－年度計画内容－ 

業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。 

 

◎業務の概要 

 

中期計画の期末職員数を１２３人とするため、業務運営の効率化に努める。 

 

◎年度計画実施状況 

 

年度計画通り、業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努めた。 

また、業務運営の効率化及び各事業への適正人員配置のために、年度当初に組

織改編を行い、重点業務への人員のシフトを行うとともに部署間の連携を強化し

た。主な改善点は以下の通り： 

◇総務企画部企画広報課、総務企画部調査室、研修生活研究部の各部署で行っ

ていた調査研究業務を統合し、実践的な調査研究を重視する観点から相談業

務を担う部門の配置とした（相談調査部調査室の設置）。 

◇情報システムの管理については、ＰＩＯ－ＮＥＴの管理（旧消費者情報部）、

ホームページ等サーバー管理（旧普及交流部）、構内ＬＡＮ管理（企画広報課）

と各部に跨っていたものを情報管理部門に統合して集中管理を行うことにし

た（システム管理室の設置）。 

◇管理部門で実施していた広報業務及びＮＰＯとの交流は普及交流業務と統合

してホームページの運営、出版業務等とともにセンター情報を一元化して発

信することとした（広報室の設置）。 
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また、職員の資質向上と業務の効率化に資するため、財務省「予算編成支援シ

ステム」、環境省「ＶＯＣｓ分析」、社会経済生産性本部「メンタルヘルス推進支

援セミナー」等で訓練や研修を受けたほか、「司法制度改革と仲裁ＡＤＲ」「個人

情報保護法と相談対応」「特殊クレーマー対応と個人情報問題」「Ｗｅｂアクセシ

ビリティＪＩＳ規格」「スタイルシートによるホームページの作成」等各種講習会

に参加して研鑚を図った。 

 

２）人員に係る指標 

 

－年度計画内容－ 

期末の常勤職員は、期首の１２６人以内とする。 

 

◎業務の概要 

 

中期計画の期末職員数を１２３人とするため、当該年度末の職員数においても

常勤職員数の抑制に努める。 

 

◎年度計画実施状況 

 

年度末の常勤職員の数を１１６人とした。（注） 

また、現行業務の実施体制を確保しつつ、中期計画期末職員数の増加を抑制す

る観点から２年間の任期付職員１名の採用を行った。 

なお、現行の規程においては、満６０歳となる日の属する月の月末が定年とな

っているが、業務執行の観点から、年度末定年への移行が検討されるところであ

り、平成１８年度に導入すべく細部を詰めている。 

（注）年度末定年換算で１２０人 

 

（３）積立金の処分に関する事項 

 

該当なし。 

 

－以  上－ 



 108

別紙１ 

 

平成１６年度の年度計画に沿った予算の計画額及び決算額は以下の通りである。 

 

平成１６年度予算 

 

（単位：百万円） 

区    別 計  画  額 決  算  額 差    額 

収入 

運営費交付金 

事業収入等 

その他の収入 

前年度からの繰越金 

計 

 

２，５２０

２５３

２６

２１

２，８２０

 

２，５２０

２２０

０

２１

２，７６２

 

０

３２

２６

０

５８

支出 

業務経費 

一般管理費 

人件費 

その他の支出 

計 

１，０９２

２６４

１，４３９

２６

２，８２０

９８１

２５９

１，４０７

０

２，６４８

１１０

４

３１

２６

１７２

 

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

【計画額の説明】 

１．「前年度からの繰越金」は、平成１５年度において、人事院勧告に基づき給与改善を

行ったが、その影響額を平成１６年度予算へ繰越し、その分を平成１６年度運営費

交付金で調整している。 

 

【実績額の説明】 

１．収入の「事業収入等」の実績額が計画額に比し３２百万円減少しているのは、図書

雑誌出版収入が定期購読者の減少等により４０百万円の減収となる一方、研修・宿

泊収入が７百万円の増収となったためである。 

２．収入の「その他の収入」及び支出の「その他の支出」の実績額が０となっているの

は、転貸資金貸付金の実績がなかったことにより、貸付金と貸付のための財源の借

入金等がなかったためである。 

３．支出の「業務経費」の実績額が計画額に比し減少しているのは、経費の抑制による

もののほか、ＰＩＯ－ＮＥＴ機器整備費等の繰越等によるものであり、「人件費」は、

退職者が予定より多かったことにより、新陳代謝による減額等が多かったためであ

る。 
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別紙２ 

 

平成１５年度の年度計画に沿った収支計画の計画額及び実績額は以下の通りである。 

 

平成１６年度収支計画 

（単位：百万円） 

区    別 計  画  額 実  績  額 差    額 

費用の部 

経常費用 

業務費 

一般管理費 

人件費 

減価償却費 

財務費用 

臨時損失 

 

収益の部 

経常収益 

運営費交付金収益 

事業収入等 

資産見返運営費交付金戻入 

臨時利益 

 

経常損失 

目的積立金取崩 

純損失 

２，７９６

２，７９６

１，０９２

２６４

１，４３９

２

０

０

２，７９６

２，７９６

２，５４１

２５３

２

０

－

０

－

２，６１９ 

２，６１９ 

９４３ 

２５９ 

１,４０７ 

９ 

０ 

０ 

 

２，６１９ 

２，６１９ 

２，３８９ 

２２０ 

９ 

０ 

 

０ 

０ 

０ 

 

１７７

１７７

１４９

５

３１

△８

０

０

１７８

１７８

１５２

３３

△７

０

０

０

０

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

【実績額の説明】 

１．費用の部の「業務経費」の実績額が計画額に比し減少しているのは、経費の抑制に

よるもののほか、ＰＩＯ－ＮＥＴ機器整備費等の繰越等があったためである。 

２．費用の部の「人件費」の、実績額が計画額に比し減少しているのは、退職者が予定

より多かったことにより、新陳代謝による減額等が多かったこと等である。 

３．収益の部の「事業収入等」の実績額が計画額に比し減少しているのは、図書雑誌出

版収入が定期購読者の減少等により４０百万円の減収となる一方、研修・宿泊収入

が７百万円の増収になったためである。 
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別紙３ 

 

平成１６年度の年度計画に沿った資金計画の計画額及び実績額は以下の通りである。 

 

平成１６年度資金計画 

（単位：百万円） 

区    別 計  画  額 実  績  額 差    額 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

事業収入等 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

 

２，８２０

２，７９４

２４

２

０

２，８２０

２，７７３

２，５２０

２５３

２

２４

２１

３，０５９ 

２，６３１ 

５３ 

０ 

３７６ 

 

３，０５９ 

２，７４９ 

２，５２０ 

２２９ 

０ 

０ 

３１０ 

 

△２４０

１６３

△２９

２

△３７６

△２４０

２４

０

２４

△２

△２４

△２８９

（注）各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 


